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序章:本研究の意義と各章の概要

研究目的と意義

本稿では，第 1に，より多くの加害者と被害者が事故抑止努力をするためにはどの

ような損害賠償責任ルールを設定すればよいのか，第 2に，和解交渉の成立が遅延す

る要因を費用構造の観点から説明するということに焦点を当てる.損害賠償責任ルー

ルとは，誰が生じた損害を負担しなければならないのか，さらに裁判において，誰が

立証責任を持つのかということを定めているルールで、ある.誰が損害を負担するかに

関して，体系化された法律は存在しないが，様々な法律の中でそれぞれ制定されてい

る.具体的には，民法415条1 同709条2 商法266条3 大気汚染法25条4 労働基

準法 75条5や，特許法 102条6など，多くの法律に関連する.これらの法律は，いかに

して損害が発生するような不法行為を防止するか，すなわち，損害が発生しないよう

に事故抑止努力インセンティブを与えるかということを目的としている.この事実は，

どのような損害賠償責任ルールを規定すれば，当事者は損害の発生を抑止する努力を

するのか，すなわちより多くの当事者が事故抑止努力をするのか，ということを分析

する重要性を示唆している.

損害賠償責任ルールと事故抑止努力に関する分析において， 2つの問題が重要とな

る. 1つは，事故発生前(訴訟前)における各当事者の事故抑止努力，もう 1つは事故

発生後における(和解を含む)訴訟プロセスの問題である.

l債務不履行による損害賠償の要件が制定されている.債務者が債務不履行を起こすと，債権者は損

害賠償を請求する権利を得る.

2本稿でもっとも関連のある法律.不法行為の一般的要件や効果を定めている.故意，または過失に

よって，他人の権利を侵害したものは損害を賠償しなければならない.

3取締役の責任に関する規定.

4損害賠償に関する規定が定められている.大気汚染により，人の生命または身体を害したときには，

汚染物質排出者は被害者に対して損害を賠償しなければならない.

5労働者が業務上負傷し，または疾病にかかった場合においては，使用者は必要な療養の費用を負担し

なければならない.業務上の疾病に関しては，労働基準法施行規則第 35条に定められている.

6特許権者または専用実施権者が故意または過失により，自己の特許権または専用実施権を侵害したも

のに対して損害賠償を請求できる.また，特許法 101条では，特許権または専用実施権を侵害するおそ

れがあるものに対して，その侵害の停止または予防を請求できる，ことを制定している.
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損害賠償責任ルールに関する分析は， Coase (1960)によって最初に提示された.

Coase (1960)はインフォーマルな分析をしているが，豊富な実例や数値例により簡

潔にまとめている.この論文の中で， Coaseはコースの定理と呼ばれる重要な定理を

主張している.コースの定理とは， w情報が完全であり，取引が自由にできる，すなわ

ち取引に費用がかからないとき，どちらの当事者が損害を負担しても，社会厚生は変

化しない』という主張である7 Coase (1960)の研究を基礎として，損害賠償責任ルー

ルに関する分析は発展してきた. Brown (1973)は損害賠償責任ルールに関する理論

分析を最初に行った.Brown (1973)は様々な損害賠償責任ル}ルを対象に分析し，ど

の損害賠償責任ルールのもとで，加害者と被害者が社会的に最適な事故抑止努力水準

を選択するのかということを調べた.Brown (1973)以降，各当事者に社会的に最適な

事故抑止努力水準を選択させるために，どのような損害賠償責任ルールを採用すれば

よいのかということに焦点が当てられてきた.このような分析は， Shavell (1980う83)，

Winter (1995)， Feldman and Frost (1998)， Satish and Singh (2002)などでなされて

いる8 ただし，これらの研究は訴訟プロセスを明示的に考慮していない.

訴訟プロセスについては， 1970年代前半から理論的な研究がなされてきた9 1980 

年代に入り，ゲーム理論の発展とともに訴訟と和解交渉に関する分析が盛んになっ

た.訴訟と和解交渉に関するモデ、ルは，どちらか一方の当事者，あるいは両方の当

事者が私的情報を持っとき，均衡和解額や均衡和解確率を導出することに焦点を当

ててきた10 この問題を取り扱った代表的な分析は Bebchuk(1984)， Daughety and 

Reinganum (1994)， Nalebuff (1987)， P'ng (1983，87)， Rei時 anumand Wilde (1986)， 

そして Schweizer(1989)である.これらのモデ、ルにおける和解交渉は 1回限りである.

現実的には和解交渉は数回繰り返されることもある.この様な状況を分析した論文に，

Sobel (1989)や Speir(1992)， Wnag et. α1. (1994)がある.彼らのモデルにおける

重要な結論は，ある当事者がもう一方の当事者が所有する私的情報を引き出そうとす

7ただし， Coaseは，所得配分は変化すると主張している.さらに， Coaseは交渉に費用がかからな

いことは非現実的な仮定と認めている.したがって， Coaseのより重要な主張は，交渉に費用がかかる

としても，交渉や適切な社会的な配置により得られる価値が失われる価値よりも大きいならば，交渉は

実現されるべきである，ということにあると考えることができる.

8上述の研究では，契約関係のない当事者間の分析を行っている.Demougin and Fluet (1999)では，

契約関係にある当事者聞の分析を行っている.

9初期の研究では，訴訟当事者間の戦略的な行動は取り扱っていない.これらの研究については La任

des (1971)， Posner (1973)， Gould (1973)を参照せよ.
10訴訟と和解交渉のモデルにおける加害者の私的情報とは，加害者の勝訴確率や負担しなければなら

ない損害額である.他方，被害者の私的情報とは被害者の被った損害額である.
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るために，和解交渉の遅延が生じるということである.この結論は，私的情報が存在

しない完備情報のケースを考えると，和解交渉は遅延せずに， 1回で終了するという

メッセージとしてとらえることができるかもしれない.しかし，たとえ完備情報のも

とでも必ずしも 1回で和解交渉は成立せず，和解交渉の成立が遅延する可能性がある

(Kumagai and Kobayashi (2002)). 

損害賠償責任ルールに関する分析は，各当事者に事故抑止努力をさせるという意味

で，モラル・ハザード問題を扱っている.他方，訴訟と和解交渉に関する分析は，私的

情報を持つ当事者を対象にしているという意味でシグナリングやスクリーニング、のモ

デルを取り扱っている.つまり，これまでの研究において，それぞれを異なった状況で

分析してきた.しかしながら，損害賠償責任ルール，事故抑止努力，そして訴訟と和

解交渉に関する分析は密接に関連しあっている.例えば，次のような極端なケースを

考える.法廷において必ず加害者が勝訴するような損害賠償責任ルールならば，加害

者は事故抑止努力インセンティブを持たない.逆に，加害者が必ず敗訴するような損

害賠償責任ルールならば，加害者は強い事故抑止努力インセンティブを持ち，和解交

渉によって問題が解決されるかもしれない.このように，損害賠償責任ルールは事故

抑止努力インセンティブに影響する.裁判における判決額は和解交渉に大きな影響を

与えることは想像に難くない.法廷で紛争を解決するための費用が大きいならば，和

解交渉が成立する可能性が高く，事故抑止努力インセンティプは強まると言うことが

予想できる.それゆえに，判決結果や訴訟手続きの費用は，和解交渉や事故抑止努力

インセンティプに大きな影響を与える.本稿では，法廷で勝訴するか否かは損害賠償

責任ルールによって決められていると考える.したがって，採用される損害賠償責任

ルールによって各当事者の事故抑止努力インセンティプは変化し，訴訟プロセスに影

響を与える.このような理由により，訴訟プロセスを明示的に考慮した当事者の事故

抑止努力インセンティプを分析することは重要である.

Hylton (1990)， Ordover (1978，79)やPolinskyand Rubinfeld (1988)は事故抑止努

力と訴訟を明示的に考慮した損害賠償責任ルールに関する分析をしている.上述のモ

デルは，ある損害賠償責任ルールのもとで，当事者は事故抑止努力インセンティプを

持つのか，ということに焦点を当てている.この点については本稿と同様の分析を行っ

ている.本稿と彼らのモデルの明確な違いは，本稿において和解交渉を明示的に考慮

している点である.現実的には，法廷で紛争が解決されることはまれであり， 9割以上
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は和解交渉によって解決される.また，伝統的な訴訟と和解交渉の経済学的な分析に

おいて，法廷に進まず和解交渉が成立するとき効率的であると考えられている.また，

Hylton (2002a，b)では，和解交渉を明示的に考慮している.しかし.Hylton (2002a，b) 

モデルでは，事故抑止努力インセンティブに関する問題を明示的に扱っていない.次

の例を考えることで和解交渉と事故抑止努力の関連性が明らかとなり，これら 2つの

要素を導入することの重要性が明らかになるだろう.加害者が事故抑止努力をすると

き，被害者は裁判で敗訴する損害賠償責任ルールを考える.事故発生前に，加害者が

事故抑止努力をしていたならば，被害者は和解交渉をしても何も得ることができない

だろう.これは，裁判で加害者が勝訴するということがわかっているので，加害者は

和解額を支払うインセンティブを持たなし、からである.他方，加害者が事故抑止努力

を怠るとき，裁判で敗訴するので和解交渉に応じると考えられる.しかし，通常被害

者は加害者の事故発生前の行動を観察することができない.たとえ観察できたとして

も，完全に加害者の事故発生前の行動を観察し，把握することはできない.この状況

において，加害者は事故抑止努力を怠り，和解に応じず，被害者は告訴を取り下げる

かもしれない.あるいは，被害者は和解交渉が決裂した後，法廷でこの紛争を解決す

ることを選択するかもしれない.また，和解提案者が誰であるかによって，法廷に進

む頻度や，得ることができる(あるいは支払わなければならない)和解額が変化する

かもしれない.この例は，和解交渉がどのような形式でなされるかにより，事故抑止

努力に影響するということを意味する.したがって，和解交渉と事故抑止努力を明示

的に考慮し，分析をすることは重要である.

本稿では，事故発生前と事故発生後の各当事者の戦略的行動を分析する.すなわち，

明示的に損害賠償責任ルール，事故抑止努力，そして訴訟プロセスのすべてを考慮す

る11 各当事者の事故抑止努力を考慮するために，ダブル・モラル・ハザードモデルを

考える.本稿で扱う損害賠償責任ルールは，過失責任と寄与過失を伴う厳格責任であ

る.過失責任とは，加害者の行動を基準としており，加害者が事故抑止努力をするな

らば，被害者が損害を負担しなければならない.加害者が事故抑止努力を怠るならば，

加害者が損害を負担しなければならない.他方，寄与過失を伴う厳格責任は，被害者

の行動を基準としており，被害者が事故抑止努力をするならば，加害者は被害者が被っ

た損害を負担しなければならないが，被害者が事故抑止努力を怠るならば，加害者は

11ただし，第 3章では，訴訟プロセスのみに焦点を当てる.
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損害を負担する必要はない.したがって，交通事故のようにどちらかが損害の一部を

負担するような場合は対象とな らない.製品欠陥事故に関していえば，近年，過失

責任から寄与過失を伴う厳格責任に損害賠償責任ルールは移行している.また，上述

の法律で定められている損害賠償責任ルールは主に過失責任と寄与過失を伴う厳格責

任である.したがって，本稿ではこの 2つの損害賠償責任ルールに焦点を当て分析を

進めていく.

本稿の構成

本稿は損害賠償責任ルール，事故抑止努力，そして訴訟プロセスを明示的に考慮し

たモデ、ルを考慮する.以下では，本稿の構成を紹介しておきたい.なお，本稿におい

ては被害者，原告，そして消費者，また加害者，被告，企業は同一人物であることを

最初に記しておきたい.

第1章では，伝統的な損害賠償責任ルールの分析を紹介する.特に， Brown (1973)， 

Shavell (1983)，そして熊谷 (2000)のモデル紹介をする.Brown (1973)は，損害賠償責

任ルールに関する最初の理論分析を行った.Brown (1973)では各当事者は相手の事故抑

止努力水準を知ることなしに，どのような事故抑止努力水準を選択するかを決定するモ

デ、ルを考慮している.そして，どのような損害賠償責任ルールを採用すれば，各当事者

に社会的に最適な事故抑止努力水準を選択させることができるのかということを，クー

ルノーモデルを用いて分析している.Shavell (1983)では， Brown (1973)とは異なり，

どちらの当事者が先に行動するのかということが重要となる.すなわち，第 1行動者が

選択した事故抑止努力を観察した後に第2行動者が事故抑止努力を選択するというシュ

タッケルベルグ、モデルを分析している.Brown (1973)とShavell(1983)では，導出さ

れる結果は異なるが，これは仮定の違いによるものであり，同じ仮定のもとでは導出さ

れる結論は閉じであることが示される.熊谷 (2000)はBrown(1973)とShavell(1983) 

の拡張であり，片側不完備情報モデル (one-sidedincomplete information)を取り扱

う.加害者と被害者が所有する私的情報は，事故抑止努力費用の大きさである.上記

2つのモデ、ルとは異なり，望ましい損害賠償責任ルールは過失責任のみであるという

ことが示される.したがって，伝統的なモデ、ル分析において，少なくとも過失責任を

採用することにより， (社会的に事故抑止努力をすることが望ましい)加害者と被害者
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は事故抑止努力をすることが示される.

第2章では，次のようなモデルを考える.各当事者が相手の事故抑止努力を観察す

ることなしに事故抑止努力を選択する.事故が発生すると，加害者がどのような事故

抑止努力を選択したかを示す証拠を被害者は入手することができる.ただし，この証

拠は必ずしも加害者の行動を正しく反映していない.したがって，加害者がどのよう

な事故抑止努力を選択したかを被害者は正確に推測することができない.この状況を

不完全観測と呼ぶ.被害者が証拠を入手した後，加害者は被害者に画定された和解額

を提案できる.被害者はこの和解額を受諾するか拒否するかを決定する.最初に，被

害者が加害者の事故抑止努力の選択について正確に推測できる完全観測のケースをベ

ンチマークとして分析する.次に不完全観測のケースを分析する.不完全観測のケー

スでは，望ましい損害賠償責任ルールが完全観測のケースと異なることを示す.すな

わち，完全観測のケースでは過失責任が望ましい損害賠償責任ルールであるが，不完

全観測のケースでは，寄与過失を伴う厳格責任が望ましい損害賠償責任ルールとなる.

これは，入手できる証拠の不完全性がどんなに小さくとも成立するので，被害者が入

手する証拠が加害者の行動を正確に反映していないということが重要な鍵となる.

第3章では，損害賠償責任ルールではなく，訴訟プロセスに焦点を当てて分析を進

める.モデ、ルは Rubinstein型の T期間モデノレであり，加害者が最初に和解提案する

ケースと被害者が最初に和解提案をするケースの両方に対応しているという意味で，

より一般化されたモデ、ルである.当事者が私的情報を持つという訴訟と和解交渉のモ

デルと異なり，完全情報モデルを分析する.そして，和解交渉の成立時点は費用構造

に依存することを示す12 もし和解交渉時に費用がかかるならば，交渉成立時点が先

に延びるほど費用がかかるので，交渉費用は和解交渉を 1期目に成立させる要因とな

る.他方，和解交渉終了後にのみ費用がかかるならば，和解交渉の成立が遅延するほ

ど費用が割り引かれるため，この費用は和解交渉を遅延させる要因となる.したがっ

て，和解交渉が遅延する原因は，和解交渉が成立するときにかかる費用にあるという

ことが示される.この和解交渉時にかかる費用と和解終了時にかかる費用の両方を考

慮すると，両方の効果が混在し，和解交渉が成立するならば， 1期日か最終期であり，

決してその聞の期に和解交渉は成立しないことが示される.

12交渉理論において，完全情報のケースで交渉の成立が遅延するという分析は過去にもなされてきた.

しかし，第 3章ではこれらのいずれにも当てはまらない遅延の要因を説明している.
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続く第4章と第 5章では，第 2章のモデ、ルを拡張する.加害者と被害者の両者が和

解提案者になるケースを考え，過失責任(第4章)と寄与過失を伴う厳格責任(第5章)

のもとで，和解提案額を各当事者が内生的に決定するモデルを考える.和解提案額が

内生化することにより，モデ、ルは複雑になるが，より現実的な状況を分析することが

できるというメリットがある.和解提案者は提案する和解額を賢明に決定することで，

自ら所有する情報が相手に伝わることを防ぐことができる.すなわち，和解提案者の

選択した事故抑止努力に依存せずに常に同じ和解額を提案する.この様な戦略を和解

提案者がとるとき，もし和解応答者が和解提案者の提案額を常に受諾するならば，和

解提案者は事故抑止努力を怠るインセンティブ、を持つことが示される.これは，確実

に事故抑止努力をする，あるいは確実に和解提案を受諾するという均衡が存在しない

かもしれないということを意味する.また，被害者の入手する証拠やその正確さに依

存して，加害者と被害者の事故抑止努力行動が変化する可能性がある.第4章と第 5

章では，正の確率で各当事者が事故抑止努力をするという均衡すべてを導出し，その

特徴付けを行う.
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第1章伝統的な損害賠償責任ルールの理論

分析

1.1 はじめに

本章では，伝統的な損害賠償責任ルールの理論分析を紹介する.伝統的な損害賠償

責任ルールの分析では，どの損害賠償責任ルールを用いれば，社会的に最適な事故抑

止努力水準を各当事者に選択させることができるのかということに関心を持つ.社会

的に最適な事故抑止努力水準とは，社会的な期待総費用を最小にするような事故抑止

努力水準である.

この問題は Coase(1960)によって最初に提示された. Coaseは情報が完全であり，

取引費用がかからない経済において，どちらの当事者が損害を負担しても社会厚生は

変化しないということを示した1 これは， wコースの定理』として知られる.しかし，

現実を考えると，必ずしもこの様な状況に直面しているわけではない.例として，製品

欠陥事故を考える.消費者は使用している製品の品質や製品の製造工程などに関して，

不完全な情報しか持たない.製品事故が生じたときの損害賠償問題は裁判所で解決さ

れるか，企業と消費者の聞の直接交渉によって解決される. どの方法で解決されるに

せよ，手続き上の費用や時間などの取引費用はかかる.したがって， wコースの定理』は

必ずしも成立しない.しかし， Coaseの主張は重要な意義を持つ.これまでは，各当事

者が事故抑止努力を実行し，社会的な損失，つまり社会的な費用を最小にするために

どのような制度(例えば，ピグー税)を採用すべきかという議論と異なり，誰が生じた

損害を負担するのかという新たな視点から分析している.この意味で， Coase (1960) 

の分析は非常に重要である.

Calabresi (1970)はCoaseの分析を拡張した.Calabresi (1970)は，不完全情報，ある

いは取引費用がかかる状況において，最も安価な事故抑止費用を持つ当事者が事故や損

害を回避するために事故抑止努力をすべきであるという『最安価損害回避者 (cheα，pest

1ただし，所得配分は変化することを Coaseは指摘している.
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cost αvoider)~ の原理を提言した2 Brown (1973)は，各当事者が社会的に最適な事故

抑止努力水準を選択するためには，どの損害賠償責任ルールを採用すればよいのかと

いう分析を最初に理論的に行った.Brown (1973)のモデルでは，危険中立的な加害者

と被害者は相手の選択した事故抑止努力水準を観察することなしに，自らの事故抑止

努力水準を選択する.過失責任と寄与過失を伴う厳格責任の両方の損害賠償責任ルー

ルにおいて，各当事者は社会的に最適な事故抑止努力水準を選択するという結論を導

いている. 1970年代後半になると， Brownのモデ、ルをもとに，保険を導入するケー

ス，当事者が事故について誤認するケース，あるいは単純な訴訟プロセスを導入する

などの応用研究がなされた.例えば， Epple and Raviv (1978)， Ordver (1978， 79)や

Sahvell (1980)， Spence (1977)などが挙げられる.

Shavell (1983)はどちらか一方の当事者が先に行動し，もう一方の当事者は第一行

動者が事故抑止努力をしたか否かを観察した後に行動を選択するという完全情報のモ

デルを分析した.このような設定のもとで，加害者が先に行動するケースでは，過失

責任が望ましい損害賠償責任ルールであり，被害者が先に行動をするケースでは，寄

与過失を伴う厳格責任が望ましい損害賠償責任ルールであるという結論を導いている.

Winter (1994)と越野 (1995)はShavell(1983)のモデルを不完全情報モデ、ルに拡張し

た.Winter (1994)は被害者が先に行動するケース，越野 (1995)は加害者が先に行動

するケースを分析している.Winter (1994)では，寄与過失を伴う厳格責任が最適な

損害賠償責任ノレールであり，越野 (1995)では，過失責任が最適な損害賠償責任ルール

であるという結論を導いている.上述のいずれのモデ、ルも，加害者の行動が事故発生

確率に与える影響と被害者のそれが独立のケースを分析している.

Endres and Ludeke (1998)では，製造物責任法に関する分析を行っている.これ

は，寄与過失を伴う厳格責任を対象に分析をしていることを意味する.過去の研究で

は，被害者の支払う損害賠償額に上限がないケースを分析してきた.彼らの論文では，

2Calabresi (1970)は事故抑止費用を第 1次費用，第 2次費用，第 3次費用の 3つに分類している.

第 1次費用とは，欠陥商品に基づく人的・物的損害と事故抑止費用である.第 1次費用は主に効率性の

達成のために定義されており，社会の構成員の中で，誰が事故抑止費用を負担しなければならないのか

を考えており，最小化を目的としている.第 2次費用とは，第 1次費用の負担を社会の構成員に分配す

る際に生じる費用負担の増加，所得分配の公平性への歪みによる費用である.したがって，第 2次費用

は公平性の問題を解決するために使われる概念である.第 3次費用とは，紛争解決に伴う裁判費用，弁

護士費用などの司法行政上の費用や損害保険の営業費などの費用を指す.この費用を事故処理費用と呼

ぶ.最安価損害回避者の原理は，取引費用が存在する社会においても，第 1次費用を最小化できるとい

う考えである.損害賠償責任ノレールの初期の分析においては，事故抑止費用にのみ焦点を当てていると

いう意味で，第 1次費用のみを取り扱った分析であるということができる.
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被害者が支払う損害賠償額に制限がある場合，各当事者の事故抑止努力水準にどのよ

うな影響を与えるかを調べている.このような制限を有限責任制約 (limitedliαbility 

constraint)と呼ぶ3 ここでの有限責任制約は，加害者が被害者に対して支払う補償額

に上限があるという意味である.すなわち，加害者の支払い能力に限界があることを考

えている.もし有限責任の上限が高い (highlimit case)ならば，過去の研究と同様に，

両当事者とも最適な事故抑止努力水準を選択する.もし上限が低い (loωlimit case)な

らば，加害者は事故抑止努力をするインセンティブを持たない.このケースにおいて，

加害者は事故抑止努力をするよりも損害を補償する方が利得が高くなるように，上限が

設定されているためである.もし上限が高いケースと低いケースの中間 (intermediate 

case)であるならば，各当事者が最適な事故抑止努力水準を選択するという均衡は存在

せず，最適な事故抑止努力水準よりも低い水準との混合戦略が存在するという結論を

導いた4

Feldman and Frost (1998)は事故抑止努力水準が代替的かっ離散的であるという設

定のもとで，様々な損害賠償責任ルールを分析している5 彼らの主な結論は，過失責

任と寄与過失を伴う厳格責任は効率的であるというものである.

Satish and Singh (2002)は効率的な損害賠償責任ルールの必要十分条件を導出する

ことによって，損害賠償責任ルールの完全な特徴付けを行っている.この論文の主な

結論は，次の通りである.損害賠償責任ルールの効率性に関する必要十分条件は，過

失責任の条件を満たしている.したがって，過失責任は効率的であり，また過失責任

と対照的な寄与過失を伴う厳格責任も効率的になる.

3有限責任制約は破産制約と呼ばれることもある.有限責任制約は資金調達や労働契約など，モラル

ノ、ザードに関する分析で多く用いられる制約である.有限責任制約のために依頼人 (principal)は代理

人 (agent)に厳しすぎる罰則 (punishment)を課すことができず，最適な契約が達成できないかもしれな

い.Endres and Ludeke (1998)では，企業が支払わなければならない損害賠償額の制限が有限責任制約

の役割を果たしている.もし制限が小さくなれば，企業は最適な事故抑止努力水準を選択することができ

ない.つまり企業側のモラルハザードの問題が発生することになる.ただし， Endres and Ludeke (1998) 
は，契約関係のない当事者に焦点を当てた分析をしている.ゆえに，依頼人ではなく裁判所が罰則を与

える.

4彼らの分析では，過去の研究と異なり事故発生確率は固定されている.しかし，損害額に関しては加

害者と被害者の事故抑止努力水準に影響されるため，期待損害額は固定されていない.したがって，こ

の意味で一般性を失うものではない.

5事故抑止努力水準が離散的とは，事故抑止努力をするか否かという意味である.また，代替的とは，

どちらか一方の当事者が事故抑止努力をすれば，事故を完全に防ぐことができるという意味である.過

去の分析では，被害者の選択する事故抑止努力水準は 0か最適な水準のどちらか一方である.このため，

事故抑止努力をするならば最適な水準を選択すると考えると，一般性を失わない.しかし，後者について

は，たとえ一方の当事者が事故抑止努力をしても，もう一方の当事者が事故抑止努力を怠るならば，事

故が発生する状況は存在することが一般的であると考えられる.したがって，事故抑止努力が代替的と

いう条件は特殊であると言えるだろう.
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また，これらの論文以外で，損害賠償責任ルールの分析について紹介しているもの

として， Cooter and Ulen (1999)， Diamond (1974a，b)， Landes and Posner (1985， 

1987)， Posner (1998)， Miceli (1997)， Shavell (1987)， Spulber (1989)が詳しい.

伝統的な分析は事故が発生すると，裁判所は当事者の行動を完全に把握することがで

き，損害賠償責任ルールに従って，どちらかの当事者に損害を負担させるように判決を

出す.したがって，伝統的な損害賠償責任ルールの理論分析では，訴訟を明示的に考え

ないことが共通点としてあげられる.まず，本稿で採用する 2つの損害賠償責任ルール

を述べ，次に損害賠償責任ルールの初期の論文である Brown(1973)とShavell(1983) 

のモデルと結論を紹介する6 彼らの扱ったモデ、ルは不完全情報のもとでの分析である

が，次に不完備情報を扱ったモデルとして，熊谷 (2000)を紹介する.そして，これら

のモデルの問題点と限界を指摘する.

1.2 過失責任と寄与過失を伴う厳格責任

まず，本稿を通じて採用する損害賠償責任ルールを定義する.

定義1.1.過失責任 (NegligenceRule)とは，もし加害者が社会的に最適な事故抑止努

力水準に満たない事故抑止努力水準を選択したならば，加害者に過失があると判決さ

れ，加害者が損害を負担しなければならない.それ以外は，被害者に責任があるもの

とし，損害は自分で負担しなければならない損害賠償責任ルールである.

寄与過失を伴う厳格責任 (StrictLiability with Contributory Negligence)とは，も

し被害者が社会的に最適な事故抑止努力水準に満たない事故抑止努力水準を選択した

ならば，被害者に過失があると判決され，損害は補償されない.それ以外は加害者が

損害を負担しなければならない損害賠償責任ル}ルである.

表1.1と1.2はそれぞれ，過失責任と寄与過失を伴う厳格責任のもとで，誰が損害を

負担しなければならないかをあらわす.Nは少なくとも社会的に最適な事故抑止努力

水準を超える事故抑止努力を選択していることを表す.ただし，社会的に最適な事故

抑止努力水準とは，社会的な期待総費用を最小にする事故抑止努力水準である.Vは

6これらの論文はすべて事故抑止努力水準に焦点を当てているが，行動水準を含めた分析をしている
論文として.Shavell (1980)がある.行動水準は事故抑止努力水準には影響を与えず，損害額のみに影響
を与える.例えば，信号無視をしないように信号をよく見て運転するということは事故抑止努力水準に
相当し，スピードをどのくらい出すのかということは行動水準に相当する.
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社会的に最適な事故抑止努力水準を下回る事故抑止努力水準を選択していることを意

味する.事故抑止努力が離散的なモデルでも，連続的なモデ、ルでもすべてこの様に単

純化して損害賠償責任ルールを考慮できる.また，表は両当事者の行動の組み合わせ

に応じて，加害者 (F)に責任があるのか，被害者 (C)に責任があるのかを示している.

被害者

NV  

N ICICI 
加害者 ト斗ー斗

V IFIFI 

表1.1:過失責任

被害者

NV  

N IFICI 
加害者 ト斗-1

VIF引

表1.2:寄与過失を伴う厳格責任

図を用いて表すと次のようになる.ただし，斜線部分は被害者に責任がある範囲を

示している.また， ，*は加害者の社会的に最適な事故抑止努力水準， 8*は被害者の社

会的に最適な事故抑止努力水準を表している.

6 

O γ構

図1.1:過失責任

1.3 Brownのモデル

γ 

6 

8* 

O γ 

図1.2:寄与過失を伴う厳格責任

Brown (1973)のモデ、ルは危険中立的な加害者と被害者を対象として分析を進めてい

る7 加害者と被害者は自らの期待総費用を最小にするように，それぞれの事故抑止努

7Brown (1973)では，加害者のみが事故抑止努力をする一方注意モデルと， 2人の当事者が事故抑止

努力をする双方注意モデルを取り扱っている.本稿では，加害者と被害者の双方に事故抑止努力をさせ

る問題を取り扱うので，双方注意モデルに焦点を絞る.また， Brownは過失責任と寄与過失を伴う厳格

責任以外の様々な損害賠償責任ルールについても分析している.
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力水準γと6を選択する8 解概念はナッシュ均衡 (Nαshequilibrium)を用いる.

加害者と被害者の社会的に最適な事故抑止努力水準子と rは次のように定義される:

定義1.2(社会的に最適な事故抑止努力水準). 

γ* = argminγ+8+αF(γ)αC(8)L(γ，8)， 
7 

8* = arg可~n ， + 8 +αF(γ)αC(8)L(γ，8) 

αF(γ)は加害者が事故抑止努力水準γを選択したときの事故発生確率， αC(8)は被害

者が事故抑止努力水準6を選択したときの事故発生確率である.ただし， 0<αJ(・)< 1 

であり ，j ε{F，C}は当事者を表す.また， o:J (・)は事故抑止努力水準に関して減少，

かつ連続2回微分可能な凸関数とする.L(.，.)は被害者が被った損害額を表し，L(γ，8) 

は事故抑止努力水準に関して減少，かっ連続2回微分可能な凸関数であるとする.社

会的に最適な事故抑止努力水準ザ(8*)，8* (γ*)は，相手が社会的に最適な事故抑止努

力水準を選択していることを所与として9

1=一αF'(γ)αC(8*)L(γ，8*)ー αF(γ)αC(8*)L，(γ，8*)， (1.1) 

1=ーαF(γつαC'(8)L(γぺ8)一αF(γ*)αC(8)Ld(γぺ8) (1.2) 

を満たすような γと6である.ただし， Li(.，.)は変数iで偏微分したことを意味する.

左辺は事故抑止努力に関する限界費用を表し，右辺は事故抑止努力に関する期待損害

額の減少分を表す. (1.1)と(1.2)はそれぞれ，相手の事故抑止努力水準を所与とした

ときの各当事者の社会的に最適な事故抑止努力水準，*， 8*の水準を表している.以下

では，過失責任と寄与過失を伴う厳格責任のもとで，各当事者はザと rを選択する

か否かを調べる.

1.3.1 過失責任

最初に，加害者の問題を考える.被害者は，社会的に最適な事故抑止努力水準rを

選択していることを所与とすると，過失責任のもとで，加害者の期待総費用は以下の

8ただし，事故抑止努力水準は事故抑止費用として考え，金額ベースに変換しているとする.

9以下では，表記の単純化のために，ゲ， 8*と記述する.
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加害者の期待費用からわかるように損害額と補償額が等しいということを暗に仮定し

ている.被害者はrを選択していることを所与として，ずはγ+αF(γ)αC(8*)L(γ，8*)

を最小にするので，

(γ*一γ)三αF(γ)αc(8*)L(γ，8*)

が成立している.これは，加害者が社会的に最適な事故抑止努力水準を選択しなかった

ときに得られる利得 (γ*一γ)よりも加害者が社会的に最適な事故抑止努力水準を怠っ

たときに負担しなければならない費用 (αF(γ)αC(8*)L(γJつ)の方が大きいことを意

味する.したがって，過失責任のもとで，加害者はγ=ずを選択する.

加害者がγ=ずを選択していると仮定する.このとき，被害者が被った損害に対し

て加害者は責任がないので，被害者の問題は

8+αF(γ*) +αC (8)L(γぺ8)

となる. したがって，被害者は

1=一αF(γ*)αc'(8)L(γぺ8)一αF(γ本)αC(8)L，，(γぺ8)

を満たすような事故抑止努力水準 6を選択することによって，期待費用を最小にする

ことができる.ただし，左辺は被害者の限界費用，右辺は事故抑止努力をしたときの

損害額の減少分を表す.これは， (1.2)と一致するので，被害者は社会的に最適な事故

抑止努力水準Fを選択している.

以上のことから，次の命題を導くことができる.

命題1.1(Brown (1913)).過失責任のもとで，両当事者はそれぞれ社会的に最適な

事故抑止努力水準̂ (*， 8*を選択することがナッシュ均衡となる.
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1.3.2 寄与過失を伴う厳格責任

最初に被害者の問題を考える.加害者は，社会的に最適な事故抑止努力水準ずを選

択していることを所与とすると，寄与過失を伴う厳格責任のもとで，被害者は少なく

とも社会的に最適な事故抑止努力水準を選択するならば，加害者は被害者が被った損

害を負担しなければならない.したがって，被害者の期待総費用は以下のようになる:

1:… 8+αF(γ*)αC(8)L(γぺ8)for 8 < 8*. 

過失責任と同様に，加害者はゲを選択しているということを所与として， 8*は8+

αF(γ本)αC(8)L('y*， 8)を最小にするので，

(8* -8)三αF(γ*)αc(8)L('y*，8) 

が成立している.左辺は，被害者が社会的に最適な事故抑止努力水準を選択しなかっ

たときに得られる利得を表す.寄与過失を伴う厳格責任のもとで，被害者は社会的に

最適な事故抑止努力水準を下回る事故抑止努力水準を選択しているとき，被害者に責

任がある.したがって，右辺は被害者が社会的に最適な事故抑止努力水準を選択して

いないときに負担しなければならない費用を表す.被害者は少なくとも社会的に最適

な事故抑止努力水準を選択していれば責任がないので， 8 = 8*を選択することによっ

て，期待費用を最小にすることができる.

被害者は 8= 8*を選択すると仮定する.このとき，生じた損害は加害者が負担しな

ければならない.加害者は次の総費用を最小にするように γを選択する.

γ+αF(γ)αc(8*)L(γ，8*) 

となる.したがって，加害者は

1 =-αF' (γ)αC (8*)L(γ，8*)一αF(γ)αC(8*)L，(γ，8*)

を満たすような事故抑止努力水準γを選択することによって，期待費用を最小にでき

る.これは， (1.1)と一致するので，加害者は社会的に最適な事故抑止努力水準を選択

することを意味する.

以上のことから，次の命題を導くことができる.
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命題1.2(Brown(1973)).寄与過失を伴う厳格責任のもとで，両当事者はそれぞれ

社会的に最適な事故抑止努力水準，*， d*を選択することがナッシュ均衡となる.

Brownのモデルでは，過失責任と寄与過失を伴う厳格責任のどちらを採用しても，

両当事者とも社会的に最適な事故抑止努力水準を選択するということを主張している.

これは，どのような損害賠償責任ルールを採用しても，両当事者は社会的に最適な事

故抑止努力水準を選択し，社会厚生は変化しないということを意味する.したがって，

コースの定理が成立することを意味する.

1.4 Shavellのモデル

Shavellのモデルにおいても， Brownのモデルと同様に加害者と被害者は危険中立

的である. Shavellは完全情報モデ、ルを取り扱う.また， Brown (1973)と同様に，各

当事者の事故抑止努力は事故発生確率に影響し，互いに独立である.したがって，誰

が最初に事故抑止努力に関する行動を選択するかが重要となる10 そのため，加害者

が先に行動を選択するケースと被害者が先に行動するケースを分けて分析している11

加害者が先に行動するケースでは，加害者が事故抑止努力をするか否かを決定し，

被害者は加害者の行動を観察した後に事故抑止努力をするか否かを決定する.被害者

が先に行動するケースでは，被害者が事故抑止努力をするか否かを決定し，加害者は

被害者の行動を観察した後に事故抑止努力をするか否かを決定する.どちらのケース

においても，両当事者によって，社会的期待総費用は最小になるという仮定の下で分

析をする.したがって，各当事者が事故抑止努力をするならば，社会的な期待総費用

を最小にする事故抑止努力水準を選択していると仮定する.また，どちらの当事者も，

相手の行動を所与として，事故の発生確率を知っているとする.解概念は部分ゲーム

完全均衡 (SubgαmePerfect equilibrium)を用いる.

最初に，加害者が先に行動するケースを紹介し，次に被害者が先に行動するケース

10ゲーム理論において，最初に行動を選択できる当事者が有利であるという結論が一般的に知られて

いる.これを第一行動者の優位性 (firstmover ad叩 ntage)と呼ぶ.
11加害者が先に行動するケースとして，交通事故が例として考えられる.加害者がスピード違反をし

ているとし，被害者が横断歩道を渡らないというケースを考える.このとき，両当事者は事故抑止努力

を怠っているということができる.加害者が法定速度を守っており，また被害者が横断歩道を渡ってい

れば，この様な事故の発生確率は格段に下がるからである.また，被害者が先に行動するケースとして，

路上駐車が考えられる.被害者が路上駐車をし，加害者が被害者の車に接触したとする.このとき，被

害者が路上駐車をせず，規定の駐車場に駐車をし，また加害者が被害者の車に接近しすぎなければこの

接触事故は避けられたはずである.したがって，両当事者ともに事故抑止努力を怠ったことを意味する.
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を紹介する.

1.4.1 加害者が先に行動するケース

加害者と被害者は事故抑止努力をするならば，それぞれ事故抑止努力費用 γと6を負

担する必要がある.もし加害者と被害者の両者が事故抑止努力をするならば，事故発生

確率はそれぞれα5三0，α忠三 Oとなる.また，両当事者とも事故抑止努力を怠るな

らば，事故抑止費用はOである眠このとき，事故発生確率はそれぞれ αも>αおさ O

とする.ただし， j E {F，C}である.また，事故が発生すると，加害者は Lの損害を

被る.

事故抑止努力費用と期待損害額の合計である期待総費用で社会厚生を測る.期待総

費用は各当事者が事故抑止努力をしたか否かに応じて，以下の 4つに分類される:

γ+α~(ð + α~L) ， (1.3) 

fTaSL γ+αNαV.LI， (1.4) 

α~(ð + α~L) ぅ (1.5) 

f:aSL αvαv (1.6) 

(1.3)は両当事者が事故抑止を努力したときの期待総費用， (1.4)は加害者のみが事故

抑止努力をしたときの期待総費用， (1.5)は被害者のみが事故抑止努力をしたときの期

待総費用，そして(1.6)は両当事者が事故抑止努力を怠ったときの期待総費用を表す.

Shavellにおいて，両当事者が事故抑止努力をする，すなわち(1.3)は上述の 4つの期

待総費用の中で，一意に最小になる13 加害者が先に行動するケ}スにおいて，過失

責任と厳格責任における部分ゲーム完全均衡経路は次のようになる14

命題1.3(Shavell (1983)).過失責任のもとで，加害者と被害者の両者ともに事故抑

止努力をすることが部分ゲーム完全均衡経路となる.寄与過失を伴う厳格責任のもと

で，被害者は事故抑止努力をするが，加害者は事故抑止努力を怠る可能性がある.

12本稿では事故抑止努力の選択が離散のケースのみを取り扱うが， Shavellは補論で事故抑止努力の選
択が連続なケースも分析している.
13Shavellにおいては，どちらか一方の当事者のみが事故抑止努力をすることが最適な状況も分析して

いる.本稿では，両当事者が事故抑止努力をすることが最適なケースを紹介する.
14部分ゲ}ム完全均衡は次のようになる:過失責任では，(N， (N， N))，寄与過失を伴う厳格責任では，

もし α完>0ならば (N，(N，N))，αx:. =0ならば (V，(N， N)). 
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証明はすべて補論に記す.

この結論は，事故の発生確率に大きく依存している.もし事故抑止努力をしても完

全に事故を防ぐことができない，すなわち α~ > 0ならば，両当事者とも事故抑止努

力を選択することになる.α5=Oならば，加害者は事故抑止努力をするインセンテイ

ブを持たない.したがって， α~>O ならば， Coase (1960)やBrown(1973)の主張と

同じになる.すなわち，加害者が先に行動するケースにおいて，どのような損害賠償

責任ルールを採用しても，加害者と被害者は社会的に最適な事故抑止努力水準を選択

し，社会厚生(期待総費用)には影響しない15

1.4.2 被害者が先に行動するケース

次に被害者が先に行動するケースを分析する.加害者が先に行動するケースと同様

に，このケースでも社会厚生は期待総費用で測られ，各当事者の事故抑止努力に決定

に依存して，以下の 4つに分類される:

ð+ α~(γ+αKrL) ， (1.7) 

d+α5αtL， (1.8) 

α予(γ+αKrL)ぅ (1.9) 

Saf，L αvαv (1.10) 

(1. 7)は両当事者が事故抑止努力をするときの期待総費用， (1.8)は被害者のみが事故抑

止努力をするときの期待総費用， (1.9)は加害者のみが事故抑止努力をするときの期待

総費用，そして(1.10)は両当事者が事故抑止努力を怠るときの期待総費用である.被

害者が先に行動するケースでも同様に， (1.7)から(1.10)の中で，両当事者が事故抑止

努力をするとき，期待総費用は最小になると仮定する.被害者が先に行動するケース

において，部分ゲーム完全均衡経路は次のようになる16

命題1.4(Shavell (1983)).過失責任のもとで，加害者は事故抑止努力をするが，被

害者は事故抑止努力をしない可能性がある.寄与過失を伴う厳格責任のもとでは，両

当事者が事故抑止努力をするということが部分ゲーム完全均衡経路となる.

15現実的に，どんなに事故抑止努力をしていたとしても，事故が発生する可能性は十分ある.また，

α~ =0にするためには，費用は禁止的に高くなるかもしれない.したがって，この結論は特殊なケース

を扱っていると考えることができる.

16部分ゲーム完全均衡は次のように記述できる:過失責任では， α~ > 0ならば (N，(N，N))，α=0 

ならば (V，(N， N))となる.寄与過失を伴う厳格責任では，(N， (N，N))となる.
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この結論は，やはり事故抑止努力をするときに，完全に事故の発生を抑止できる可

能性があることに依存する.もし，この仮定がなければどちらの損害賠償責任ルール

を採用しても，やはり Coase(1960)やBrown(1973)と同じことを主張していること

になる.

αお=0という状況がないとき，被害者が先に行動するケースと加害者が先に行動

するケースの両方で同じ結論を得ることができるので，どの当事者が先に行動しても，

どの損害賠償責任ルールを採用しても，結果として社会的な期待総費用を最小にする

ことができる.

1.5 片側不完備情報を持つ逐次的不法行為

先行研究において，加害者と被害者の事故抑止費用は共有知識として扱われていた.

しかし，次に挙げる例は相手の事故抑止費用を知っていることは各当事者の事故抑止

努力インセンティブに対して大きな影響を与えるということを意味する.過失責任の

もとで，加害者は事故抑止努力費用が被害者に対する期待支払額よりも大きいならば，

加害者は事故抑止努力をしない.この状況のもとで，被害者の事故抑止費用が十分小

さいならば，事故発生確率が小さくなるように被害者が事故抑止努力をし，社会的な

期待総費用を小さくすることが社会的に最適となる.しかし，もし被害者が加害者の

事故抑止努力費用の大きさを知っているならば，事故抑止努力をするインセンティブ

を持たないだろう.なぜならば，過失責任のもとで加害者が事故抑止努力を怠るなら

ば，加害者は，被害者が被った損害を負担しなければならないためである.したがっ

て，社会的に最適な状況を達成することはできない.もし被害者が，加害者の事故抑

止費用を知らないならば，加害者の事故抑止費用が十分大きいという状況の下で，社

会的に最適な状況を達成することができる可能性がある.被害者は，加害者の事故抑

止費用が大きいか小さいかを知らないので，自らが損害額を負担しなければならない

という状況を考慮し，少なくとも事故抑止努力をするインセンティプを完全に失うわ

けではない.したがって，各当事者が相手の事故抑止費用の大きさを知っているとき，

加害者の事故抑止費用が十分に大きいならば，被害者は事故抑止努力をするインセン

ティプが弱まることになる.

また，各当事者はどのくらい事故発生確率に寄与しているのかを知らない状況を分
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析する.すなわち，加害者の事故抑止努力と被害者の事故抑止努力は事故発生確率に

影響するが，互いに独立しているのではなく，相関しているケースを考える.このと

き，どちらの当事者が先に行動しても分析に影響しない. したがって，本節ではどち

らの当事者が私的情報を持つのかということが重要となる.

以下では，加害者が私的情報を持っているケースと被害者が私的情報を持っている

ケースに分ける.そして，過失責任と寄与過失を伴う厳格責任のもとで，各当事者は

どちらの損害賠償責任ルールのもとで，事故抑止努力をすることが社会的に望ましい

当事者のみが事故抑止努力をするかということを調べる.

1.5.1 加害者が私的情報を持つケース

加害者が自らの事故抑止費用について，私的情報を持つケースを考える.最初に自

然 (N，α如何)が加害者のタイプ (HタイプかLタイプ)を決定する.Hタイプの加害者

は高い事故抑止費用を持ち， Lタイプの加害者は低い事故抑止費用を持つことを意味

する.加害者がタイプHである確率を sF，タイプLの確率を 1-sFとする.加害者

は自らの事故抑止費用を知った後に事故抑止努力を選択する.ただし， Shavell (1983) 

と同様に，事故抑止努力をするか怠るかのどちらかを選択するモデ、ルを取り扱う.も

し加害者が事故抑止努力をするならば，タイプに応じてそれぞれ HタイプならばγH，

LタイプならばγL<γHの事故抑止費用を負担する必要がある.加害者が事故抑止努

力をしないならば，事故抑止費用は Oである.

次に被害者は，加害者が事故抑止努力をしたか否かを知ることなしに，事故抑止努

力の選択を行う.被害者は事故抑止努力をするならば，常に 6の事故抑止費用を負担

しなければならない.

本節では，先行研究とは異なり，加害者と被害者は自らの行動がどのくらい事故発生

確率に寄与しているかを完全には知らないケースを考える.したがって，以下では各当

事者の事故抑止努力の選択に依存して，事故発生確率を αijで表す.ただし， i ε{N，V} 

は加害者の事故抑止努力に関する選択，j ε{N，V}は被害者の事故抑止努力に関する

選択を表す.Nは事故抑止努力をする，Vは事故抑止努力を怠ることを意味する.ま
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た，事故発生確率について，次のように仮定する:

αNN <αNV <αVV， 

αNN <αVN <αVV. 

両当事者が事故抑止努力をするとき，事故発生確率は最も低く，両当事者が事故抑止

努力を怠るならば事故発生確率は最も高い.また，どちらか一方の当事者が事故抑止

努力を怠るならば，事故発生確率はその聞になる.ただし，加害者のみが事故抑止努

力をしたときと被害者のみが事故抑止努力をしたときの事故発生確率の大きさについ

てはなにも仮定しない.

訴訟ステ}ジは明示的に取り扱わないが，もし事故が発生したならば，裁判所が適

切に判断し，損害賠償責任ルールに従って，どちらの当事者が損害を負担しなければ

ならないのかについての判決を下す.もし被害者が勝訴するならば，加害者は裁判所

で決定された判決額 W > 0を被害者に支払い，ゲームが終了する.もし加害者が勝

訴するならば，加害者は追加的な支払いをすることなしにゲームが終了する.過失責

任と寄与過失を伴う厳格責任のもとで，加害者と被害者が得る期待利得はそれぞれ表

1.3，表 1.4のようになる.

N V 

(-γL，-γH) (-γL，-γH) 

(NN) 
-d-αNNL 一αNvL

(-γL，-αVNW) (-γL，-αvvW) 

(NV) 
-d -sFαNNL -(1 -sF)αVN(L -W) -sFαNvL -(1-sF)αvv(L -W) 

(-αVNW，一γH) (-avvW， -γH) 

(VN) 
-d -sFαVN(L -W) -(1 -sF)αNNL -sFαvv(L -W) -(1 -sF)αNvL 

(ーαVNW，-αVNW) (-αvvW，-αvvW) 

(VV) 
-d-αVN(L -W) 一αvv(L-W) 

表1.3:過失責任

表1.3について，行における (NN)は，加害者はどちらのタイプであっても事故抑

止努力をする，(NV)はLタイプの加害者のみが事故抑止努力をする，(VN)はHタ
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N V 

( -')'L一αNNW，-')'H-αNNW) (-γL，-γH) 

(NN) 
-dー αNN(L-W) -αNvL 

( -')'L一αNNW，-αVNW) (-γL，O) 

(NV) 
-d -sFαNN(L -W)ー (1-sF)αVN(L -W) -sFαNvLー (1-sF)αvvL 

(-αVNW，-γHー αVNW) (0， -γH) 

(VN) 
-d -sFαV N (L -W) -(1 -s F)αNN(L -W) -sFαvvL -(1 -sF)αNvL 

(-αVNW，ーαVNW) (0，0) 

(VV) 
-d-αVN(L -W) 一αvvL

表1.4:寄与過失を伴う厳格責任

イプの加害者のみが事故抑止努力をする，(VV)はどちらのタイプの加害者も事故抑

止努力を怠る，ということを意味している.列における Nは被害者が事故抑止努力を

する，Vは被害者が事故抑止努力を怠る，ということを示す.利得表の上段は加害者

の期待利得，下段は被害者の期待利得を表す.また，加害者の利得に関して，左側は

Lタイプ，右側はHタイプの期待利得を表す.

Shavell (1983)と同様に，両当事者が事故抑止努力をすることが社会的に最適な状

況を分析する.すなわち，

d+αNNL <αNvL， 

γH+αNNL <αvNL， 

が成立しているとする.また，加害者と被害者が事故抑止努力をすることが社会的に

最適な事故抑止費用の水準を以下で定義する.

定義1.3(社会的事故抑止基準).被害者(加害者)が事故抑止努力をしていることを

所与として，加害者(被害者)は次の事故抑止費用を満たしているとき，事故抑止努

力をすることが社会的に望ましい:

γH三マ=(αVNー αNN)L，

6三d= (αNVー αNN)L
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この定義は，被害者(加害者)が事故抑止努力をしていることを所与として，加害者

(被害者)が事故抑止努力をすることによって軽減する期待損害額よりも加害者(被害

者)の事故抑止費用が小さいならば，事故抑止努力をすることが社会的に望ましいこ

とを表している. Shavell (1983)と同様に，本章において，社会的事故抑止基準を満

たす事故抑止費用を持つ加害者と被害者に焦点を当て分析を行う.社会的に事故抑止

努力をすることが望ましい加害者と被害者に事故抑止努力をさせることができる損害

賠償責任ルールを望ましい損害賠償責任ルールと呼ぶ.

最初に，各損害賠償責任ルールのもとでの均衡を調べる.本節において，解概念は

ベイジアン・ナッシュ均衡 (Bαyeszan幽 Nαshequilibrium)を用いる17

命題1.5.過失責任のもとで，両当事者の事故抑止費用が

γH~ αVNl号T

6三(αNVー αNN)L

を満たしているとき，そしてそのときのみ両当事者が事故抑止努力をすることがペイ

ジアン・ナッシュ均衡となる.

寄与過失を伴う厳格責任のもとで，両当事者の事故抑止費用が

百三 (αVN一αNN)W，

6三(αNV一αNN)L+αNNW

を満たしているとき，そしてそのときのみ両当事者が事故抑止努力をすることがペイ

ジアン・ナッシュ均衡となる.

命題1.5より，どちらの損害賠償責任ルールを用いても，各当事者は事故抑止努力

をすることを選択する.

次に，過失責任と寄与過失を伴う厳格責任を比較するために，事故抑止努力をする

ことが社会的に望ましい当事者のみが事故抑止努力をするかを調べる.命題1.5より，

以下のことがわかる.

17詳細は.Harsanyi (1967-68)を参照.また.Fudenberg and Tirole (1991a). Myerson (1991). Os-
borne and Rubinstein (1994)を参照.
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系1.1.過失責任のもとで，判決額W を次のように設定することで，社会的に事故抑

止努力をすることが望ましい加害者にのみ事故抑止努力をさせることができる:

w一 αVN- αNN  
一

αVN  

被害者に関しては，均衡において，どのような判決額のもとでも社会的事故抑止基準

は満たされている.

寄与過失を伴う厳格責任のもとで，判決額と損害額が一致するならば，加害者に関

して社会的事故抑止基準は満たされるが，被害者については，判決額をどのように調

整しても社会的事故抑止基準を満たすことができない.

系1.1より，社会的に事故抑止努力をすることが望ましい当事者に事故抑止努力をさ

せるためには，過失責任を採用しなければならない.もし寄与過失を伴う厳格責任を

用いるならば，被害者についての社会的事故抑止基準を達成することができない.し

たがって，加害者が私的情報を持つケースでは，過失責任を用いることが望ましい18

さらに過失責任を採用するとき，懲罰的損害賠償を用いると社会的事故抑止基準は

達成できなくなる.したがって，社会的事故抑止基準を満たすために，補償的損害賠償

を採用しなければならない.懲罰的損害賠償と補償的損害賠償は次のように定義され

る.加害者行為の悪性が高い場合に，加害者に対する懲罰および一般的抑止効果を目的

として，補償的損害賠償の他に認められる損害賠償のことを懲罰的損害賠償 (punitive

dαmαges)と呼ぶ.他方，被害者の被った身体，財産その他の損失(精神的損害を含む)

を補償する額のことを補償的損害賠償 (compensαtorydαmαges)と呼ぶ.ここでは，現

実的損害賠償と同義に用いる.現実的損害賠償とは，生じた損害をすべて補償するた

めの損害賠償のことである.

1.5.2 被害者が私的情報を持つケース

被害者の事故抑止費用が私的情報となっているケースを分析する.加害者が私的情

報を持つケースと異なる点は，自然が被害者のタイプ (HタイプかLタイプ)を決める

としづ箇所だけであり，そのほかは同じモデルである.被害者がタイプLの確率をsc.

タイプHの確率を 1-scとする.タイプLの被害者は事故抑止努力をすると，事故

18寄与過失を伴う厳格責任のもとでは，社会的に事故抑止努力をすることが望ましくない被害者でさ

え事故抑止努力をしていることになる.したがって，寄与過失を伴う厳格責任は過剰抑止となる損害賠

償責任ルールであるといえる.
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抑止費用としてむを負担しなければならず，タイプHの被害者は，事故抑止努力を

すると 8H >むを負担しなければならない.

このケースにおいて，過失責任と寄与過失責任のもとでの加害者と被害者の利得は

それぞれ表1.5と表1.6のように要約できる.

(NN) (NV) (VN) 

一γ 一γ 一γ

N (-dL一αNNL， (-dL一αNNL， (一αNvL，

-dH一αNNL) ーαNvL) -dH一αNNL)

一αVNW -scαVNW -(1-sc)αvvW -scαvvW -(1-sc)αVNW 

(VV) 

一γ

(一αNvL，

ーαNvL)

-αvvW 

V (-dL -αVN(L -W)， (-dL一αVN(L-W)， (一αvv(L-W)， (一αvv(L-W)， 

-dHーαVN(L-W)) αvv(L -W)) -dHー αVN(L-W)) αvv(L -W)) 

表1.5:過失責任

行における N は，加害者が事故抑止努力をする，Vは加害者が事故抑止努力を怠

る，ということを意味する.列における (NN)は，被害者がどちらのタイプであって

も事故抑止努力をする，(NV)はLタイプの被害者のみが事故抑止努力をする，(VN) 

はHタイプの被害者のみが事故抑止努力をする，(VV)はどちらのタイプの被害者も

事故抑止努力を怠る，ということを意味している.利得表の上段は加害者の期待利得

を表す.中段はLタイプの被害者，下段は Hタイプの被害者の期待利得を表す.

加害者が私的情報を持つケースと同様に，両当事者が事故抑止努力をすることが社

会的に望ましい状況を分析する.

定義1.4(社会的事故抑止基準).被害者(加害者)が事故抑止努力をしていることを

所与として，加害者(被害者)は次の事故抑止費用を満たしているとき，事故抑止努

力をすることが社会的に望ましい:

γ三マ=(αVNー αNN)L，

8H三8=(αNV一αNN)L

(1.13) 

(1.14) 

すなわち， (1.13)と(1.14)が成立している状況を考える.最初に各損害賠償責任ルー

ルのもとでの均衡を求めその後に，それぞれの損害賠償責任ルールを比較する.
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N 

V 

(NN) (NV) (VN) (VV) 

一γーαNNW -γ -scαNNW 一γ-(1 -sc)αNNW -γ 

(-dL一αNN(L-W)う (-dLーαNN(L-W)， (-αNvL， (-αNvL， 

-dH一αNN(L-W)) ーαNvL) -dH一αNN(L-W)) ーαNvL)

一αVNW -scαVNW 一(1-sc)αVNW 。
(-h一αVN(L-W)う (-dL -αVN(L -W)， (ーαvvL， (-αvvL， 

-dH一αVN(L-W)) ーαvvL) -dH一αVN(L-W)) 一αvvL)

表1.6:寄与過失を伴う厳格責任

命題1.6.過失責任のもとで，両当事者の事故抑止費用が

γ<αVNW， 

dH三(αNV一αNN)L

を満たしているとき，そしてそのときのみ両当事者が事故抑止努力をすることがペイ

ジアン・ナッシュ均衡となる.

寄与過失を伴う厳格責任のもとで，両当事者の事故抑止費用が

γ三(αVNー αNN)W，

dH壬(αNV-αNN)L+αNNW

を満たしているとき，そしてそのときのみ両当事者が事故抑止努力をすることがペイ

ジアン・ナッシュ均衡となる.

命題1.6より，どちらの損害賠償責任ルールを用いても，各当事者は事故抑止努力

をする.さらに，命題1.5と命題1.6より，どちらの当事者が私的情報を持っていても

事故抑止努力水準の私的臨界値は同じである.

命題1.7.私的情報は各当事者の事故抑止努力水準の私的臨界値に影響しない.

したがって，被害者が私的情報を持つケースにおいても系1.1と同様の結論を得る

ことができる.
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系1.1より，過失責任を採用することによって，社会的に事故抑止努力をすること

が望ましい当事者は事故抑止努力をする.もし寄与過失を伴う厳格責任を用いるなら

ば，被害者に関しての社会的事故抑止基準を満たすことができない.したがって，どち

らの当事者が事故抑止費用について私的情報を持っても，過失責任を用いることが望

ましい.さらにどちらの損害賠償責任ルールを採用しても，懲罰的損害賠償を用いる

と，社会的事故抑止基準を達成することができない.すなわち，懲罰的損害賠償は事

故抑止費用が大きい当事者に事故抑止努力をさせるような補償形式である.したがっ

て，過剰抑止を誘発するにすぎない.

1.6 おわりに

本章では，損害賠償責任ルールの伝統的な分析の紹介をしてきた. Brown (1973)は

加害者と被害者が同時に事故抑止努力水準を選択し，それぞれの事故抑止努力水準が

事故発生確率に対してどのくらい寄与したかをお互いに知っているモデ、ルを取り扱っ

た.結果として，過失責任と寄与過失を伴う厳格責任のどちらの損害賠償責任ルール

でも，各当事者は社会的に最適な事故抑止努力水準を選択する.

Shavell (1983)は各当事者が逐次的に事故抑止努力水準に関する決定を行い，加害者

が先に行動するモデルと被害者が先に行動するモデ、ルを分析した.このとき，後手番

者は先手番者の行動を観察することができる.Shavell (1983)のモデルでは，事故抑止

努力をすると，事故の発生確率が Oになる可能性を含めている.したがって，どちら

のモデルにおいても，損害賠償責任ルールに依存して，先手番者は事故抑止を怠る可

能性があるというよく知られた先手番者優位 (firstmoverαdvantαge)がみられる.し

かし，事故抑止努力をするときに事故発生確率が Oにならないと仮定すると， Shavell 

のモデルにおいて，どちらのケースにおいても過失責任と寄与過失を伴う厳格責任の

もとで，両当事者とも事故抑止努力をするという結論を導くことができる.また，こ

の様な仮定の下では，どちらの当事者が先に行動するかに関する重要性はなくなる.

熊谷 (2000)では，加害者が事故抑止努力費用に関して私的情報を持つケースと被害

者が事故抑止努力費用に関して私的情報を持つケースを分析した.この論文では，各

当事者は事故発生確率への寄与度がわからないので，事故発生確率は各当事者が選択

した行動に依存するという同時確率となる.不完全・不完備情報モデ、ルであり，事故

27 



発生確率が同時確率なので， Shavell (1983)とは異なり，どちらの当事者が先に行動す

るかということは重要ではない.このモデルにおいて，過失責任と寄与過失を伴う厳

格責任のどちらの損害賠償責任ルールを用いても，両当事者ともに事故抑止努力をす

ることが均衡としてサポートされる.また，どちらの損害賠償責任ルールが望ましい

かに関して，事故抑止努力をするか否かを基準にするのではなく，事故抑止努力をす

ることが社会的に望ましい当事者の事故抑止費用の臨界値を用いて，望ましい損害賠

償責任ノレールを考えた.このとき，どちらの当事者が私的情報を持っていても，過失

責任の方が寄与過失を伴う厳格責任よりも望ましいことがわかった.

そのほかの論文についても，過失責任と寄与過失を伴う厳格責任のどちらも望まし

い損害賠償責任ルール，あるいは過失責任が望ましい損害賠償責任ルールであった.

現実的には，例えば製造物責任法は過失責任ではなく寄与過失を伴う厳格責任である.

これは，製品事故については，加害者が被害者よりもたくさんの情報を持っているた

め，被害者を保護することを目的として制定された.しかし，この法律を制定するこ

とで，加害者により事故抑止努力をさせることも主な目的となっている.したがって，

これまでの研究では製造物責任法などで用いられている寄与過失を伴う厳格責任に関

して，何も説明できることはない.過去の研究においては，訴訟や和解の問題はいっ

さい考慮されていない.現実的には，この様な問題が生じると和解，あるいは裁判所

で解決される.したがって，過去の研究では現実問題をうまくとらえきれていないこ

とになる.

次章では，和解や訴訟を明示的に考慮し，過失責任よりも寄与過失を伴う厳格責任

の方が望ましいことを示す.

1.7 補論

命題 1.3の笹明.過失責任のもとで， 事故が発生したとき，加害者は事故抑止努力を

していれば，損害に対する責任を回避できる.

両当事者が事故抑止努力をすることが最適な状況を考えているので， γ+α~(ð + 

α~L)< γ+α5α5L が成立する.それゆえに， d+α5L<αFLが成立しており，被害

者は事故抑止努力をすることが最適となる.また， γ+α~(ð+ α~L)< γ+α5α5L<

αCα5Lが成立していなければならないので， γ<αCαFLとなる.加害者は事故抑止
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努力をするとき，負担すべき費用は γであるが，事故抑止努力を怠るならば，被害者

は事故抑止努力を怠るインセンティプを持つので， αCα予Lを負担しなければならな

い.したがって，加害者は事故抑止努力をすることが最適となる.

寄与過失を伴う厳格責任のもとで，事故が発生したとき，被害者は事故抑止努力を

していれば，加害者は被害者が被った損害を負担しなければならない.

加害者が事故抑止努力をしていることを所与とすると，被害者が事故抑止努力をす

るならば，被害者の費用は 6のみであるが，もし被害者が事故抑止努力を怠るなら

ば，期待費用は α~L となる.両当事者が事故抑止努力をすることが最適となる状況

を考えているので， γ+α~(<5 +α~L)< γ+α5α5L が成立している.したがって，

<5+αZL<α~L となるので，被害者は事故抑止努力をすることが最適となる.他方，た

とえ γ+α~(<5 +α~L) が最小の社会的期待総費用だとしても， γ+α5αZL>αCα~L

となるケースが存在する.すなわち，もし α5=Oならば，加害者は事故抑止努力を

怠ることが最適となる.したがって，加害者が事故抑止努力を怠る可能性がある. . 

命題 1.4の証明.過失責任のもとで，事故が発生したとき，加害者は事故抑止努力を

していれば，損害に対する責任を回避できる.

両当事者が事故抑止努力をすることが最適である状況を考えているので， <5 +α~(γ+ 

α~L) < <5 +α5αCL<α5αCLとなる.これはγ+α5L<αCLを意味している.加

害者が事故抑止努力をするならば事故抑止費用 γを負担しなければならないが，事故

抑止努力を怠るならば， α~L を負担しなければならない.したがって，被害者が事故

抑止努力をしていることを所与として，加害者は事故抑止努力をすることが最適とな

る.加害者が事故抑止努力をしていることを所与として，もし被害者が事故抑止努力

をするならば<5 +α忠α~L を負担する必要がある.もし被害者が事故抑止努力を怠る

ならば， αFα~L を負担する必要がある.しかし，もし α5=O となるならば，被害者

は常に事故抑止努力を怠ることが最適となる.したがって，過失責任のもとでは，被

害者が事故抑止努力をしない可能性がある.

寄与過失を伴う厳格責任のもとで，事故が発生したとき，被害者は事故抑止努力を

していれば，損害を負担する必要がない.

たとえ加害者が事故抑止努力を怠っていても，被害者が事故抑止努力を怠っている

ならば，加害者は損害を補償する必要がないので，このときの被害者の期待費用は
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αCαFLとなる.もし被害者が事故抑止努力をしていれば，加害者が損害を負担しな

ければならない.したがって，加害者が事故抑止努力をしているとき，加害者の期

待費用は γ+α5Lとなる.加害者が事故抑止努力をしていないならば，期待費用は

α~L となる.今両当事者が事故抑止努力をすることが最適な状況を考えているので，

8+α忠(γ+αKrL)< 8 +α5α~L となる.したがって， γ+α5L<α~L が成立す

る.また，同様に 8+α~(γ+αKrL)< α忠αCL<αFα~L が成立する.したがって，

8<α5α~L が成立しなければならない.それゆえに，寄与過失を伴う厳格責任のもと

で，両当事者は事故抑止努力をする.

命題 1.5の置明.過失責任のもとで，加害者は事故抑止努力をしているならば，被害

者の被った損害額の負担を回避することができる.被害者が事故抑止努力をしているこ

とを所与として，加害者が事故抑止努力をするならば，加害者の費用は悦， i ε{L，H} 

である.加害者が事故抑止努力を怠るならば，加害者の期待費用はαVNWである.他

方，被害者が事故抑止努力を怠ることを所与として，加害者が事故抑止努力をするな

らば，加害者の費用は初である.加害者が事故抑止努力を怠るならば，加害者の期

待費用は αvvWである.事故発生確率に関する仮定より， αVNW<αvvW. また，

γL<γHなので， γH:SαVNWのとき，そしてそのときのみタイプHの加害者も事故

抑止努力をする.

どちらのタイプの加害者も事故抑止努力をしていることを所与として，被害者が事

故抑止努力をするならば，被害者の期待費用は 8+αNNLであり，被害者が事故抑止

努力を怠るならば， αNvLである.したがって，被害者は 6壬(αNV一αNN)Lのとき，

そしてそのときのみ事故抑止努力をする.

寄与過失を伴う厳格責任のもとで，被害者は事故抑止努力をしているならば，加害

者は損害を負担しなければならない.被害者が事故抑止努力をしていることを所与と

して，加害者が事故抑止努力をするならば，加害者の期待費用は明 +αNNWである.

加害者が事故抑止努力を怠るならば，加害者の期待費用は αVNWである.事故発生

確率と事故抑止費用に関する仮定により， γH:s (αVN一αNN)Wのとき，そしてその

ときのみ加害者は事故抑止努力をする.

加害者が事故抑止努力をしていることを所与として，被害者が事故抑止努力をするな

らば，被害者の期待利得は-8-αNN(L-W)であり，被害者が事故抑止努力を怠るなら
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ば，被害者の利得は一αNvLである.したがって，被害者はd~ (αNV一αNN)L+αNNW

のとき， そし てそ のと きのみ事故抑止努力をする.

命題 1.6の証明.過失責任のもとで，加害者は事故抑止努力をするならば，損害の負

担を回避することができる.被害者が事故抑止努力をしていることを所与として，加

害者が事故抑止努力をするならば，加害者の費用はγである.加害者が事故抑止努力

を怠るならば，加害者の期待費用は αVNWである.したがって， γ三αVNWのとき，

そしてそのときのみ加害者は事故抑止努力をする.

加害者が事故抑止努力をしていることを所与として，被害者が事故抑止努力をするな

らば，被害者の期待費用はぬ+αNNL，i ε{L，H}である.被害者が事故抑止努力を怠

るならば，被害者の期待費用はαNvLである.仮定dL< dHより ，dH ~ (αNVーαNN)L

のとき，そしてそのときにのみ被害者はどちらのタイプであっても事故抑止努力をする.

寄与過失を伴う厳格責任のもとで，被害者は事故抑止努力をするならば，加害者は

被害者の被った損害額を負担しなければならない.どちらのタイプの被害者も事故抑

止努力をしていることを所与として，加害者が事故抑止努力をするならば，加害者の

期待費用はγ+αNNWである.加害者が事故抑止努力を怠るならば，加害者の期待費

用はαVNWである.したがって，加害者はγ三(αVN一αNN)Wのとき，そしてその

ときのみ事故抑止努力をする.

加害者が事故抑止努力をしていることを所与として，被害者が事故抑止努力をす

るならば，被害者の期待費用はぬ +αNN(L-W)である.被害者が事故抑止努力を

怠るならば，被害者の期待費用はん +αNNLである.仮定より ，dL < dHなので，

dH壬(αNV一αNN)L+αNNWのとき，そしてそのときのみ被害者は事故抑止努力を

す る.
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第2章 不完全観測の下での製品欠陥事故に

対する望ましい損害賠償責任ルール

2.1 はじめに

製品事故において，加害者と被害者の聞に情報の非対称性が存在する.このため，被

害者はしばしば事故の原因を立証できない1 過失責任のもとで，被害者は (1)損害の

発生， (2)加害者の過失，および (3)過失と損害の因果関係のすべてを証明しなければ

ならず，厳しい立証義務を負うことになる.それゆえに，被害者の厳しい立証義務の

軽減と，被害者の保護という観点から，損害賠償責任ルールを過失責任から厳格責任

ベースのルールに移行することが望ましいと考えられるようになってきた.厳格責任

ベースのルールのもとでは， (1)損害の発生， (2)製品の欠陥，および (3)欠陥と損害の

因果関係を証明できれば，加害者に損害賠償責任が生じることになる.すなわち，加

害者の過失を証明する代わりに，製品の欠陥を証明できればよいことになった.この

損害賠償責任ルールの移行はここ十年で増加している.実際にヨーロッパ， 日本，そ

してその他の国々では損害賠償責任ルールを過失責任から厳格責任ベースのルールに

移行してきた.

本章では，不完全観測を伴う製品欠陥のモデ、ルを分析し， 2つの損害賠償責任ルール

を比較する. 2つの損害賠償責任ルールは過失責任 (Negligence rule)と寄与過失を伴

う厳格責任 (StrictLiαbility with Contributory Negligence)を考える.ここでは， (潜

在的な)加害者を企業， (潜在的な)被害者を消費者としてみなす.そして，企業と消費

者に事故抑止努力をさせるためには，どちらの損害賠償責任ルールを採用すればよい

のかということを調べる.

不完全観測を伴うゲームの構造は2つのステージから構成されている.最初のステー

ジは事故抑止努力選択ステージと呼ばれ，企業が製品を生産するとき，事故の発生を

1例えば，被害者は製品の製造工程やその技術水準を知らないために，事故の原因を立証することが

できない.
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減少させる事故抑止努力をするか否かを決定する.そして，消費者は企業が選択した

行動を知ることなく製品を購入し，事故抑止努力するか否かを決定する.もし事故が

発生しないならば，ゲームは終了する.もし事故が発生するならば，ゲームは次のス

テージに進む.

次のステージは訴訟ステージと呼ばれる.このステージにおいて，まず消費者は事

故現場からある証拠を見つける.この証拠をシグナル (signal)と呼ぶことにする.こ

のシグ、ナルは，企業の事故抑止努力行動と相闘がある.企業が事故抑止努力を怠ると

き，企業が事故抑止努力を怠っているというシグ、ナルが生じる.しかし，企業が事故

抑止努力をするとき，企業は事故抑止努力をしたというシグ、ナルだ、けではなく，事故

抑止努力を怠ったという誤ったシグ、ナルが生じる.消費者は 2つのシグナルのうち 1

つだけを観察する.したがって，消費者は企業の事故抑止努力に関する行動を完全に

は推測できない.この状況を不完全観測と呼ぶ.

消費者はシグナルを観察した後に企業を告訴する.企業は消費者に告訴されると，

裁判外で和解を提案する機会が与えられる.和解提案は 1回限り (tαke-it-or-leαve-it

offer)なされ，和解額は外生的に与えられると仮定する.消費者は企業からの和解提案

を受け入れるか拒否するかを選択することができ，自分の観察したシグ、ナルに基づい

て行われる.もし和解が成立せず，法廷審理に進んだ場合，企業は勝訴しでも敗訴し

ても評判を下げる2 他方，和解が成立すると企業の評判は下がらない.法廷では，ど

ちらの当事者が損害を負担するのかを決定するとき，損害賠償責任ルールにしたがっ

て判決を下す.すなわち，損害賠償責任ルールは，法廷審理に進んだ場合に，各当事

者の事故前の行動に基づいて，どちらの当事者が損害を負担するのかを決定するルー

ルである.よって，損害賠償責任ルールは各当事者の事故発生前の事故抑止努力行動

に影響を与える.本章では，裁判所は完全な能力を持っており，法廷審理では誤審す

ることなしに損害賠償責任ルールを執行する.つまり，法廷審理に進んだ場合，裁判

所は完全に各当事者の行動を観測することができる.

本章の特徴としては，次の 2つが挙げられる. 1つは，消費者がシグナルを不完全

に観測することである.誤ったシグ、ナルが生じる可能性が十分小さいとしても，完全

観測の場合と閉じ結果を得ることができない.もう 1つは，訴訟プロセスを考慮に入

2和解交渉が成立するとき，新聞やニュース等のメディアであまり報道されないが，訴訟で解決される

と，メディアに情報が流れる.あるいは，和解が成立すると好意的にみられるかもしれない.もし法廷

審理まで進むならば，勝訴しでも本当に欠陥があったのかもしれないと認識される可能性がある.
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れ，事故発生前の各当事者の行動を分析していることである.訴訟プロセスを明示的

に考慮することによって，和解額と判決額が各当事者の事故発生前の行動にどのよう

な影響を与えるかを考えることができる.私の知る限り，この分野において，このよ

うな設定でほとんど研究がなされていない.

本章では，企業のコストパラメータの観点から，どちらの損害賠償責任ルールが望

ましいかを調べる.企業と消費者の事故抑止費用を比較すると，企業の方が非常に大

きくなるので，特に企業が事故抑止努力をするか否かが重要となるためである.また，

消費者が事故抑止努力を怠り事故が発生しても，その消費者にのみ損害が生じるが，企

業が事故抑止努力を怠り事故が発生すると，多くの消費者に損害を与え，被害が大き

くなると予想できるためである.

潜在的な加害者である企業は，同じ事故抑止努力水準を実行するとしても各企業ご

とに事故抑止費用の大きさが異なる可能性がある.この論文では，事故抑止費用はあ

る範囲に連続的に分布していると考える.そして，均衡において，企業が事故抑止努

力をするコストパラメータの臨界値が高い損害賠償責任ルールを望ましい損害賠償責

任ル}ルとして考える3

本章の主な結果は次のものである.不完全観測の状況の下では，寄与過失を伴う厳

格責任が望ましい損害賠償責任ルールとなることが明らかとなる.シグ、ナルが企業の

行動を完全に伝達するとき，完全観測の状況と呼び，完全観測の状況をベンチマーク

として分析する4 不完全観測の状況の下では，過失責任の方が望ましいノレールとなる.

それゆえに，損害賠償責任ルールの移行は企業に事故抑止努力をさせるために，有効

に作用する.そして，この移行は不完全観測が 1つの要因であると解釈できる.

懲罰的損害賠償 (punitivedαmαges)を含む判決額と和解額の両方の増加の効果につ

いても明らかにする.判決額と和解額の増加は事故発生前の企業と消費者の行動に影

響を与える.過失責任に関して，不完全観測の状況と完全観測の状況の下で，これら

の増加の効果は企業に異なる影響を与える.完全観測の状況の下で，判決額を増加さ

せると，企業が事故抑止努力をするインセンティブは強まり，和解額を増加させると，

3これは，一国に様々なコストパラメータを持つ企業が存在しているケースにも適用できる.このと

き，高い臨界値を持つ損害賠償責任ルールは，多くの企業が事故抑止努力をすることを意味する.

4もし製品の構造が単純ならば，消費者は企業の過失を容易に立証できる.このケースは，完全観測

のケースとして考えられる.しかし，複雑な構造を持つ製品については，消費者は企業の過失を立証す

ることは困難である.このとき，不完全観測として考えられる.製品の構造は年々複雑になってきてい

る.これが完全観測のケースをベンチマークとしてみなす理由である.
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事故抑止努力をするインセンティブは弱まることが明らかになる.一方，不完全観測

の状況の下で，判決額を増加させても，企業が事故抑止努力をするインセンティプに

影響を与えず，和解額を増加させるときにのみ事故抑止努力をするインセンティブが

強まることが明らかになる.寄与過失を伴う厳格責任に関しては，両方の観測の下で，

これらの増加は企業に同じ効果を与える.判決額を増加させると，企業は事故抑止努

力をするインセンティプを強めることが明らかになる.そして，和解額を増加させる

と，企業のインセンティプには影響を与えない.

約 30年間，損害賠償責任ルールの大部分の文献において，多くの経済学者と法学者

は，損害賠償責任ルールの分析と訴訟プロセスの分析を別々に考えてきた.前者につ

いては，加害者と被害者が社会的に最適な事故抑止努力水準を選択するという観点か

ら，損害賠償責任ルールの比較分析を行ってきた.後者については，選択された事故

抑止努力水準を所与として，訴訟プロセスについての詳細な分析を行ってきた.本章

では，この 2つの側面を同時に分析することを試みる.

損害賠償責任ルールの比較分析は新しいものではない.Brown (1973)は初めて損害

賠償責任ルールのフォーマルなモデ、ルを導入した.Brown (1973)のモデルでは，被害

者と加害者が同時に事故抑止努力水準を決定し，社会的に最適な事故抑止努力水準と

私的事故抑止努力水準が一致するルールを望ましい損害賠償責任ルールと定義してい

る.Brown (1973)とShavell(1983)は過失責任と寄与過失を伴う厳格責任ともに望ま

しい損害賠償責任ルールであると結論付けた5 Brown (1973)とShavell(1983)は事

故発生前の事故抑止努力水準の選択に着目し，事故が発生すると必ず訴訟が生じ，被

害者が勝訴すると，損害額は必ず全額補償される状況を考えている.

いくつかの論文は，どのような判決額の下で社会的に最適な事故抑止努力水準を達

成できるかを分析している. Polinsky and Rubinfeld (1988)は裁判における結果を分

析している.彼らは，過失責任のもとで判決額を正の方向に調整することによって，加

害者は社会的に最適な事故抑止努力水準を選択すると結論付けた.本章では，過失責

任の下で，判決額を正の方向に調整しても，不完全観測の状況の下では，まったく効

果がないことを明らかにしている.Endres and Ludeke (1998)は製造物責任法の経済

モデルを分析している.判決額が大きい場合，企業は社会的に最適な事故抑止努力水

5ただし， Shavell (1983)において，事故の発生確率pが0にならないという仮定をおくことによって

この結論を得ることができる.もし事故の発生確率が Oならば必ずしもこの結論を導くことはできない.
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準を一意に選択し，判決額が小さい場合，企業は事故抑止努力をしないという結論を

導いている.本章では，判決額が Oに近づいたとしても，事故抑止努力をする均衡が

存在するということを示す.

訴訟と和解のプロセスに着目した分析については， P'ng (1983ぅ1987)，Bebchuk (1984)， 

Reinganum and Wild (1986)， Nalebuff (1987)ぅSchwizer(1989)らが詳細に分析してい

る.彼らのモデ、ルでは，事故発生前の当事者の行動，つまり選択された事故抑止努力水

準を所与として，当事者はそれを選択できない状況を考えている.被告が告訴された後，

ある当事者が和解を提案し，もう一方がそれを受け入れるか拒否するかを決定する.も

し当事者が和解提案を受け入れれば，和解が成立し，拒否すれば法廷審理に進む6 こ

れらのモデルは，被告が和解を提案する (P'ng(1983， 1987)ぅSchweizer(1989))か原告

が和解を提案するか (Bebchuk(1984)， Reinganum and Wild (1986)， Nalebuff (1987)) 

によって区別される.さらに，和解条件が外生的に与えられる (P'ng(1983))か，内

生的に与えられる (P'ng(1987)， Bebchuk (1984)う Reinganumand Wild (1986)， Nale-

buff (1987)， Schweizer (1989))かによって区別できる.これらのモデ、ルは均衡和解額，

均衡和解確率を導出し，比較静学を行っている.

本章の構成は次の通りである.第2節では，訴訟プロセスを考慮した製品欠陥によ

る事故のモデルを構築する.第 3節では，ベンチマークとして，完全観測の状況を分

析する.第4節では，不完全観測の状況を分析し，第5節で結論を述べる.

2.2 モデル

本章では， 2つの損害賠償責任ルールを比較するために，訴訟プロセスを伴う製品

欠陥による事故のモデ、ルを分析する.まず，加害者と被害者が訴訟プロセスを考慮す

るとき，どのような選択問題に直面するかを考えるためにモデルを構築する.過失責

任，寄与過失を伴う厳格責任，そして社会的事故抑止基準については第 1章2節で記

述しているので，本章では省略する.次に，各当事者の戦略と均衡を定義する.

6P'ng (1983， 1987)， Bebchuk (1984)， Na!ebuff (1987)については，法廷審理に進むか訴訟を取り下

げるかという選択を原告が決定することも考える.
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2.2.1 ゲームの構造

2人の当事者がゲームをプレイする.(潜在的な)加害者として企業， (潜在的な)被害

者として消費者を考える.企業が最初に行動を決定する.企業は αFε AF= {N， V} 

を選択する.Nは事故抑止努力をする，Vは事故抑止努力を怠る，ということを意味

する.事故抑止努力をしている例としては， (1)製品のマニュアルに警告，使用上の注

意などを詳細に記述する， (2)食品工場は，常に工場内を清潔に保つ， (3)ファースト

フード庖は，飲み物を熱くしすぎないように温度調整をする，などである.もし企業

が事故抑止努力をするならば，事故抑止費用 γ>0を負担しなければならない.

一方，消費者が実際にその製品を購入するかどうかを明示的に調べる必要がある.し

かし本章では，消費者はその製品を購入すると仮定する.つまり，消費者がその製品

を購入した後に発生する事故に関心を寄せている.

次に消費者が行動を決定する.消費者は，事故発生前に αcε Ac= {N， V}を選択

する.Nは事故抑止努力をする，Vは事故抑止努力を怠ることを意味する.例えば，事

故抑止努力をするとは (1)消費者は詳細にその製品のマニュアルを読み，それに従う，

(2)冷蔵庫に牛乳をしまう， (3)賞味期限の過ぎた食品を食べない，などである.もし

消費者が事故抑止努力をするならば，事故抑止費用 8>0を負担しなければならない.

もし事故が生じないならば，ゲームは終了する.もし事故が生じるならば，ゲーム

は次のステージに進む.事故の発生確率は両当事者の行動に依存し， αtJで示される.

ただし zε{N，V}は加害者の， Jε {NうV}は被害者の選択した事故抑止努力を表

す.この論文を通して，次の 2つの大小関係が成立すると仮定する:

αN N  <αVN  <αVV 

αN N  <αNV  <αVV. 

相手の行動を所与として，各当事者が事故抑止努力を怠ったときより事故抑止努力を

したときの方が事故の発生確率は減少する.αNVとαVNの問には何ら仮定を置かな

い.事故が生じると，消費者は損害額Lを被る.損害額は，各当事者の事故抑止努力

行動と独立であると仮定する.両当事者はこの Lの大きさを知っていると仮定する.

事故発生後，消費者は金業によって選択された事故抑止努力行動を示すある証拠

ωεn={η，v}を発見する.η は企業が事故抑止努力をしたというシグ、ナルを表し v

は企業が事故抑止努力を怠ったというシグ、ナルを表す.この証拠をシグ、ナルと呼ぶこ
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とにする7 もし企業が事故抑止努力を怠るならば，シグ、ナルりのみが生じる.他方，

企業が事故抑止努力をするならば，確率 1-ε でシグ、ナル η が生じ，それに対して，確

率εでシグ、ナルUが生じる.消費者は2つのシグ、ナルのうち 1つを観察する.したがっ

て，消費者がシグ、ナルりを観察するとき，企業が実際に事故抑止努力をしたのか事故

抑止努力を怠ったのかを消費者は正確に推測できない.

シグ、ナルが生じた後，消費者は企業を告訴する.企業は固定された和解額 8>0を

消費者に提案する機会を得る.ただし，和解交渉は 1回限り (tαkeイt-or-leα開 -itoffer) 

とする.企業は事故前に選択した行動に関係なく常に一定額和解額を提案すると仮定

する.この仮定は，もし和解額が企業の行動に依存するならば，企業の行動について

消費者が追加的に情報を得ることができるということを避けるためである.

法廷審理に進む場合，企業が訴訟に勝っても負けても本質的に企業に費用が発生す

る.すなわち，もし消費者が法廷審理に進む事を決定すると，企業は C>Oの費用を

負担しなければならない.cの1つの解釈として，消費者に告訴されたという事実が企

業の評判を損ない， (将来)利潤を損失していると考えることができる.ここで， c> 8 

とする.すなわち，評判費用は非常に大きいと仮定する8 これは，和解のステージで，

企業が自発的に和解を提案するということを意味する.告訴された後に和解額を提案

するか否かという選択肢を入れても，この仮定の下では，企業は和解額を提案するこ

とが強支配戦略となる.

企業から和解額が提案されると，消費者は和解提案を受諾するか拒否するかを決定

する.つまり，消費者は αScεAsc= {A， R}を選択する.ただし，Aは消費者が企

業の和解提案を受諾する，Rは企業の和解提案を拒否する，すなわち法廷審理に進む

ということを示す.もし消費者が企業の和解提案を受諾するならば，消費者は和解額

Sを受け取る.もし消費者が企業の和解提案を拒否するならば，法廷審理に進む.こ

こで，裁判所は法廷で判決を下すとき，企業と消費者の事故抑止努力を正しく判断で

きるという意味で，全能であると仮定する9 裁判所は，損害賠償責任ルールに基づい

7消費者は一度，事故抑止努力行動を選択すると，事故が発生しでもしなくてもその後は行動を変え

ることができない.それゆえに，たとえ消費者は，事故が生じる前にシグナルを観察しでも，事故が生

じた後にシグナルを観察するときと同じ分析をすることができる.

8実際に告訴され敗訴した企業が倒産に追い込まれるというケースがある.これは，評判費用 Cが非

常に大きいことを意味する.

953IJの解釈をすると，証拠が完全にそろっており，裁判官は誤審をすることなく判決を下すことができ

ると解釈できる.ただし，このモデルにおいて，たとえ裁判の判決に対して誤審があったとしても結果

に影響はない.
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て判決を下す.もし消費者が法廷審理に進み，勝訴するならば，判決額w>uを得る

ことができる.判決額は外生的に決定される.両当事者は判決額の大きさを知ってい

ると仮定する.さらに，w-sは正，L -S(S -L)は正(負)になると仮定する.分

析を単純にするために，消費者は費用をかけずに告訴でき，企業は評判が下落すると

きに伴う費用以外の訴訟費用(例えば，法廷審理に進むときの費用や弁護士費用)はか

からないと仮定する10

手番と情報の到達のタイミングは図 2.1で要約される.

企業 事故 消費者

AF = {N， V} αij Asc = {A， R} 

消費者 自然 結果

Ac={NうV} o={η，v} 

図 2.1:タイミング

次に，このゲームにおける企業の費用と消費者の利得を示す.最初に事故が発生しな

い状況の利得から考える.もし企業が事故抑止努力をするならば，企業の費用は，一γ

である.もし企業が事故抑止努力を怠るならば，企業の費用は Oである.他方，もし

消費者が事故抑止努力をするならば，消費者の利得は -8であり，消費者が事故抑止

努力を怠るならば，消費者の利得は Oである.

次に，事故が発生したことを所与として，企業の費用と消費者の利得を示す.企業

の費用は次のようになる.

c+ρ(αF)γ ifαSc = R，かつ企業が勝訴する，

UF(Z) = < (w + C) + p(αF)γifαSc =R，かつ企業が敗訴する，

S+ρ(αF)γ ifαSc = A， 

ただし，UF(Z)はzに依存した企業の費用関数，Z = {αF，aC，αij，W，αSc}は終節 (ter-

minal nodes)を表す.また， ρ(・)はρ(N)= 1，ρ(V) = uとなるような関数である.消

10たとえ訴訟費用がかかったとしても，その費用があまりにも大きくならない限り，費用がかからない

ケースと同様の分析ができる.
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費者の利得は次のようになる.

W-L-ρ(αc)S ifαSo =R，かつ消費者が勝訴するう

uc(z) = < -L-ρ(αC)S ifαSo =R，かっ消費者が敗訴するう

S-Lー ρ(αC)S ifαSo =A. 

ただし，uc(z)はzに依存する消費者の利得関数である.法廷審理で，どちらの当事

者が勝訴するかは損害賠償責任ルールに依存する.

2.2.2 戦略と均衡

本章では，両当事者が事故抑止努力をするという純粋戦略が均衡として成立するか

どうかにのみ関心を寄せ，その均衡戦略の特徴づけを行う.

企業の戦略集合は AFである.つまり，第 1ステージで，事故抑止努力をするか否

かを決定する.

消費者の戦略プロファイルの集合は事故抑止努力行動の集合 Acと和解ステージに

おける選択の集合Asoの組み合わせとなる.ただ、し，和解ステージにおける選択は事

故抑止努力行動とシグ、ナルに依存して決まるので，消費者の戦略集合は AcX (ASo)4 

となる.例えば， σc= {N，R，A，R，A}という戦略を考える.ただし，この記法は純

粋戦略にのみ注目しているためである.消費者が事故抑止努力選択ステージにおいて，

事故抑止努力をする. 2番目の要素は，消費者が事故抑止努力をし，シグ、ナル η を観

察するときに消費者が法廷審理に進むことを意味する. 3番目の要素は，消費者が事

故抑止努力をし，シグ、ナルりを観察するときに消費者が和解を受諾することを意味す

る. 4番目の要素は，消費者が事故抑止努力を怠り，シグナル η を観察するときに消

費者が法廷審理に進むことを意味する. 5番目の要素は，消費者が事故抑止努力を怠

り，シグ、ナル U を観察するときに消費者が和解を受諾することを意味する.

解概念は逐次均衡 (sequentialequilibr叩 m)を採用する11 ただし，本章では企業と

消費者が確実に事故抑止努力をするという逐次均衡にのみ興味があるので，逐次均衡

11詳細は， Kreps and Wilson(1982)を参照せよ.
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を表現するとき予想 (belief)は省略して記述することにする12

2.3 完全観測

この節では上のモデ、ルを分析する前に，ベンチマークとして，完全観測の状況(ε=0) 

を分析する13 この状況においては，企業が事故抑止努力をするとき，消費者は確実

にシグナル η を観察する.他方，企業が事故抑止努力を怠るとき，消費者は確実にシ

グ、ナル U を観察する.

各当事者が事故抑止努力をするという均衡がどのような条件の下で存在するかを調

べる.ここでは，解概念として部分ゲーム完全均衡 (subgαmeperfect equilibrium)を

採用する.これは，消費者が企業の行動を完全に推測できるので，本質的に後ろ向き帰

納法 (bαckwαrdinduction)を使って，均衡戦略を見つけ出すことができるからである.

まず，過失責任について分析し，次に寄与過失を伴う厳格責任について分析する.

2.3.1 過失責任

直観的に言うと，企業の事故抑止費用 γと消費者の事故抑止費用 6がそれほど大き

くないときにのみ，各当事者が事故抑止努力をするという部分ゲーム完全均衡が存在

する.次の結果はこの γと6の範囲について完全な特徴を与える.

命題 2.1.各当事者が事故抑止努力をする部分ゲーム完全均衡が存在するということ

と，次の式が成立するということは同値である.

γ三αVN(W+c)-αNNS， 

6三(αNV一αNN)(L-S) 

(2.1) 

(2.2) 

この部分ゲーム完全均衡において，消費者の戦略は σc= {N，A，R，A，R}である.

なお，厳密な不等号で (2.1)，(2.2)が満たされるケースでは，命題 2.1の部分ゲーム

完全均衡は一意である.

12もし予想を正確に記述するならば，それぞれ次のようになる.

μ(N，n) =1， μ(N，v) = 0， 

μ(V，n) = 0， μ(V， v) = 1. 

μ(・，・)消費者の予想であり，ベイズルールに従う.
13企業の行動に関するノイズが存在しないので，消費者がそれぞれのシグナルを得たとき，実際に企

業が選択した行動が事後的正しく推測できる.
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消費者が企業の行動を完全に推測できるという状況において，判決額と和解額がそ

れぞれ増加するとき，過失責任の下での企業と消費者の事故抑止努力の選択にどのよ

うな効果があるのかを調べる.そして，直観的な解釈を与える.

判決額が増加すると， (2.1)と(2.2)から，企業の事故抑止努力行動の選択に関して

のみ効果があり，消費者には効果がない事がわかる.直観的な解釈は次のように与え

られる.高い判決額が出されると，企業が事故抑止努力を怠ったときの期待費用が高く

なる.それゆえに，高い判決額は，企業に事故抑止努力をさせるインセンティブを引き

出す有効な政策として利用できる.この結果は Polinskyand Rubinfeld (1988)と同じ

結果である.本章では，彼らのモデルより訴訟プロセスを少しだけ複雑にしているが，

判決額を調整するという意味で同じ分析をしている. Polinsky and Rubinfeld (1988) 

は判決額を正の方向に調整することによって，加害者は過失責任の下で事故抑止努力

をするより強いインセンティプを持っと結論付ける.特に，W>Lが実現する状況は

懲罰的損害賠償と呼ばれ，完全観測の状況における過失責任の下では，懲罰的損害賠

償は有効に作用する14 一方で，消費者は判決額に影響されずに企業の和解提案を受

諾することが最適となる.なぜならば，過失責任の下で，企業が事故抑止努力をする

とき，消費者は企業の和解提案を拒否しても必ず敗訴するからである.企業が事故抑

止努力をしていることを所与とすると， (2.2)が満たされているならば，消費者は事故

抑止努力をすることにより利得を最大にすることができる.

判決額の増加の効果とは逆に，和解額の増加によって，両当事者が事故抑止努力を

するインセンティブは弱まる.まず企業に関して直観的な解釈を与える.和解額が増

加することによって，企業が事故抑止努力をするときと事故抑止努力を怠るときの期

待費用の差が小さくなる.したがって，和解額の増加は企業に事故抑止努力を選択さ

せるインセンティブを弱めることになる.他方，消費者については，和解額の増加は

和解額が損害額に近づくことを意味する.つまり，和解を受け入れることにより，補

償される額が大きくなる.したがって，消費者の事故抑止努力をするインセンティブ

は弱まる.

14W < Lのときでも，W>Lのときでも判決額を増加するとき，企業に与える影響は同じである.

つまり，懲罰的損害賠償は，企業に事故抑止努力を選択させる有効な手段である.
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2.3.2 寄与過失を伴う厳格責任

次の命題は寄与過失を伴う厳格責任の下で，各当事者が事故抑止努力をすることが

部分ゲーム完全均衡になる γとdの範囲を明らかにする.

命題 2.2.

γ三(αVN一αNN)(W+ c)う

6三αNN(W-L)-αNV(S -L) 

(2.3) 

(2.4) 

が成立するとき，そしてそのときにのみ各当事者が事故抑止努力をする部分ゲーム完

全均衡が存在する.

部分ゲーム完全均衡において，消費者の戦略はσc= {N，R，R，A，A}である.

(2.3)と(2.4)が厳密な不等号で成立するとき，命題2.2の部分ゲーム完全均衡は一

意である.

過失責任と同様に，寄与過失を伴う厳格責任の下で，判決額と和解額が増加すると

きの両当事者の事故抑止努力をする効果を調べ，直観的な解釈を与える.そして，事

故抑止努力をするインセンティプということに焦点を当てて， 2つの損害賠償責任ルー

ルの比較をする.

(2.3)と(2.4)より，判決額の増加は両当事者が事故抑止努力をするインセンティブ

に正の影響を与える.企業に関する直観的な理由は過失責任と同じである.消費者に

関しては，寄与過失を伴う厳格責任のもとで消費者が事故抑止努力をすると企業が損

失を補償するので，消費者が事故抑止努力をするときの費用が相対的に低くなる.そ

れゆえに，判決額の増加は，両当事者が事故抑止努力をするインセンティブを強める.

他方，和解額の増加は，企業に対しては影響しないが，消費者に対して負のインセ

ンティプを与える.消費者が事故抑止努力をするとき，常に受諾する.したがって，企

業が事故抑止努力をするインセンティブは和解額の増加に影響されない.消費者に関

しては，和解額が増加することで，事故抑止努力を怠るときの期待利得と事故抑止努

力をするときの期待利得の差が小さくなるので，消費者は事故抑止努力をするインセ

ンティプを弱める.

本章では，企業のコストパラメータの観点から，どちらの損害賠償責任ルールが望

ましいかを調べる.企業と消費者の事故抑止費用を比較すると，企業の方が大きくな
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ると予想、でき，企業が事故抑止努力をすることが重要になると考えられるからである.

消費者が事故抑止努力を怠っても，その消費者のみに損害が生じるが，企業が事故抑止

努力を怠ると，多くの消費者に損害を与え，被害が拡大すると考えられるためである.

企業は，事故抑止努力をする際に，異なる事故抑止費用を持つ.その事故抑止費用

は，ある範囲に連続的に分布しており，企業のコストパラメータの観点から，事故抑

止努力をするコストパラメータの臨界値が高いほど，多くの企業が事故抑止努力をす

ることを意味する.それゆえに，より多くの企業が事故抑止努力をする損害賠償責任

Iレールを望ましいとする.

6は(2.2)と(2.4)を満たし，小さい値に固定されると仮定する.この仮定は，事故抑

止努力をするための消費者の事故抑止費用(例えば，冷蔵庫に牛乳を入れる費用)は小

さいと考えられるからである.この仮定の下で，より多くの企業に事故抑止努力を選

択させるインセンティプを与えることができる損害賠償責任ルールを望ましいとする.

すなわち， (2.1)と(2.3)の右辺の大きさを比較する. (2.1)と(2.3)の右辺は，均衡上

で事故抑止努力をする臨界値を示す.臨界値が大きいほど，企業が事故抑止努力をす

るインセンティブは強くなる.つまり， (2.1)と(2.3)の右辺を比較することで，どち

らの損害賠償責任ルールが企業に事故抑止努力を選択させるための強いインセンティ

プを与えることができるのかを調べることができる. (2.1)の右辺から (2.3)の右辺を

引くと， αNN(W+C-S)>Uを得ることができる.これは，寄与過失を伴う厳格責

任よりも過失責任のもとで，企業は事故抑止努力をするための強いインセンティブを

持つことを意味する.

以上の議論より，完全観測の状況で，過失責任は寄与過失を伴う厳格責任よりも 2

つの意味で望ましい損害賠償責任ルールであることがわかる.第 1に，過失責任のも

とで，企業は事故抑止努力をするより強いインセンティブを持つ.第 2に，寄与過失

を伴う厳格責任のもとで，消費者の訴訟ステージにおける行動は，均衡上で企業の和

解提案を拒否するが，過失責任のもとでは和解提案を受諾する.したがって，企業は

過失責任のもとで追加的に Cを支払う必要がなく，企業の費用は低くなる.
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2.4 不完全観測

前節で，完全観測の状況，すなわち消費者が企業の行動を事後的に完全に推測でき

る状況を分析した.このとき，過失責任が望ましい損害賠償責任ルールであると結論

付けた.この節では，不完全観測の状況，すなわち消費者が企業の行動を事後的に完

全には観測できない状況を分析する.ノイズが十分に小さいならば，すなわち， εが

十分に小さいならば，望ましい損害賠償責任ルールが一致すると通常は期待されるか

もしれない.しかし，驚くべきことに，通常期待される結果が得られないということ

を示す.

前節と同様に，各当事者が事故抑止努力をする均衡が存在するということを示す.解

概念は，逐次均衡を採用する.次に，どの損害賠償責任ルールが望ましいのかを調べ

るために， 2つの損害賠償責任ルールを比較する.

2.4.1 過失責任

第 3節と同様に， γと6がそれほど大きくないときにのみ，各当事者が事故抑止努

力をする均衡が存在する.次の結果はそのような γと6の範囲に対して，完全な特徴

づけを行う.

命題 2.3.

γ壬(αVN一αNN)S，

d三(αNV一αNN)(L-S) 

(2.5) 

(2.6) 

が成立するとき，そしてそのときにのみ各当事者が事故抑止努力をする逐次均衡が存

在する.この逐次均衡において，消費者の戦略はσc= {N，A，A，A，A}である.

なお， (2.5)と(2.6)が強い不等号で成り立っとき，逐次均衡は一意に定まる.

完全観測の状況では，判決額の増加は事故抑止努力をするインセンティプを企業に

のみ与えた.しかし，不完全観測の状況では，判決額の増加は企業にさえ影響を与え

ない.これは， (2.5)と(2.6)から従う.直観的に言うと，企業が事故抑止努力をする

と消費者が予想するならば，消費者はいかなるシグ、ナルを受け取っても必ず企業の和

解提案を受諾する.それゆえに，判決額の増加は，両当事者が事故抑止努力をするイ

ンセンティブに影響を与えない.この結果はPolinskyand Rubinfeld (1988)と異なる.
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彼らは，判決額を調整することによって，企業は最適な事故抑止努力水準を選択する

と結論付けている.しかし，不完全観測の状況の下では，企業に事故抑止努力をさせ

るインセンティプを与えるための政策として，懲罰的損害賠償は有効に機能しない.

他方，和解額の増加は両当事者に影響を与える.企業は事故抑止努力をするインセ

ンティプを強める.これは，事故が生じることで企業の期待費用が増加するために，事

故を減少させようとするためである.それに対して，消費者は事故抑止努力をするイ

ンセンティプを弱める.これは，消費者が企業を告訴するとき，消費者は和解するこ

とで期待利得を増加することができるからである.

命題 2.1と命題 2.3では，企業が事故抑止努力をするための条件式 (2.1)と(2.3)は

異なる.これは，消費者の訴訟ステージにおける行動が異なるためである.消費者が

企業の行動を完全に推測できるとき，企業が事故抑止努力を怠ると，消費者は自分の

事故抑止努力行動がいかなるものであっても，企業の和解提案を必ず拒否する.しか

し，企業の行動を完全には観測できないケースにおいて，消費者は企業が事故抑止努

力をしていると予想すると，どのようなシグ、ナルを観察しても，必ず企業の和解提案

を受諾する.この消費者の訴訟ステージにおける行動の違いが (2.1)と(2.5)が異なる

本質的な理由である.

2.4.2 寄与過失を伴う厳格責任

次の命題は，各当事者が事故抑止努力をするようなγと6の範囲を完全に明記する.

命題 2.4.

γ三(αVN一αNN)(W+ C)， 

ð~ αNN(W -L)-αNV(S -L) 

(2.7) 

(2.8) 

が成立するとき，そしてそのときにのみ各当事者が事故抑止努力をする逐次均衡が存

在する.

この逐次均衡において，消費者の戦略はσc= {N，R，R，A，A}である.

(2.7)と(2.8)が厳密な不等号で成立するとき，命題2.4の逐次均衡は一意に定まる.

命題2.4の結果は，条件式だけでなく，消費者の戦略も命題2.2と同じになる.した

がって，判決額と和解額の増加の効果，そして，懲罰的損害賠償の採用による企業と
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消費者の事故抑止努力インセンティブに対する効果も同じになる.それゆえに，完全

観測の状況で得られた結果が依然として成り立つ.完全観測と同じ結論を得ることが

できる理由は以下の通りである.寄与過失を伴う厳格責任のもとでは，消費者の行動

を基準として誰が損害負担する必要があるのかが決められる.したがって，消費者は

どのようなシグ、ナルを観察しても，事故抑止努力をしているならば損害は補償される.

この結果，シグナルに依存することなしに分析を進めることができる.

前節と同様に，この節でも企業が事故抑止努力をするインセンティブに焦点を当て

る.8は(2.6)と(2.8)を満たし，小さい値に固定されると仮定する.この仮定の下で，

どちらの損害賠償責任ルールが企業に事故抑止努力を選択させるより強いインセンティ

ブを与えるかを調べる. (2.5)と(2.7)の右辺は，前節と同様に均衡上で事故抑止努力

をする臨界値を示す.臨界値が大きいほど，企業が事故抑止努力をするインセンティブ

は強くなる.(2.5)の右辺から (2.7)の右辺を引くと，一(αVN一αNN)(W + c -S) < 0 

となる.これは，企業が過失責任よりも寄与過失を伴う厳格責任のもとで，事故抑止

努力をする強いインセンティブ、を持っていることを意味する.

消費者は均衡上で法廷にすすむことを選択するので，企業は評判費用 Cを余分に負

担しなければならず，社会厚生は低くなると考えられるかもしれない.しかし，この

問題は次のことを考えることによって，回避されるだろう.消費者と，同じような製

品を生産するこつの企業AとBが存在し，企業Aが消費者によって告訴され，Aが

敗訴すると仮定する.そのとき，Aの評判は下がり，販売額が落ち込むかもしれない.

しかし，企業BはAの損失をカバーするほど利益をあげることができる.すなわち，

企業 BはAのマーケットシェアを奪うことができる.したがって，社会厚生が悪化

するとは一概には言い切れない.また，本章は事故の確率を最小にする損害賠償責任

ノレールに焦点を当てており，評判費用による社会厚生の減少はそれほど重要にならな

いかもしれない15 さらに，このモデ、ルでは消費者は必ず訴訟を提起する.しかし，も

し裁判外紛争処理制度 (AlternativeDispute Resolution)を考えるならば，和解で解決

するケースが増加するかもしれない.裁判外紛争処理制度を導入するには，消費者の

15例えば，日本の製造物責任法第 l条で，次のように記述されている.~この法律は，製造物の欠陥に
より人の生命，身体または財産にかかわる被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任につ

いて定めることにより，被害者の保護を図り，もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与

することを目的とする.Jlこれは主な目的が被害者の保護であり，国民生活の安定性の向上や国民経済の

健全な発展は副次的な目的であることを意味する.寄与過失を伴う厳格責任は被害者の救済と製品の安

全性の向上，つまり事故の予防の両方を組み合わせたルールである.それゆえに， cに対して，それほど

神経質になる必要がない.
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訴訟費用と割引率を考える必要がある.これは，裁判外紛争処理制度で和解をする費

用と，訴訟に進むことの費用が異なり，裁判外紛争処理制度を利用する時点と訴訟に

進む時点の差が生じるためである.そして，その 2つのことを考慮すると，和解で紛

争が解決される可能性が高くなるかもしれない.

以上より，製品欠陥事故に関する損害賠償責任ルールの移行は，不完全観測が lつ

の重要な要因となることが分かつた.この結論は， εの大きさには依存せず， 0になる

か正になるかにのみ依存する.

2.5 おわりに

本章では，製品欠陥により事故が発生するという状況の下で，訴訟プロセスを伴う

製品欠陥の単純なモデルを分析し，重要な結論を示した.完全観測の状況と不完全観

測の状況の結果の違いが特に重要である.完全観測の状況において，過失責任の下で，

判決額が増加すると企業は事故抑止努力をする強し、インセンティブを持つ.これは，消

費者は企業の行動を正しく推測できるために，企業が事故抑止努力を怠れば，企業は

消費者の被った損害を負担しなければならないからである.そのため，企業の事故抑

止努力インセンティプが強くなる.和解額が増加するとき，両当事者の事故抑止努力

インセンティブに影響を与える.消費者は告訴すると，企業が和解を提案することを

知っている.このとき，消費者は事故抑止努力を怠り，告訴しても必ず和解額をもらえ

るということを知っているので，事故抑止努力をするインセンティプが弱くなる.事

故抑止努力をするときと怠るときの期待費用の差が小さくなるので，企業のインセン

ティブもまた弱くなる.結果として，過失責任は寄与過失を伴う厳格責任よりも 2つ

の理由で望ましい. (1)企業は過失責任の下で，事故抑止努力をする強いインセンティ

プを持っている.(2)消費者は過失責任の下で和解を受け入れるので，企業は余分な評

判費用を負担する必要がなく，評判費用の減少による社会厚生の損失はない.

不完全観測の状況において，寄与過失を伴う厳格責任は過失責任よりも望ましい損

害賠償責任ルールで、あると結論付けた.これは，完全観測の状況の結果と異なる.そ

の理由は寄与過失を伴う厳格責任のもとで，過失責任よりも企業が事故抑止努力をす

るインセンティプは強くなっているからである.さらに，消費者は均衡上で法廷に進

むので，社会厚生は低くなると考えられるだろう.しかし，社会厚生が低くなるとい
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う問題は回避される.告訴され，法廷審理まで進む企業は利益を減少するかもしれな

いが，他の企業がそれを補うだろう.もう 1つの結果は，判決額が増加するとき，寄与

過失を伴う厳格責任のみに効果があり，過失責任にはまったく効果がない.したがっ

て，懲罰的損害賠償もまた，寄与過失を伴う厳格責任のみに効果がある.寄与過失を

伴う厳格責任の下で，和解額が増加するとき，消費者にのみ効果があり，消費者が事

故抑止努力をするインセンティブは弱くなる.以上の結論は，消費者が観察するシグ

ナルのノイズεの大きさには依存せずに成立する.

以上の分析を要約すると，次のようになる.消費者が企業の行動を正しく推測できる

状況では，過失責任を採用した場合，企業は事故抑止努力をするより強いインセンティ

ブを持ち，過失責任が望ましいルールとなる.これは， Shavell (1983)やBrown(1973) 

と同じ結果である.次に，不完全観測の状況の下で過失責任を採用したとすると，企

業は寄与過失を伴う厳格責任よりも事故抑止努力をするインセンティプを弱める. 3 

番目に，完全観測の状況において，懲罰的損害賠償は両方のルールの下で非常に有効

な手段であったが，不完全観測の状況では，寄与過失を伴う厳格責任にのみ有効に作

用する.すなわち，寄与過失を伴う厳格責任の下で懲罰的損害賠償を導入することに

よって，事故を減少させることができる.

2.6 補論

命題 2.1の証明.消費者は企業の行動を正しく推測できるので，後ろ向き帰納法を使っ

て，このゲームの部分ゲーム完全均衡を示す.両当事者が事故抑止努力をし，事故が

生じることを所与として，もし消費者が企業の和解提案を拒否するならば，-L-dの

利得を得る.もし消費者が企業の和解提案を受諾するならば，S-L-dを得る.した

がって，このサプゲームでは，消費者は企業の和解提案を受諾することが最適である.

そして，企業が事故抑止努力をすることを所与として，消費者が事故抑止努力をする

ときに得ることのできる最も良い期待利得は， αNN(S-L) -dである.

企業が事故抑止努力をし，消費者が事故抑止努力を怠り，事故が生じることを所与と

して，消費者が企業の和解提案を拒否するならば，-Lの利得を得る.消費者が企業の

和解提案を受諾するならば，S-Lの利得を得る.したがって，消費者は企業の和解提案

を受諾することが最適な行動となる.このとき，消費者が得る期待利得は αNV(S-L) 
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である.それゆえに， (2.2)が成立するとき，そしてそのときにのみ消費者は事故抑止

努力をすることが最適となる.

次に，消費者の戦略を完全に特徴付ける.企業が事故抑止努力を怠り，消費者が事

故抑止努力をし，事故が生じることを所与として，消費者が企業の和解提案を拒否す

ると，消費者は W-L-dの利得を得る.もし消費者が企業の和解提案を受諾すると，

S-L-dを得る.仮定 W>Sより，消費者は企業の和解提案を拒否することが最適

になる.

両当事者が事故抑止努力を怠り，事故が生じることを所与として，消費者が企業の

和解提案を拒否すると ，W-Lの利得を得る.消費者が企業の和解提案を受諾すると，

S-Lを得る.したがって，消費者は企業の和解提案を拒否することが最適となる.そ

れゆえに，消費者の戦略は {N，A，R，A，R}となる.

次に企業の最適反応を調べる.消費者の戦略と事故の発生を所与として，企業が事

故抑止努力をするならば，企業の費用は S+γである.もし企業が事故抑止努力を怠る

ならば，費用は (W+c)となる.それゆえに，企業の期待費用はそれぞれ， αNNS+γ

とαVN(W+c)となる.したがって， (2.1)が適用されるとき，そしてそのときにのみ

企 業は事故抑止努力をすることが最適となる.

命題 2.2の置明.命題 2.1の証明と同様の手順で証明をする.まず，消費者の訴訟ス

テージにおける消費者の最適反応を示す.次に，事故抑止努力選択ステージにおける

戦略と，消費者が事故抑止努力をするための必要十分条件を明らかにする.最後に，企

業の事故抑止努力をするための必要十分条件を明らかにする.

両当事者が事故抑止努力をし，事故が生じるということを所与として，消費者が拒

否するならば，W-L-dの利得を得る.消費者が企業の和解提案を受諾するならば，

S-L-dを得る.仮定S<Wより，このとき消費者は企業の和解提案を拒否するこ

とが最適となる.それゆえに，消費者が事故抑止努力をするときに得られる最も高い

期待利得は αNN(W-L) -dである.

企業が事故抑止努力をし，消費者が事故抑止努力を怠り，事故が生じるということを

所与として，消費者が企業の和解提案を拒否するならば，-Lを得る.もし消費者が企

業の和解提案を受諾するならば，S-Lを得る.したがって，消費者は企業の和解提案

を受諾することが最適となり，期待利得は αNV(S-L)となる.したがって， (2.4)が
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成立するとき，そしてそのときにのみ消費者は事故抑止努力をすることが最適である.

次に，消費者の戦略を完全に特徴付ける.企業が事故抑止努力を怠り，消費者が事故

抑止努力をし，事故が生じることを所与として，消費者が企業の和解提案を拒否する

ならば，W -L-dを得る.もし消費者が企業の和解提案を受諾するならば，S-L-d 

を得る.したがって，仮定 S<W より，消費者は企業の和解提案を拒否することが

最適となる.

両当事者が事故抑止努力を怠り，事故が生じるということを所与として，消費者が

拒否すると ，-Lの利得を得る.消費者が企業の和解提案を受諾すると ，S-Lを得

る.したがって，消費者は企業の和解提案を受諾することが最適となる.それゆえに，

消費者の戦略は {N，R，RぅA，A}となる.

消費者の戦略と事故の発生を所与として，もし企業が事故抑止努力をするならば，

企業の費用は (W+ c) +γ である.もし企業が事故抑止努力を怠るならば，企業の費

用は (W+c)である.したがって，企業が事故抑止努力をするときと事故抑止努力を

怠ったときの期待費用はそれぞれ αNN(W+c) +γとαVN(W+c)である.それゆえ

に， (2.3)が適用されるとき，そしてそのときにのみ企業は事故抑止努力をすることが

最 適 になる.

命題 2.3の証明.まず，消費者の戦略を示す.両当事者が事故抑止努力をし，事故が

生じることを所与として，もし消費者がシグ、ナル η を観察し，企業の和解提案を拒否

するならば，-L-dを得る.消費者がシグ、ナルη を観察し，企業の和解提案を受諾す

ると ，S-L-dを得る.したがって，消費者は企業の和解提案を受諾することが最

適となる.消費者はシグナル U を観察しても，消費者は企業が事故抑止努力をしてい

るという予想をしているので，消費者は企業の和解提案を受諾することが最適となる.

このとき，消費者は S-L-dを得る.それゆえに，消費者が事故抑止努力をすると

き，最も高い期待利得は αNN(S-L)-dとなる.

企業が事故抑止努力をし，消費者が事故抑止努力を怠り，事故が生じることを所与と

して，もし消費者がシグナル η を観察し，企業の和解提案を拒否すると ，-Lを得る.

消費者が企業の和解提案を受諾するならば，S-Lを得る.したがって，このとき消費

者は企業の和解提案を受諾することが最適である.消費者はシグ、ナル Uを観察し，消

費者は企業が事故抑止努力をしているという予想しているので，消費者は企業の和解
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提案を受諾することが最適である.このとき，S-Lを得る.したがって，消費者が事

故抑止努力を怠るとき，消費者が得ることのできる最も高い期待利得は， αNV(S-L) 

となる.それゆえに， (2.6)が満たされるとき，そしてそのときにのみ消費者は事故抑

止努力をすることが最適である.

次に，企業の戦略を示す.消費者の戦略と事故が生じるということを所与として，企

業が事故抑止努力をすると ，S+γを負担しなければならない.もし企業が事故抑止

努力を怠ると ，Sを負担しなければならない.したがって，企業の期待費用はそれぞ

れ αNNS+γとαVNSとなる.それゆえに， (2.5)が満たされるとき，そしてそのと

き に の み企業は事故抑止努 力 を す る こ と が 最 適 と な る .

命題 2.4の証明.命題 2.3と同様に，まず消費者の戦略を示す.次に，企業の戦略を示

す.両当事者が事故抑止努力をし，事故が生じることを所与として，もし消費者がシ

グナル η を観察し，企業の和解提案を拒否するならば，消費者は W-L-dを得る.

もし消費者はシグ、ナルη を観察し，企業の和解提案を受諾するならば，S-L-dを得

る.したがって，このとき消費者は企業の和解提案を拒否することが最適になる.た

とえ消費者がシグ、ナル U観察したとしても，消費者は企業が損害を補償しなければな

らないということを知っているので，消費者は企業の和解提案を拒否する.それゆえ

に，消費者が事故抑止努力をするとき，消費者が得ることのできる最も高い期待利得

は， αNN(W-L) -dとなる.

企業が事故抑止努力をし，消費者が事故抑止努力を怠り，事故が生じるということ

を所与として，消費者がシグナル η を観察し，企業の和解提案を拒否するならば，-L 

を得る.もし消費者が η を観察し，企業の和解提案を受諾するならば，S-Lを得る.

それゆえに，消費者は企業の和解提案を受諾することが最適である.消費者がシグナ

ルUを観察するとき，企業の和解提案を拒否するならば，消費者は -Lを得る.消費者

が企業の和解提案を受諾するならば，消費者は S-Lを得る.したがって，消費者が

事故抑止努力を怠るとき，消費者が得ることのできる最も高い期待利得はαNV(S-L) 

となる.それゆえに， (2.8)が満たされるとき，そしてそのときにのみ消費者は事故抑

止努力をすることが最適である.

消費者の戦略と事故が生じることを所与として，企業が事故抑止努力をするならば，

企業の費用は (W+ c) +γ である.もし企業が事故抑止努力を怠るならば，企業の費
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用は (W+ c)である.したがって，企業の期待費用はそれぞれ αNN(W+ c) +γ と

αVN(W +c)となる.それゆえに， (2.7)が満たされるとき，そしてそのときにのみ企

業は事 故 抑 止 努 力 をすることが最適になる.
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第3章 法廷審理前和解交渉における遅延の

要因

3.1 はじめに

法廷審理前和解交渉は数回にわたって行われることがある.和解交渉が早期に成立

しない原因の 1っとして，各訴訟当事者が交渉に関連した他人の知りえない情報を所

有しているということが考えられる.各当事者はこのような情報を所有しているため

に，交渉段階で相手の持つ情報を引き出そうとするので，和解交渉の遅延が観察され

る.両当事者が同じ情報を共有しているときには，和交渉解の阜期成立は達成される

のだろうか.

多段階の法廷審理前和解交渉の分析はSpier(1992)によって始められた.Spier (1992) 

では，T期間の交渉期聞が与えられ，期間内に和解が成立しないならば，T+1期目に

法廷で紛争が解決される状況を分析した.その交渉過程は，原告だけが毎期提案を行

い，その提案に対して被告は受け入れるか拒否するかを選択するモデ、ルである.その

結果，完備情報の下では，和解交渉は 1期目に成立し，遅延しないことを示した.他

方，被告が負担する賠償額が被告の私的情報になっているという不完備情報を考える

と，均衡結果として和解成立の遅延が正の確率で生じることを示した.さらに，不完

備情報の下で，和解交渉が，中間時点よりも最初の期と最後の期の周辺で成立する確

率が高くなるという Wu字型 (U-Shaped)~のパターンが現れることを示した.

現実的には Spier(1992)とは異なり，交渉の途中でも法廷に進む場合がある.Wang 

et αl. (1994)では，交渉の途中で法廷に進めるという外部機会のある和解交渉モデルを

分析している.交渉過程は， Spierの考えた交渉過程とは異なり， Rubinstein型の逐次

的な交渉過程に基づいて行われる.このモデルでは，被告が最初に和解提案をし，原

告が受け入れるか拒否するかを決定する.もし原告が拒否すると，原告は再提案をす

るか，法廷に進むかを決定する.このような交渉手続きの下では，完備情報下で 1

期目で和解が成立するか，あるいは法廷で決着がつけられるということを示した.そ
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れに対し，原告が被った損害額が原告の私的情報になっているという不完備情報の下

では，和解交渉は長くても 2期目で成立するか，あるいは原告が法廷に進み，紛争が

解決されることを示した.

本章では，完備情報下においても和解交渉に遅延が生じ，遅延の源泉は，交渉成立

費用であることを示す.さらに，交渉成立費用と提案費用の混合型の費用を考えるこ

とによって， Spier (1992)によって提示された Wu字型』パターンの出現を費用構造

の観点から説明する.

本章における和解交渉手続きは以下のように行われる.T期間の交渉機会が与えら

れ，もし期間内に和解が成立しなければ，T+1期目に法廷で決着がつけられる.T期

間の交渉は Rubinstein型の逐次提案で行われる.交渉成立費用として，両当事者は和

解が成立する時にのみ，ある一定割合で交渉費用を負担する状況を考える.このよう

に交渉成立費用を負担しなければならないとき，訴訟費用が十分に大きいならば，割

引因子を考慮すると，期が進めば進むほど費用が小さくなる.したがって，最終期マ

和解が成立するこの結果は，期限効果 (DeαdlineEffect)と呼ばれる2

法廷審理直前で和解が成立するという上記の結果は，訴訟費用，交渉時における提

案費用，そして交渉が成立する時にのみ生じる交渉成立費用の大きさに依存する.和

解成立の遅延は各国の訴訟費用の負担に関する法制度に照らして，説明することが可

能である.米国では，訴訟に勝っても負けても判決額の大きさに関わらず一定の訴訟

費用を自らが負担しなければならない.他方，弁護士費用については，訴訟進行の程

度と訴額に応じて弁護士に一定率の報酬を支払わなければならない3 そのため，訴額

が大きくなると交渉成立時にかかる費用も大きくなる. したがって，本章のモデ、ルで

は，和解の早期解決が困難になると予測される.英国では，米国と同様に，訴訟費用

は固定されているが，弁護士費用を含むその他の費用については敗訴者負担制度を採

用している.訴訟費用が大きくなれば，敗訴したときに自らが負担しなければならな

い費用が大きくなる.したがって，法廷で紛争が解決されるケースは米国ほど多くな

いが，和解成立時にのみ生じる費用が大きくなると，最終期で和解が成立するケース

が多くなるかもしれない. 日本では，訴訟費用については，スライド式が採用されて

l最終期とは，法廷に進む直前の期のことを指す.

2Fershtman and Seidmann (1993)によれば，期限効果とは， wゲームの一意的な均衡解として最終期

まで交渉の合意が遅延すること』と定義される.

3原告が受け取った額のうち次のような比率で，原告弁護士に対する報酬体系が決められている.和解

が成立すると 3分の 1，勝訴すると 40%，上告すると 50%を最後に支払わなければならない.
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いる.訴額が大きくなると，裁判所に支払う手数料が大きくなり，結果として訴訟費

用も大きくなる.他方，和解が成立すると，弁護士に報奨金を支払わなければならな

い.したがって，英国のケースと同様に，和解が成立する時にのみ生じる費用が大き

くなると，最終期で和解するケースが多くなると予測される.したがって，このモデ

ルにおいては，和解が成立する時にのみ生じる費用が重要であり，現存するどの費用

配分制度を採用しても，最終期で和解が成立する可能性がある.

法廷審理前和解交渉は原告と被告の聞の所得移転についての交渉であるという点で，

通常の交渉問題と異なる.原告はなるべく早く補償を受けたいと考えるが，被告はな

るべく後で補償することを望む.つまり，遅延することの費用は通常の交渉ゲームで

は両当事者とも時間と共に大きくなるのに対し，法廷審理前和解交渉では被告の費用

については時間と共に小さくなるという構造を持つ4

法廷審理前和解交渉において遅延が生じるという本章の結果は，上記の性質を考慮

すると，通常の交渉ゲームにおけるそれからただちに導かれるものではない.過去の交

渉ゲームの研究により， Rubinstein-Stahl流の完備情報下の交渉ゲームにある条件を

付け加えると，交渉において遅延が生じることが知られている.その条件には戦略的な

遅延行動による複数均衡 (Fernandezand Glazer (1991)， Avery and Zemsky (1994)， 

Cramton (1984，92))，外部機会の存在 (Shaked(1994)， Ponsati and Sakovics (1998))， 

期限効果 (Fershtmanand Seidmann (1993)， Ma and Manove (1993))，提案者指名構

造をもっ交渉ゲーム (Kambe(1999))，そして交渉対象のパイの大きさが確率的に変動

するゲーム (Merloand Wi1son (1998))などがある.

本章と最も関連している研究は， Merlo and Wilson (1998)である.彼らは交渉の

対象となる『パイ』が各期確率的に変動する交渉ゲームを考察した.そして，プレー

ヤーの効用関数が譲渡可能効用 (TransferableUtility)であるとき，次の 3つが成立す

ることを示した. (1)交渉の成立時点は，誰が提案者となるかという提案順序ではな

く， wパイ』の大きさにのみ依存する;(2)均衡結果は一意であり，たとえ遅延が起こっ

たとしても得られる結果は常に効率的なものとなる;(3)すべての状態 (stαte)で合

意が達成されることと『パイ』の確率過程が優マルチンゲール'性を満たすこととは同

値である.本章における和解交渉での結果は，これらの結果と照らして考えることが

4通常の費用がかからない交渉ゲームでは，各当事者の利得を足すと正であるが，費用がない和解交

渉の問題では，利得の合計が o(0-和ゲーム)となる点においても通常の費用なしの交渉ゲームと異なる.
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できる.これは，法廷審理前和解交渉ゲームでは，交渉費用の形態が『パイ』の大き

さが時間を通じていかに推移するかを決定しているからである.

本章の構成は以下のとおりである.第2節で、法廷審理前和解交渉モデ、ルを構築する.

第3節では，交渉に関連する様々な費用を導入し，分析を行なう.第4節では，和解

交渉の遅延を生み出すモデ、ルに関して，その遅延の性質を考察する.そして第5節で

結論を述べる.

3.2 モデル

危険中立的な原告 (C)と被告 (F)による法廷審理前和解交渉 (PretrialN egotiation) 

を考える.ここでは，法廷審理前和解交渉を，原告が被った損害を原告と被告の間で

どのような割合で負担するかを決める，完備情報下での交渉問題として捉える.交渉

は，t = 1 ，'・ • ，Tの期間で行われる.もし両方の訴訟当事者が期間内にある負担割合

について合意をするならば，その負担割合で被告から原告への所得移転が生じ，和解

が成立する.もし T期までに合意に達しないときは，T+ 1期に法廷で負担割合につ

いて，強制力のある判決が下される.法廷審理では，確率PE [0，1]で原告が勝訴し，

判決額W を手に入れることができる5 ただし，訴訟には費用がかかり，原告と被告

はそれぞれ，tcとtFの訴訟費用を負担しなければならない.

T期間の交渉の手続きは， Rubinstein型の逐次提案交渉ゲームを考える6 ある当事

者 i(Cまたは F)がt=1で和解額51ε[0，∞)を提案する.もう一方の当事者 j手i

は，その提案を受け入れるか，拒否するかを決定する.この当事者が提案を受け入れ

るならば，和解交渉が成立し，ゲームは終了する.もし提案を拒否するならば，翌期

に代替案 5~ε[0，∞)を提示する.この代替案に対して 2 は受け入れるか拒否するか

を決定する.もし受け入れるならば，和解が成立し，ゲームは終了する.もし拒否す

るならば，翌期に再提案 5~ をする.この手続きが T 期まで繰り返される.このとき，

各期で共通の割引因子6ε(0，1)がかかる.

ゲームが終了すると，その時点で被告から原告への所得移転が発生する.t(= 1，'" ，T) 

期に和解額 5tが受け入れられると，被告から原告へ 5tの所得移転が行われる.その

5この確率pは，原告が判決額 W のうちpの比率を手に入れることができるとも解釈することができ

る.

6Rubinstein (1982)を参照
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結果，原告と被告の現在割引利得はそれぞれF-1s;，-F-ls;となる.他方，期間内に

和解が成立せず，法廷に進むと裁判所が判決額 W を決定し，原告と被告はそれぞれ，

15T(pW -tC)と-15T(pW+tp)の期待現在割引利得を得る.解概念は，部分ゲーム完

全均衡 (SubgαmePerfect Equilibrium)を用いる.

3.3 様々な費用と和解交渉合意の遅延

通常，和解交渉をする時に，当事者は様々な費用を負担する.例えば，専門家に相

談する費用，書面で相手に通知する費用，機会費用などが挙げられる.さらに，これ

らの費用はどの時点で発生するかについても多様である.本節では，代表的な費用を

定義し，費用に応じて，異なる均衡結果が生じることを示す.

3.3.1 交渉費用がないケース

費用を伴う和解交渉を分析する前に，ベンチマークとして，費用のかからないケー

スを考える.このケースでは，ただちに次の結果が成り立つ.

命題 3.1(Stahl (1972) and Rubinstein (1982)). (1).被告が最初に和解額を提

案するものとする.もしTが偶数であれば，被告が sf= 15T(pW + tp)を提案

し，原告はこの提案をただちに受け入れる，という部分ゲーム完全均衡の結果が

一意に存在する.もしTが奇数であれば，被告がsf= 15T(pW -tc)を提案し，

被告はただちにこの提案を受け入れる，という部分ゲーム完全均衡の結果が一意

に存在する.

(2) .原告が最初に和解額を提案するものとする.もし Tが偶数であれば，原告が

sf = 15T(pW -tc)を提案し，被告はこの提案をただちに受け入れる，という

部分ゲーム完全均衡の結果が一意に存在する.もし Tが奇数であれば，原告が

sf = 15T(pW +tp)を提案し，原告はこの提案をただちに受け入れる，という部

分ゲーム完全均衡の結果が一意に存在する.

この命題は，誰が最終提案をするかに強く依存する.もしTが偶数で，被告が最初

に提案する場合，最終提案者は原告になる.被告はT期で原告の和解提案を拒否する

と，T+ 1期で判決額と訴訟費用 pW+tpを負担しなければならない.ーしたがって，
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T期で被告は 8(pW+ tF)までの提案ならば受け入れる7 ゆえに，T期で，原告は

8(pW +tF)を提案する事によって，最も高い利得を得る事ができる.このことを所与

として，後ろ向き帰納法により，上の命題が得られる.他のケースも同様にして考え

る事ができる.

3.3.2 提案費用

各t期において，和解額を提案する当事者にのみ交渉費用 Cがかかるという費用構

造を考える.例えば，和解を提案する当事者の場合，書面で相手に和解額を提示する

費用や，和解額をいくらに設定するかを考える機会費用などが，これにあたる.

いま Tが偶数期で，被告が先に和解額を提案する状況を考える.このとき，最終提

案者は原告である.T期では，被告は少なくとも裁判が生じる時の費用 pW+tFより

も少ない額ならば，必ず和解を受け入れる.したがって，原告は被告が負担する最大

額を提案する.T期での交渉を所与として，T-1期において，原告がどのような和

解額を受け入れるかを考える.原告は，T期で交渉費用を負担するので，T-1期で

は，82(pW +tF) -8cが保証されている.ゆえに，82(pW + tF) -8cよりも大きい和

解額ならば必ず受け入れる.一方，被告はT期では 8(pW+ tF)を支払わなくてはな

らないので，T-1期では，82(pW+tF)-8cを提案し，-[82(pW+tF)-8c]-cの

利得を得る.T-1期の交渉を所与として，T-2期以降の交渉結果も後ろ向き帰納法

により導かれる.

以上より，次の命題が成立する.

命題 3.2.和解をすることによって，原告は少なくとも正の利得を得ることができる

とする，すなわち

6T(pW -tc)¥  

1-I:Z=l(-l)kー 18k-1=-~ 

が成立しているとする.

(1) .被告が最初に提案するものとする.もしTが奇数であれば，第 1期において，被

告は

r T 1 

sf = 8T(pW -tC)一c11-乞(_1)k-18k-11 
L k=l J 

7本章では，今期の和解額と翌期の和解額の現在割引価値が等しいとき，和解を受け入れるとする.
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を提案し，原告はこの提案を受け入れる，という部分ゲーム完全均衡の結果が一

意に存在する.もし Tが偶数であれば，第 1期において，被告は

r T 1 

s[ = ST(pW +匂)一 c11-乞(ー1)い ρ-11

を提案し，原告はこの提案を受け入れる，という部分ゲ}ム完全均衡の結果が一

意に存する.

(2).原告が最初に提案するものとする.もしTが奇数であれば，第 1期において，原

告は

r T 1 

sf = ST(pW + tF) + C 11 +乞(_1)kSk一11 
L k=l J 

を提案し，被告はこの提案を受け入れる，という部分ゲーム完全均衡の結果が一

意に存在する.もし Tが偶数であれば，第 1期において，原告は

r T 1 

sf = ST (p W -tc) -c 11 +乞(_1)kSk-1
1 

を提案し，被告はこの提案を受け入れる，という部分ゲーム完全均衡の結果が一

意に存在する.

3.3.3 交渉成立費用

3.3.2節では，提案する当事者には必ず交渉費用 Cが生じる状況を考えた.ここでは，

和解額を提案し，かっその提案が受け入れられたときにのみ，提案者に費用 εが生じ

る状況を考察する.例えば，和解交渉が受け入れられると，提案者が書類を作成する

費用や，和解提携する場所までの交通費などが挙げられる.

この費用構造の下では，前のケースと比べて，当事者に費用負担に関する若干の裁

量が与えられている.提案者にとっては，無理な提案をすれば，相手はその提案を拒否

するので，次回は相手が提案者となり，交渉費用を相手に負担させる事ができる.他

方，受け入れ側は，相手の提案を今期受け入れれば，来期まで交渉がなされた時の交

渉費用の負担を免れる事ができる. したがって，提案者にとっては，なるべく翌期へ

先送りし，費用負担を免れようとするインセンティブがあるが，受け入れ側にとって

は，今期で和解を成立させようとするインセンティブがある.次の結果は，このよう
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な和解成立時点に関して，両当事者の相反するインセンティプがあるにもかかわらず，

各t期の提案者が相手に交渉費用を負担させようとするインセンティプの方が決定的

であるということを示している.これは，T期まで和解交渉が続くことを意味する.

命題 3.3. (1).被告が最初に提案するものとし，Tが奇数であるとする.

fαjこのとき c三8(tF+ tc)が成立するとき，そしてその時にのみ被告は T

期で

s!j， = 8(pW -tc) 

を提案し，原告はこの提案を受け入れるという部分ゲーム完全均衡の結果

が一意に存在する.

(b)このとき， ε>8(tF + tC)が成立するとき，そしてその時にのみ被告はT

期で任意の

s!j， ε[0， 8(pW + tF)一司

を提案し，原告はこの提案を拒否し，法廷に進むという部分ゲーム完全均

衡の結果が一意に存在する.

(2) .被告が最初に提案するものとし，Tが偶数であるとする.

fαjこのとき， c::; 8(tF + tc)が成立するとき，そしてその時にのみ原告はT

期で

sfj = 8(pW + tF) 

を提案し，被告はこの提案を受け入れるという部分ゲーム完全均衡の結果

が一意に存在する.

(b)このとき， c > 8 (t F + tc)が成立するとき，そしてその時にのみ原告はT

期で

SF三8(pW-tc) +ε 

を提案し，被告はこの提案を拒否し，法廷に進むという部分ゲーム完全均

衡の結果が一意に存在する.
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(3) .原告が最初に提案するものとする.Tが奇数のとき，被告が最初に提案する場合

のTが偶数のケースに対応する.他方，Tが偶数のとき，被告が最初に提案す

る場合のTが奇数のケースに対応する.

上の結果は以下のような論理で成立する.被告が最初に提案するケースを考える.T

は偶数とし， c三O(tF+ tc)とする.このケースで，T期における最終提案者は原告で

ある.被告は，法廷に進むと (pW+tF)を支払わなくてはならないので，少なくとも今

期 o(pW+tF)だ、け支払っても良いと考える.したがって，原告は多くの利得を得よう

と行動するので，O(pW +tF)を提案し，利得O(pW+tF)-Cを得る.T期の和解交渉

を所与として，T-l期についての交渉を考える.原告はT期において o(pW+tF)-C 

の利得を得るので，T-l期では少なくとも 02(pW+ tF)一白の和解額ならば提案を

受け入れる.他方，被告は交渉がT期まで進むと，費用負担から免れることができる.

ゆえに，被告は T-l期で o(pW十 tF)だけ支払えばよいので，費用負担のある Tー 1

期では 02(pW+ tF) -Cを提案する.しかしながら，これは原告が受け入れる最低和

解額 02(pW+tF) -OCを下回るので，両当事者の和解成立条件を満たす和解額は存在

しない.T-2期以前についても後ろ向き帰納法によって同様に示すことができる.

ε> O(tF + tC)のケースでは，もはやT期において，少なくとも法廷に進んだ場合

の利得を上回るだけのものを生み出す利得の大きさの範囲が存在しない.したがって，

どの時点においても交渉は成立せず，法廷へ進むこととなる.他の場合についても同

様の議論によって示すことができる.

上記では，片方の当事者だけが和解が成立する時にのみ生じる費用を負担する場合

を分析した.この交渉の遅延に関する結論は，両当事者にある一定割合を負担させる

場合でも成立する.

3.3.4 混成費用

実際の和解交渉では，これまで考察された両種の費用構造が混在している.しかし

ながら，前節までの分析によると，各費用は両当事者に和解成立に関して異なるイン

センティプを与えている.提案費用は，和解を早期に成立させるようなインセンティ

プを両当事者に与える.他方，交渉成立費用は，最終期で最も費用が低くなるために，

両当事者は和解を早期に成立させるインセンティブを持たない.したがって，両費用
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が混在するケースでは，和解の成立に関して相反するインセンティブ、を持つことにな

る.本節では，両費用が混在するときに，どの時点で和解が成立するかを調べる.

分析をはじめる前に，和解交渉による紛争解決の長所は，法廷で解決するよりも費

用を抑えることができるところにある.したがって，訴訟費用の合計 (tF+tc)と和解

手続きに関する費用の合計 (c+ c)に関して以下のように仮定する.

仮定 3.1.tF+tC>C+c. 

この仮定は，法廷に進むことよりも，和解交渉を行う方が手続上の費用が低いことを意

味する.さらに，混成費用の分析においては，交渉成立費用を被告が α，原告が 1-α

の割合で負担するものとする.

このとき，以下の命題が成立する.

命題 3.4. (1). d 2': 元のとき，そしてそのときにのみ 1期目に和解が成立する.

(2). d <広告zのとき，そしてそのときにのみ両当事者は法廷に進む.

(3) 託百三 6<£のとき，そしてそのときにのみ，T期で和解が成立する.

証明は補論を参照せよ.

直観的な説明は次のとおりである.まず， (1)について考える. (1)の和解成立のた

めの必要十分条件は

d(c + c)三ε (3.1 ) 

と書き換えることができる.(3.1)式は，提案者と応答者の観点から解釈することがで

きる.

まず，提案者の観点から考える.左辺は，翌期に負担する可能性のある交渉成立費

用の最大額と翌期の相手の提案費用をあらわしている. したがって，今期和解提案が

受諾されるならば，提案者は左辺の大きさの利得を得ることができる.他方，右辺は

今期負担する可能性のある交渉成立費用の最大額である.したがって，今期の費用を

あらわしていることになる.このことから， (3.1)式が成立するとき，そしてそのとき

にのみ提案者は少なくとも今期和解交渉が成立する提案をする.

次に，応答者の観点から考える.左辺は，翌期に負担する可能性のある交渉成立費用

の最大額と翌期に負担する応答者自身の提案費用を表す.右辺は，提案者と同様に今
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期和解交渉が成立するときに負担する可能性のある最大額である.したがって， (3.1) 

式が成立するならば，今期和解を受け入れるほうが，翌期に進み提案するよりも費用

が低くなり，今期和解を成立させることが望ましい，ということを意味する.この議

論は， 1期固まで同様に考えることができる.以上のことから， (3.1)式が成立すると

き，そしてそのときにのみ 1期目で和解交渉が成立する. (2)については，仮定3.2の

もとでは， r5 <品G< e!Cなので，命題 3.3の (1)ー(b)と(2)-(b)の直観的説明と同

様である.

最後に， (3)の直観的な説明をする.r5(tF+tC) ~ eより，最終期においては提案者，応

答者ともに交渉が合意に達するほうが高い利得を得ることができる.他方， r5(e+c) < e 

である.したがって，命題 3.4-(1)と反対の解釈をすることができ，提案者，応答者と

もに最終期以外の任意の時点で合意に達しないほうが高い利得を得ることができる.

したがって，最終期で和解が成立することになる.

3.4 法廷前和解交渉の遅延問題の成立

前節までで得られた法廷審理前和解交渉の成立時点に関する結果は，費用構造とそ

の費用の大きさに依存していることがわかる.まず，提案費用のみが存在するケース

では，先のステージに進めば進むほど，交渉の対象となっている『パイ』が交渉費用

の分だ、け減っていくことになる.したがって，両当事者はなるべく早期に和解を成立

させようとするインセンティブ、を持つ.

交渉成立費用のみが存在するケースでは，和解交渉成立が時点で費用が発生するの

で，成功報酬制度に相当すると考えることができる.このケースで和解交渉が成立す

るとすれば，最終期においてのみである.その条件は r5(tF+ tc)さεによって与えら

れる.上式の左辺は法廷に進まずに最終期で和解が成立した時に節約できる費用を表

現しており，交渉の対象となっている『パイ』に相当する.他方，右辺は交渉が成立

することにより，負担しなければならない最大の費用を表している.このモデルでは，

交渉成立費用は合意が成立するときにのみ発生するので，先に進めば進むほど低くな

る.他方，このモデ、ルにおいて提案者が獲得できる『パイ』にあたる r5(tF+ tc)は，

どの期においても変化しない.したがって， wパイ』と費用の純額は最終期で最も大き

くなる.これが最終期において和解交渉が成立する理由である.
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上の 2つを考慮した，混成型の費用のケースにおいて，どちらの費用の大きさが支

配的であるかによって和解成立時点が決定される.訴訟当事者は交渉時の費用と和解

が成立した時にかかる報酬金を弁護士に支払わなければならないので，混成型の費用

は，日本における弁護士に対する報酬制度に相当すると考えることができる.混成型

費用における結果は，和解成立時点が，中間時点に比べ最初の時点と最終期の周辺で

成立する確率が高くなる Wu字型』のパターンになるという， Spier (1992)の結果を

費用構造の観点から説明している.

このような和解交渉の成立における遅延は，過去の法廷審理前交渉の研究で得られ

たそれとは異なる性質を持つ.過去の研究においては，私的情報の存在が交渉におい

て遅延を生じさせる本質的な要因となっていた.しかし，本章での法廷審理前交渉ゲー

ムのモデルにおいては，私的情報が存在しないケースでも費用構造に依存して，遅延

が生じることがある.

本章の結果は， Wパイ』が各期確率的に変動する交渉ゲームを考察した Merloand 

Wilson (1998)に対応している.彼らはプレーャーの効用関数が譲渡可能効用である

とき，次の 3つが成立することを示した. (MW1)交渉の成立時点は，誰が提案者と

なるかという提案順序ではなく， Wパイ』の大きさにのみ依存する;(MW2)均衡結果

は一意であり，たとえ遅延が起こったとしても得られる結果は常に効率的なものとな

る;(MW3)すべての状態 (stαte)で合意が達成されることと『パイ』の確率過程が優

マルチンゲール'性を満たすことは同値である.まず， (MW1)と本章の結果との対応に

ついて述べる.本章では，交渉する結果節約可能な訴訟費用額から和解交渉において

発生する費用額を差し引いたものが『パイ』として考えられる.この『パイ』の大き

さがどのように推移していくかは交渉費用の構造に依存している.したがって，命題

3.1から 3.4で示された結果では，和解成立時点は交渉費用の大きさにのみ依存してい

る.また，誰が提案するかについては，和解成立時点ではなく，各当事者が得られる

利得にのみ影響している.次に， (MW2)との対応を考える.本章におけるすべての命

題では，あるパラメーターの組み合わせを所与として，和解成立時点は均衡結果とし

て一意に定まる.また，本章で観察される和解成立の遅延は，常に効率的となる.最

後に， (MW3)の優マルチンゲール性は，本章においては提案費用のみが生じる(ある

いは，提案費用の大きさが支配的な状況)場合(命題 3.2，3.4-(1))に，各時点において

今期と翌期のパイの大きさを比較したときに今期のほうが大きくなっていることと関
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連する.これは，提案するときに生じる費用が各期において， wパイ』を減らす役割を

果たしているからである.他方，優マノレチンゲール性を満たさない状況は，本章の交

渉成立費用が存在する場合(命題 3.3，3.4-(3))に対応する.交渉成立費用は和解交渉

が成立するときにのみ発生する費用であり，和解交渉の成立が遅延すると割引因子分

だけ費用が低くなり， wパイ』が増加していくことになる.

最後に，交渉成立費用や混成型の費用のどちらにおいても，その費用の大きさに応

じて，和解成立までの期聞が長引くか，あるいは和解交渉が決裂し，法廷で紛争を解

決することになる.交渉成立費用を低くする制度を定めることによって，和解交渉が

早期に成立し，法廷での紛争解決が減少する可能性が高くなることがいえる.

3.5 おわりに

本章では，完備情報の下で，ある期限内に和解が成立しない場合にのみ当事者は法

廷に進むという，法廷審理前和解交渉についてどのような均衡結果が起こるかを分析

してきた.いくつかの均衡結果の中で，法廷審理前和解交渉において，和解の合意が

遅れる場合があることを示した.その原因として考えられるものは，交渉成立費用で

ある.しかしながら，完備情報下の法廷審理前和解交渉においてなぜ遅延が生じるか，

というさらに大きな間いに答えるには本章の分析だけでは不十分である.たとえば，期

限内に和解が成立しない場合にのみ当事者は法廷に進むというのではなく，交渉が決

裂した場合にいつでも両当事者が法廷へ進むという選択肢がある状況なども分析する

必要があると考えられる.

また，本章は事後的な補償問題にのみ焦点を当てた分析であるが，事前的な事故抑

止問題を含めて考えることで，遅延の性質が変化するかもしれない.Kumagai (2001) 

では，この両方の問題を統一的に分析している.しかし， Kumagai (2001)は法廷審理

前和解交渉の問題を単純化しているので，本稿の分析と合わせて研究を進めることが

今後の課題である.

3.6 補論

以下で証明される補題 3.1から補題3.5を利用して，命題3.4を証明する.

まず，補題 3.1では，最終期Tでの最適反応と外生変数の関係を調べる.
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補題 3.1.被告(原告)が最終期Tに提案するとする.このとき，

r5>一一三一
-tF + tc 

が成立するとき，そしてそのときにのみ原告(被告)は最終期 Tで被告(原告)の提案

r5(pW -tC) + (1 -α) c (r5(pW +tF一αε)を受け入れる.

補題 3.1の証明.T期で，被告が提案者(応答者)になるとする.このとき，過去の提案

費用は固定される.SyはT期に当事者tが提案をするときの被告の最大提案額，ある

いは最大受入額である.同様に，5:トはT期に当事者tが提案をするときの原告の最低

提案額， あるいは最低受入額である.法廷に進むと，被告の期待支払額は -r5(pW+tF) 

である.したがって，T期で被告は

仰 W + tF) -ac = Sy， i = C， F 

よりも大きい額は提案しない(受け入れない).原告についても同様に，過去の提案費

用は固定され，法廷に進むと r5(pW-tc)を得る.したがって，T期で原告は

r5(pW -tc) + (1 -α)c =丘争 i = C，F 

よりも小さな提案額を受け入れない(提案しない).したがって，ST一丘T三Oのとき，

そしてそのときにのみT期で和解が成立する.つまり，和解が成立するための必要十

分条件は，

r5<一一三一
-tF + tc 

であり，原告(被告)は被告(原告)の提案，r5(pW -tc) + (1 -α)c (r5(pW +tF)-αc) 

を受 け入れる.

次に，補題3.2では，任意の t'+ 1期で合意が達成されることを所与として，t'期で

の最適反応と外生変数の関係を調べる.

補題 3.2.t' + 1期目に和解が成立すると仮定する.このとき，t' < Tとする.t'期で，

r5(c + c)三ε (3.2) 

であるとき，そしてそのときにのみf期で和解が成立する.
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補題 3.2の証明.(=今)最終期以外のf期を考え，t' + 1期に和解が成立すると仮定す

る.今，o(c+c)三Cとする.提案者の観点にたてば，右辺は今期負担するかもしれな

い最大の費用，左辺は今期相手から奪い取れる便益である.したがって，このとき提

案者は和解するほうが得になる.他方志答者の観点から，右辺は今期負担するかもし

れない最悪の費用，左辺は t'+ 1期に進むことによって負担する可能性のある最大の

費用と提案費用の和であるので，今期提案を受け入れたほうが得である.したがって，

o(C + C)三εならば，t' + 1期に和解が成立することを所与として，t'期に和解が成立

する.

( {::: )対偶を証明する.o(C + C) <ε とする.このとき，提案者の観点からは，今期の

最大の費用のほうが今期得られる便益より大きく，応答者の観点からは翌期合意が達

成されるときの費用のほうが小さいので，これはず期で和解が成立しないことを意味

す る.

最終期で和解を提案する当事者は，和解が成立する時にのみかかる費用を負担しでも

なお法廷に進む費用の方が大きいので，提案者が Cを負担することになる.したがっ

て，T期で負担する費用よりも，法廷に進まないことによる節約費用の方が大きけれ

ば，T期で和解が成立することを意味する.

(3.2)式は，それぞれ提案者と応答者の観点から意味を持つ.提案者の観点にたてば，

(3.2)式の左辺は，翌期に進むと和解が成立するので，和解成立時にのみ発生する費用

負担の最大額と翌期の提案者が押し付けてくるかもしれない提案費用の合計である.

すなわち，今期相手から奪い取れる便益をあらわしている.右辺は今期負担するかも

しれない最大の費用である.他方，応答者の観点から，左辺は翌期に進まないことに

よる節約費用であり，右辺は今期負担するかもしれない最大費用である.したがって，

(3.2)式を満たすならば，今期和解が成立することになる.

補題3.2は補題3.1と同様に，t'期での最大の費用が t'+ 1期で負担しなければなら

ない最大の費用よりも小さいならば，t'期で和解が成立することを意味する.

補題3.1と3.2を所与として，考慮すべきすべての場合のうち，最終期の結果を所与

として，残っている場合は T-1期から後ろ向きに考えた任意の時点まで合意が達成

されない場合である.それらを示す上で重要な結果が以下の 2つの補題である.これ

らは，最終期において合意が達成されるか否かに応じて結果が異なる.前者について
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の結果が補題 3.3であり，後者についてが補題 3.4である.

補題 3.3.Tは奇数とし，任意の f期から T期まで合意が達成されないとする.

(1) .被告が最初に提案をするとする.このとき， t'期で合意が達成されることと拒

否されることを無差別にするようなEP> 0が存在し， εF=ε-r5T-t'+l(tF + 

tc)+cZI=t，dT-kである.

(2) .原告が最初に提案をするとする.このとき， t'期で合意が達成されることと拒

否されることを無差別にするような苧 >0が存在し， εF=ε-r5T-t'+l(tF + 

tc)+cE:LvdT-k. 

補題 3.3の証明.(1)少なくとも T期で合意が達成されないので，補題3.1より ，(tF+ 

tc) < eが成り立つ.このとき，T期で，合意が達成されることと拒否されることを無

差別にするような手 >0が存在する，つまり，

r5(tF + tc) = e一ε手

を満たすような ε~>O が存在する.

T期で合意が達成されないことを所与として，T-1期を考える.今期応答者が提案

者の提案を受け入れると，今期負担しなければならない最大の費用はCである.もし合

意が達成されないと，翌期以降の負担すべき最大費用はr52(tF+tc) +r5cである.提案者

は，今期和解が成立すると，最大Cを負担しなければならないが， 152 (tF十tc)+r5cの利

得を得ることができる.もしT-1期で合意が達成されないならば， r52(tF+tc)+r5c < e 

となる.このとき，

r5
2(tF + tc) + r5c = e-ε手-1

となるような ε手-1> 0が存在する.

T-1期で合意が達成されないことを所与として，T-2期を考える.応答者は今期和

解すると，最大Cを負担しなければならないが，提案を拒否すると，r53(tF+tC)十r52c+r5c

の費用を翌期以降，負担しなければならない.他方，提案者は和解が成立することで，

今期最大で Eを負担しなければならないが，r53(tF+tc)r52C+r5cの利得を得ることが

できる.したがって，♂(tF+ tC)r52c + r5c < eならば，T -2期で合意が達成されな
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い.このとき，

<5
3(tF + tc) + <52c + <5c =δ-ε手-2

となるような 4-2>Oが存在する.t'期から T期まで合意が達成されないことを所

与として，任意の f期においても同様に苧 >0が存在する.

(2) (1)と同様に証明できる. • 
補題 3.4.Tは奇数とし，T期で合意が達成されるとする.さらに，任意の f期から

T-1期固まで合意が達成されないとする.

(1) .被告が最初に提案をするとする.このとき， t'期で合意が達成されることと拒否

されることを無差別にするような寸+1> 0が存在し， ε2=ε-<5T-
t' (e + c) -

cE:IJST-kとなる.

(2) .原告が最初に提案をするとする.このとき， t'期で合意が達成されることと拒否

されることを無差別にするような 4+1>Oが存在し， ε3=E-dT-tF(C+c)-

cZIJF-kとなる.

補題 3.4の証明.後ろ向き帰納法を使って証明をする.

(1).被告が提案をする任意の t'< T期を考える.仮定より，最終期Tで被告の提

案は原告に受け入れられる.補題 3.1より ，T期で被告が Cを負担する.被告は

T-1 

S[， = <5T-
t
'+l(pW -tc) -o:e + <5Tーら+c玄zbtf=If--1-1 

k=t' 

よりも大きな提案をしない.ただし，社jは最初に提案する当事者が tであり ，k期に

当事者jが提案をすることを意味し，
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if kが奇数，

otherwise 

とする.同様に，原告は

T-1 

丘f， = <5T-
t'+l(pW -tc) + (1 -α)ε-czdF f=l，，Tー 1
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よりも小さな提案を受け入れない.ただし，
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if kが偶数，

otherwise 

と定義する.

仮定より ，t'期で合意が成立しないので， SF-S<Oが成立する.すなわち，

T-l 

H-S=6T-~+c乞(ck，p-rJk，p) -c < 0 
k=t' 

T-l 

~ (jT-勺 +C)+CL(jT-k<δ

ならば，和解は成立しない.このとき，明らかに

T-l 

(jT-勺+C) + C L (jT-k =ε-d 

となるような寸 >0が存在する.

原告が提案する任意の t'+ 1三T-1期について，上述の t'にt'+ 1を代入すると，

同様に証明できる.

(2) .被告が提案をする任意の t'< T期を考える.仮定より ，T期で原告提案は被告

に受け入れられ，補題 3.1より T期で被告が εを負担するので，被告は

T-l 

S[， = (jT-t'+1(pW +怜)-ac + C L cf，p t' = 1， .・ ，T-1

k=t' 

よりも大きな提案をしない.ただし，
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声
、

if kが偶数，

otherwise 

とする.他方，原告は

T-l 

fif， = (jT-t'+1(pW +如)+ (1-α)c-F-f-cZηF，F f=l，，T-l 
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よりも小さな提案は受け入れない.ただし，
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if kが奇数，

otherwise 

と定義する.

仮定より ，t'期で合意が成立しないので， SF-S<Oが成り立つ.すなわち，

T-l 

JT-勺 +c)+c乞JT-k<ε 

したがって，

T-l 

JT-t' (c + c) + C L JT-k = C - é~ 
k=t' 

となるような寸 >0が存在する.

原告が提案する任意の t'+ 1 ::; T -1期に関して，t'にt'+ 1を代入すれば，同様に

証明できる.

• 
ただし，斗 >0は，最終期で i(i = A，R)を所与として，t'期において合意を達成す

ることと拒否することで無差別になるような正の値である.上の 2つの結果は，前提

となっている交渉期間 T を偶数と変えたとしても同様の é~，を示すことができる.

補題 3.3と補題 3.4で示されたε;Fを利用して，このケースにおける最適反応条件を

導くことができる.

補題 3.5.

(1). T期で提案が合意され，任意の t'+ 1期から T-1期まで提案が拒否されるとす

る.このとき，

J(ε ー ε3+1+c)三ε

が満たされるとき，そしてそのときにのみf期で和解が成立する.
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(2). T期で提案が合意されていないとする.さらに，任意の t'+ 1期から T-1期ま

で提案が拒否されるとする.このとき，

d(e一εF+1+c)三C

が満たされるとき，そしてそのときにのみf期で和解が成立する.

(3). T期で提案が合意されているとする.このとき，

d(e + c)三ε

が満たされるとき，そしてそのときにのみ T-1期で和解が成立する.

(4). T期で提案が合意されていないとする.このとき，

d(e一εP+c)三C

が満たされるとき，そしてそのときにのみ T-1期で和解が成立する.

補題 3.5の証明.(1) (-~). Tは奇数とし，t'期で和解が成立しているとする.t' + 1 

期で合意が達成されないので，補題 3.4より，

T-l 

6T-f+1(C+c)+czdT k =c-41 

k=t'+2 

となる寸 >0が存在する.t'期で，和解が成立する必要十分条件は SF-EF三0，あ

るいは SF-EF三Oである.すなわち

T-l 

dT-勺 +c)+c乞 dT-kさEぅ

k=t'+l 

字=争 d(ε-4+1+c)三c.

上の同値関係は4+1の定義から成り立つ.したがって，t'期で和解が成立するならば，

d(e -e:+1十 c)三Cが成立する.

T期が偶数とし，t'期で和解が成立するときも同様に証明できる.

(=今).d(e-ε3+1+c)三Cが成立するとする.補題 3.4より，

d(εー ε3+1+c)=6(C一εj+1)+dc三c，
T-l 

{::::=? dT -t' +1 (δ+c)+c 2: dT-kさC

k=t'+l 
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となり，これは与-~~，三 O を意味し ， t'期で和解が成立する.

(2) (1)と同様に証明できる.

(3)補題 3.2より成立する.

(4)補題3.3より， 4>Oが存在する.T-1期で和解が成立するための必要十分条件

は， EE-1-S-JOまたは， E21-6-1三Oが成立することである.すなわち，

8(pW + tF) + 8c -o:c =再-1之島-1= 82(pW -tC) + (1 -α)C 

が成立しなければならない.したがって，8(tF + tc) =ε-4より，上の条件は以下

のように書き換えることができる.

82(tF + tc) + 8c三o~ 8(ε-εF+c)三C.

• 
補題 3.1から補題 3.5を利用して，命題 3.4を証明する.

命題 3.4の証明.以下では，後ろ向き帰納法によって証明する.

(1)(宇)1期目に和解が成立するとする.補題3.1より ，8(tF +tC)三 c.T期での和解

交渉を所与として，T-1期では補題3.2より 8(c+c)三δとならなければならない.こ

れらのことを所与として， 1期目までさかのぼると， 2期目で提案の合意がなされなけれ

ばならないので，補題3.2より ，8(c+c)さEが成立する.仮定より， QE5z>品z

なので，すべての期で提案の合意がなされるとき， QE25が成立する.

(キ)QEEzとする.仮定より ，tF + tc > c + cなので， Qdzzが成立する.し

たがって，T期では合意が達成される.T期での和解交渉を所与として， QEfEな

ので，補題 3.2より T-1期で合意が達成される.これらのことを所与として 1期

固までさかのぼると， 8 >よなので，補題 3.2より提案が合意される.したがって，=-e+c _. -

1期目に和解が成立する.

(2) (-C:=)すべての期で提案が拒否されると仮定する.T期では，補題3.1より 8< tF告z
が成立する.任意のfを固定する.補題3.3より，任意のf十l<T期では，提案の受け

入れと拒否の間で無差別になるようなε7+1>Oが存在している.したがって，補題3.5

より f期では， 8 < ;-で手でてが成立しなければならない.仮定より， 8 <γ主t:::<三=
LF-rLC <':-r<': 

t'+1・

なので， 8 <ァ4ァ<ァーιーとなる.このことは， 1期日までさかのぼっても同じ
. tF-t-tC . e-t::;-+1 +c 

ことが言える.
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(コ)kdEとする 補題 3.1より ，T期では提案が拒否される.任意の t'< T 

期を考えると，仮定より 8< " ~，ー< ~~ーが成立しなければならない.したがって，tF+tC -... C+C 

補題 3.3と補題 3.5より， 8 < t"，1tro < c1c < r-p手τzとなる.ゆえに，
- -t'十1' -

で提案が拒否される.

(3) (宇)最終期でのみ提案が受け入れられると仮定する.補題 3.1より，

任意の f期

8 >ー」一一
一 tF+tC

が成立する.これを所与として，最終期でのみ合意が達成されるので，補題 3.2より，

T-1期では 8<古手ーとならなければならない.任意の f期では，提案が拒否される
しTし

ので，補題3.5より 8< ;-チーだが成立している.明らかに 8<去<会てが成
し <;"t'ート1 'v 】 V vt'+l 'v 

り立っている. したがって，ァヰァ<8 < ~~でとなる.
ιF十 ιc - G-;-G 

(キ)dz壬6<EEzとする.Qdzzなので，補題3.1より ，T期で合意が達成さ

れ， 6<Efzなので，補題3.2より ，T-1期で提案が拒否される.補題 3.4と補題 3.5

より， 8 <古手ー<ァ手-ーなので，任意の t'期で提案が拒否される.
Tじ C-O;'+l+c • 
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第4章 訴訟を伴う事故抑止努力インセン

ティブ:過失責任

4.1 はじめに

第2章では，過失責任と寄与過失を伴う厳格責任のどちらの損害賠償責任ルールが

潜在的な加害者としての企業に事故抑止努力をさせるのかを，完全観測と不完全観測

の両方のケースを分析した.第2章では，企業が提案する和解額が固定されているモ

デ、ルを取り扱っている.企業は，評判の下落をおそれるという理由によって正の和解

額を提示した.しかし，もし企業が確実に勝訴するのであれば，消費者は訴訟費用を

負担することを避けるために訴訟を取り下げる.したがって，企業は消費者に対して

和解額Oを提案すると考えることができる.ゆえに，企業はたとえ和解額Oを提示して

も，法廷にまで紛争が持ち込まれないので，評判の下落を回避することができる.こ

のとき，和解額 Oを消費者が常に受諾するならば，企業は事故抑止努力をするインセ

ンティプを持たない.したがって，企業が和解額を内生的に決定するとき，どのよう

にして企業の事故抑止努力インセンティブを引き出せば良いのかということが問題と

なる.

また，和解提案をすることができる当事者は企業だけではない.消費者が提案をす

るケースも考えることができる.本章では，過失責任のもとで，企業が和解提案者に

なるケースと消費者が和解提案者になるケースの双方を分析する.そして，それぞれ

のケースのもとで，事故抑止努力インセンティプがどのように変化するのか，あるい

はどのくらいの頻度で法廷に進むケースが存在するのかということを中心に分析を進

める.寄与過失を伴う厳格責任については次章にて取り扱う.

和解額を内生的に決定するモデソレはBebchuk(1984)が最初に分析した.Bebchuk (1984) 

のモデルでは，被告が私的情報を持っており，原告が和解提案を行うケースを取り扱っ

ている.Bebchuk (1984)以降，和解交渉を明示的に考慮、した訴訟プロセスに関する

モデ、ルとして， Reinganum and Wild (1986)， Nalebuff (1987)， P'ng (1987)，そして
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Schwizer (1989)が挙げられる.これらの論文は，原告，あるいは被告のどちらか一方，

もしくは両当事者が私的情報を持っており，和解交渉は 1回限り (tαke-it岨 or-leαve-it

offer)である.ゲームの構造としてはシグナリング，あるいはスクリーニング、モデ、ル

となっている.この様なモデ、ルのもとで，均衡和解額と均衡和解確率を導出している.

Sobel (1989)では，複数回の和解提案が可能であり，被告が原告に対して強制的に私

的情報を明らかにしなければならない情報開示制度 (Mαndαtorydisclosure)と被告の

自由な意思に任せる情報開示制度 (Voluntαry disclosure)の両方を分析している.上記

の論文はどちらか一方の当事者が私的情報を所有しているのに対して， Daughetyand 

Reinganum (1994)は原告と被告の両者が私的情報を持っているもとでの均衡和解額を

導出している

Hylton (2002)は加害者が私的情報を持ち，被告が和解提案をするというスクリーニ

ング、モデルを分析している.上述のモデ、ルと異なる点は，裁判所の判決に過誤が存在

するという点である.このモデルのもとで，均衡和解額と均衡和解確率を導出してい

る.そして，パラメータが変化したとき，均衡和解額や均衡和解確率にどのような影

響を与えるのかを調べている.

これらの分析において，被告が事故前に選択した事故抑止努力水準は私的情報とし

て与えられている一方で，原告については，事故抑止努力水準の選択問題はまったく考

慮されていない.実際には，原告や被告は事故発生前に事故抑止努力を選択しており，

この選択は訴訟プロセスや損害賠償責任ルールに影響されることが予想される.本章

では，これらのことを考慮し，第2章を拡張したモデ、ルを取り扱う 2

第2章と同様に，本章のモデ、ルにおいても 2つのステ}ジから構成される.第2章の

モデルとの大きな違いは，企業の事故抑止努力に関するシグ、ナルの発生と訴訟ステー

ジである.シグ、ナルの発生について第2章では，企業が事故抑止努力を怠ると消費者

は確実にシグ、ナル Uを観察し，企業が事故抑止努力をすると確率 1-ε で肌確率εで

りを観察した.本章では，シグ、ナルの発生方法を少し複雑にする.企業が事故抑止努力

をするとき，消費者が観察するシグナルは同じであるが，企業が事故抑止努力を怠っ

たときでも εの確率で消費者はシグ、ナル η を観察し，確率 1-ε で、シグナルりを観察

1ただし， Daughety and Reinganum (1994)では，情報開示制度を導入した分析をしていない.

2最近では，このことを考慮する分析もなされている.例えば， Bernardo et al. (2000)モデルは被告

の事故抑止努力のみを扱っており，損害賠償責任ルールを取り扱っていないが，事故抑止努力に関する

決定問題と訴訟プロセスを明示的に取り扱っている論文である.
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するとする3 訴訟ステージについて，第2章では企業が和解提案者で、あったが，本章

では企業が和解提案者のケースと消費者が和解提案者の両方のケースを分析する.さ

らに，和解提案者が和解額を内生的に決定するモデ、ルを考察する.このようなモデ、ル

のもとで，和解提案者が企業のときと消費者のとき，それぞれにおいて両当事者が少

なくとも正の確率で事故抑止努力をする均衡は存在するか，存在するならば，どのよ

うな特徴を持っているのかということを調べる.したがって，各当事者が正の確率で

事故抑止努力をするという均衡のすべてを考察する.

第2節ではモデ、ルを構築する.第 3節では，ベンチマークとして完全観測のケース

を分析する.そして，第4節で不完全観測のケースを分析する.

4.2 モデル

本節では，訴訟を明示的に考慮した加害者と被害者の事故抑止努力に関するモデル

を構築する.生じた損害を誰が負担するかを決定する損害賠償責任ルールと社会的事

故抑止基準に関しては，第 1章2節を参照してほしい.次に各当事者の戦略と均衡を

定義する.

4.2.1 ゲームの構造

2人の当事者がゲームをプレイする.(潜在的な)加害者として企業， (潜在的な)被害者

として消費者を考える.ゲームは事故抑止努力選択ステージと訴訟ステージに分けること

ができる.まず，事故抑止行動選択ステージでは，最初に企業が行動σFε AF= {N， V} 

の選択を行う.Nは事故抑止努力をする，Vは事故抑止努力を怠ることを表す.事故

抑止努力の例としては， (1)製品のマニュアルに警告，使用上の注意などを詳細かつ，

使用者に理解しやすく記述する， (2)食品工場の内部を常に清潔に保つ， (3)ファース

トフード庖において，飲み物を熱くしすぎないように温度調整をする，もしくは熱い

ときは，消費者に注意を促す，などである.もし企業が事故抑止努力事故抑止努力を

するならば，事故抑止費用 γ>0を負担しなければならない.

一方，消費者は企業の製品を購入するかを明示的に調べる必要があるが，消費者は

3これは，努力をしても必ずしも良い結果が相手に観察されるとは限らないことを意味している.モ

ラル・ハザードを取り扱っているプリンシパルーエージェントモデル(契約理論)や繰り返しゲームの私

的，かっ不完全観測モデルにおいて，結果の観察が必ずしもプレーャーの選択した行動と完全には相関

していないということと閉じである.詳細は伊藤 (2003).今井・岡田 (2003)を参照.
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その製品を購入すると仮定する.ここでは，消費者が製品を購入し，事故が発生した

後に関心を寄せているためである.

次に消費者が行動σるεAc= {NぅV}の選択をする.例えば，消費者の事故抑止努

力として (1)使用する製品の取扱説明書を読み，それにしたがい製品を使用する， (2) 

要冷蔵の食品を冷蔵庫にしまう， (3)賞味期限の過ぎた食品を食べない，などがある.

もし消費者が事故抑止努力するならば，事故抑止費用として 8>0を負担しなければ

ならない.

もし消費者が製品を使用しているときに事故が発生しないならば，ゲームは終了す

る.もし事故が発生するならば訴訟ステージに進む.事故の発生確率は両当事者の行

動に依存し， αtJで表される.ただし ε{N，V}は企業の行動を示し， J ε{N，V} 

は消費者の行動を示す.本章を通して，事故発生確率に関して次の関係が成立すると

仮定する:

αN N  <αVN  <αVV， 

αN N  <αNV  <αVV， 

αVV-αNV  <αVN  -αNN. 

(4.1) 

(4.2) 

(4.3) 

(4.1)と(4.2)は，相手の行動を所与として，各当事者は事故抑止努力をする方が怠る

ときよりも事故発生確率を抑えることができることを意味する.また， (4.3)は企業の

視点から，消費者が事故抑止努力を怠っているときの限界事故発生確率は，消費者が

事故抑止努力をしているときの限界事故発生確率よりも低いことを意味する4 事故が

生じると，消費者は損害額Lを被る.両当事者は消費者の被る損害額Lを知っている

と仮定する.

事故発生後，消費者は企業の事故抑止努力の選択に関する証拠を見つける.この証

拠をシグ、ナルと呼ぶことにする5 消費者の観察可能なシグナルはωεn= {η，v}で

表される.nは企業が事故抑止努力をしたというシグ、ナル，りは企業が事故抑止努力

4ここでの限界事故発生確率とは，消費者の事故抑止行動を所与として，企業が事故抑止努力を怠って

いるときの事故発生確率と事故抑止をしているときの事故発生確率の差である.消費者の視点からの限

界事故発生確率の仮定は，次のようになる:

αVV一αVN<αNVーαNN・

5消費者は，事故抑止行動に関しての選択終了後，行動を変更することができない.したがって，消費

者が事故発生前にシグナルを観察したとしても，本質は変わらない.
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を怠ったというシグ、ナルを表す.もし企業が事故抑止努力をするならば，消費者は確

率 1-ε で、シグ、ナル η を観察し，確率 εでシグ、ナルりを観察する.他方，企業が事故

抑止努力を怠るならば，消費者は確率 1-ε で、シグナルりを観察し，確率εでシグナル

η を観察する.これは，消費者は企業の事故抑止行動について，完全に観察すること

ができないことを意味する.また，企業は消費者がどのようなシグ、ナルを観察したの

かを知ることができないとする.

消費者がシグ、ナルを観察した後，企業と消費者は和解交渉を開始する.和解提案者 i

は，和解額 SiεS= [0，∞)を相手に提案する6 ただし， i = {F，C}である.和解

額を提案されると，応答者 j手tは和解提案を受諾するか拒否するかを選択する:

αJsεAjs = {A，R}.ただし，j = {F，C}である.また，Aは和解提案を受諾する，R

は和解提案を拒否することを意味する.もし和解が成立するならば，企業は消費者に

和解額 Siを支払いゲームは終了する.もし和解交渉が決裂するならば，法廷で決着が

つけられる.法廷に進むと企業と消費者はそれぞれ tFとたの訴訟費用を負担しなけ

ればならない.法廷では，過失責任にしたがって判決が下される.法廷では，企業と

消費者が選択した事故抑止行動がそれぞれ明らかになると仮定する.したがって，正

しい判決がなされる.もし企業が敗訴するならば，企業は判決額W を負担する必要が

ある.ただし，分析を意味のあるものにするために W > tc， L > tc，そして L> tF 

とする.

時間軸については，図に要約される.

企業

AF = {N， V} 

消費者

Ac = {N， V} 

事故

αij 

シグナル

口={η，v}

図 4.1:タイミング

提案者

Si = [0，∞) 結果

応答者

Ajs = {A，R} 

次に，このゲームの利得を定義する.まず，事故が生じないときの利得から定義す

る.もし企業が事故抑止努力をするならば企業の費用は γであり，事故抑止努力を怠

るならば企業の費用はOである.他方，消費者が事故抑止努力をするならば消費者の

利得は -8であり，事故抑止努力を怠るならば消費者の利得はOである.

6和解提案者が企業のとき， 0という提案に対して消費者が受諾するならば，消費者は訴訟を取り下げ

たと解釈できる.
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事故が生じたことを所与として，企業の費用は以下のようになる:

ρ(σ予)γ +tF ifαj5 = R，かつ企業が勝訴するう

UF(Z) = <ρ(aF)γ+ W + tF ifαj5 = R，かつ企業が敗訴するう

ρ(σ予)γ+Si ifαj5 = A. 

ただし，UF(Z)はzに依存した企業の費用関数であり ，Z={σトσふα小 ω，Si，αj5 }は

終節 (terminα1node)を表す.また， μ(.)は μ(N)= 1，μ(V) = 0となるような関数

である.消費者の利得は次のようになる:

-ρ(σる)15-tc -L ifαj5 = R，かつ消費者が敗訴する・ヲ

UF(Z) = < -ρ(σる)15+ W -tF -L ifαj5 = R，かつ消費者が勝訴するう

一ρ(σる)15+ Si -L ifαj5 = A. 

ただし，uc(z)はzに依存する消費者の利得関数である.

4.2.2 戦略と均衡

まず企業が和解提案者のケースにおける各当事者の戦略を記述する.事故抑止努力

選択ステージにおける企業の行動戦略は σFEムAFである.ただし，AF ξ {N，V} 

である.ムAFは企業の混合行動 (mixedbehαvior)の集合を意味し，AF上の確率分

布である.訴訟ステージにおける企業の行動戦略は σ手:AF →(ム8)2である.ただ

し， 8ε[0，∞)は企業の和解提案額の集合，ムSはS上の確率分布である.すなわち，

企業は事故抑止努力選択ステージで決定した行動に依存して，消費者に和解提案を行

うことを意味する.企業の行動戦略プロファイルは σF= (σトσf.，)と表される.例え

ば， σF=N，σf.， = (0， W -tC)という行動戦略プロファイルσF= (σトσf.，)を考え

る. (1)企業は事故抑止行動選択ステージで事故抑止努力をすることを選択し (σFの

第 l要素)， (2)企業は事故抑止努力をしたとき，訴訟ステ}ジでOを提案し (σFの第

2要素)， (3)企業は事故抑止努力を怠るとき，W-tcを選択する (σFの第3要素)こ

とを意味する.

事故抑止努力選択ステージにおける消費者の行動戦略はσるεムAcである.ただし，

Ac ε{N，V}である.ムAcは消費者の混合行動の集合を意味し，ムAcはAc上の確率
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分布である.訴訟ステージにおける消費者の行動戦略は σ~:AcxOxS →ム ({A，R}) 

である.ただし， 0ε{η，り}はシグナルの集合を意味する.また，ム({A，R})は和解

ステージにおける消費者の混合行動を意味し，{A，R}上の確率分布である.訴訟ス

テージにおいて，消費者は事故抑止努力選択ステージにおける行動，観察したシグ

ナル，そして企業から提案された和解額に依存して，和解提案を受諾するか拒否する

かを決定する.消費者の行動戦略プロファイルは σc=(σふσち)と表される.例え

ば， σる=N，σち=(α3f，w tc，α5f，w-tc，α2UZ，o)という行動戦略プロフアイ

ノレ σC=(σふ σ~) を考える.ただし， α2山F は，消費者は事故抑止努力選択ステージ

でσちを選択し，シグ、ナルωを観察し，そして SFの和解提案をされたとき，企業の和

解提案が SF以上ならば受諾し，SF未満の和解提案額を拒否することを意味する.こ

の消費者の行動戦略プロファイルは次のことを意味する. (1)消費者は事故抑止行動選

択ステージで事故抑止努力をすることを選択し (σcの第 1要素)， (2)消費者が事故抑

止努力をし，シグナル η を観察するとき，企業の和解提案額が SF三W-tcならば受

諾し，それ以外ならば拒否する (σcの第2要素)， (3)消費者が事故抑止努力をし，シ

グ、ナルりを観察するとき，企業の和解提案額が SF~ W ーたならば受諾し，それ以外

ならば拒否する (σLの第3要素)， (4)消費者が事故抑止努力を怠り，シグ、ナル η を観

察するとき，企業の任意の和解提案額 SFどOを受諾し (σcの第4要素)， (5)消費者

が事故抑止努力を怠り，シグ、ナルりを観察するとき，企業の任意の和解提案額 SF三0

を受諾する (σcの第5要素)ことを意味する.

次に，消費者が和解提案者のケースにおける各当事者の戦略を記述する.このとき，

事故抑止努力選択ステージにおける企業の行動戦略はσ予ε{N，V}である.訴訟ステー

ジにおける企業の行動戦略はσt:AF x S →ム ({A，R})である.企業は事故抑止努力

選択ステージで選択した行動と，消費者から提案された和解額に依存して，消費者か

らの和解提案を受諾するか拒否するかを決定する.ただし，ム ({A，R})は訴訟ステー

ジにおける企業の混合行動を意味し，{A，R}上の確率分布である.例えば， σ予=N，

σL=(α2hr+tF)という行動戦略プロファイノレσF=(σふ斗)を考える.ただし，

αZ，sc
は，企業は事故抑止努力選択ステージでσ予を選択し，SC以下の和解提案をさ

れたとき，消費者の和解提案を受諾し，SCよりも大きい和解提案額を拒否することを

意味する.この戦略は (1)企業は事故抑止努力ステージで事故抑止努力をすることを

選択し (σFの第 1要素)， (2)企業が事故抑止努力を選択したとき，消費者の任意の
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和解提案額を拒否し (σFの第2要素)， (3)企業が事故抑止努力を怠ることを選択した

とき消費者の和解提案額s~ W +tpを受諾し，それ以外は拒否する (σFの第3要素)

ということを意味する.

事故抑止努力選択ステージにおける消費者の行動戦略は σるεムAcである.訴訟

ステージにおける消費者の行動戦略は σ~ : Ac x n →ムSである.これは，消費者

は選択した事故抑止努力と観察したシグナルに依存して和解額を提案することを意味

する.例えば， σち =N， σ~ = (W + tp，O， W + tp，O)という行動戦略プロファイル

σc=(σふσも)を考える.この戦略プロファイルは， (1)消費者は事故抑止努力ステー

ジにおいて，事故抑止努力をすることを選択し (σcの第 1要素)， (2)消費者が事故抑

止努力をし，シグ、ナル η を観察するときに W-tcを提案し (σcの第2要素)， (3)消

費者が事故抑止努力をし，シグ、ナル U を観察するときに Oを提案し (σcの第 3要素)，

(4)消費者が事故抑止努力を怠り，シグ、ナノレ η を観察するとき W+tpを提案し (σc

の第4要素)， (5)消費者が事故抑止努力を怠り，シグ、ナル U を観察するときに Oを提

案する (σcの第 5要素)ということを意味する.どちらの当事者が和解額を提案する

ケースにおいても，消費者はシグナルを観察することから，企業よりも消費者の戦略

の方が複雑になっている.

解概念は，完全ペイジアン均衡 (PerfectBαyes2αn equilibr叩m)を採用する7 完全

ペイジアン均衡は，逐次合理的な行動戦略プロファイル σ=(σp，σc)と整合的な予

想 (belieJ)μの組 ((σp，σc)，μ)と表現される8 ただし，本章では予想、が 1のとき，予

想を省略し，行動戦略のみで完全ベイジアン均衡を表現する.また，予想、が 1ではな

いとき，予想は別に表記することにする9

4.3 完全観測

本節では，上述のモデ、ルを分析する前にベンチマークとして，完全観測 (ε=0)の

状況を分析する.完全観測のケースでは，企業の行動に関してノイズがないので，消

7詳細は， Gibbons (1992)， Fudenberg and Tirole (1991b)を参照

8完全ペイジアン均衡において，予想、は均衡経路上 (onthe equilibrium path)についてはベイズルー

ルに従って形成されなければならない.ベイズルーノレに従って形成され，行動戦略の逐次合理性に反し

ない予惣を整合的な予想、と呼ぶ.また，完全ペイジアン均衡は均衡経路外 (offthe equilibrium path)に
ついては何ら制限を課さない.

9予想が 1のとき，多くの場合予想を省略し，行動戦略プロファイルのみで完全ペイジアン均衡を表

現するものが多い.本章もこの慣習に従う.
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費者の得るシグ、ナルは企業の行動を反映していることになる.したがって，消費者は

企業の行動を正しく推測できることを意味する.

どのような事故抑止費用をもっ当事者が事故抑止努力をするかを調べる.最初に，企

業が和解提案者になるケースを分析し，次に消費者が和解提案者になるケースの分析

を行う.

4.3.1 企業が和解提案者のケース

完全観測のケースで，企業は消費者に対して，次のような分離和解提案 (separating 

settlement offer)をする.

補題 4.1.過失責任のもとで，企業は事故抑止努力をするとき S~ = 0を提案し，事故

抑止努力を怠るとき S~ = W -tcを提案する:at = (0， W -tc). 

証明は，すべて補論に記す.直観的には，次のことが原因で企業は分離和解提案を

行う.完全観測のケースなので，企業は事故抑止を怠ると確実に消費者に行動を推測

されてしまう.もし企業が事故抑止努力をするならば，企業は勝訴するので，消費者

は法廷に進むインセンティブを持たない.したがって，企業はSF=Oを提案し，消費

者はこの提案を受諾する.他方，企業が事故抑止努力を怠るとき敗訴する.もし法廷

に進むならば，企業は W+tFを負担しなければならない.消費者は法廷で W-tc

を得るので，企業は S~ = W -tcを提案し，消費者は受諾する.従って，企業は法廷

に進むよりも支払額を抑えることができる.

次の戦略のクラスを考える:

件 =N， at = (0， W -tc)， 

I A if (N or V)， n and SFどOぅ or(N or V) and SF三W-tc，
合る =N，。L={

I R if (N or V)， v and SF < W -tC' 

この戦略のクラスは次のことを意味する.企業と消費者は確実に事故抑止努力をする.

企業は事故抑止努力をするならば S~ = 0，事故抑止努力を怠ると S~ = W -tcを消

費者に提案する.消費者は自らの事故抑止努力に依存せずに，シグナル η を観察し，

押さ Oを提案されると，あるいは SF三W-tcを提案されると企業の和解提案を受

諾する.他方，シグ、ナルりを観察し，SF < W -tcを提案されると，拒否する.
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命題4.1はこの戦略のクラスが完全ペイジアン均衡になっていることを示す.

命題 4.1.次の式が成立するとき，そしてそのときのみ戦略プロファイルo-=(δF，o-c) 

は完全ペイジアン均衡である.

γ三αVN(W-tc)ヲ

6三(αNV一αNN)L

( 4.4) 

(4.5) 

損害額Lが十分に大きいならば補償的損害賠償，損害額が十分小さいならば懲罰的損

害賠償を採用することで，両当事者とも社会的事故抑止基準を達成することができる.

直観的にいうと，企業と消費者の事故抑止費用 γと6がそれほど大きくないときに

両当事者が事故抑止努力をする均衡が存在する.なお， (4.4)と (4.5)が厳密な不等号

で満たされるとき，命題 4.1の完全ペイジアン均衡は一意に成立する.また，この完

全ペイジアン均衡では，消費者は法廷に進まず，常に和解交渉が成立する.

消費者が事故抑止努力をするための臨界値は社会的事故抑止基準と一致する.すな

わち，すべての社会的に事故抑止努力をすることが望ましい消費者は事故抑止努力を

する.もし (αVN一αNN)L=αVN(W -tc)となるように判決額を調整するならば，

企業が事故抑止努力をするための臨界値は社会的事故抑止基準と一致する.これは，つ

ぎのことを意味する.もし損害額が十分に大きいならば補償的損害賠償を，損害額が

十分に小さいならば懲罰的損害賠償を採用しなければならない.直観的には以下のよ

うに説明することができる.損害額が十分大きいとき，判決額が大きすぎると，社会

的に事故抑止努力を怠ることが望ましい企業が事故抑止努力をする.したがって，損

害額が寿分大きいとき，懲罰的損害賠償を採用すると過剰抑止となる.他方，損害額

が十分小さいとき，社会的に事故抑止努力をすることが望ましい企業が事故抑止努力

を怠る.これは，企業に対するペナルティが弱すぎることを意味する.したがって，損

害額が十分小さいとき，補償的損害賠償を採用すると過小抑止となる.

最後に，各パラメータが変化するときに，企業と消費者の事故抑止努力インセンティ

プにどのような影響があるかを調べる.判決額が大きくなると，企業が事故抑止努力

を怠るときの負担額が大きくなるためにより高い事故抑止費用を持つ企業も事故抑止

努力をすることになる.判決額の大きさは，消費者が被った損害額の大きさに依存し

て決めなければならない.企業が事故抑止努力をするための臨界値と社会的事故抑止

基準が一致する判決額は一意に決まる.
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消費者の訴訟費用が増加すると，消費者はできるだけ和解で問題解決を図ろうとす

る.たとえ企業が事故抑止努力を怠ったとしても，安い和解額で和解交渉が成立する

ので，守に近い事故抑止費用を持つ企業は事故抑止努力を怠るようになる.このとき，

企業が事故抑止努力をするための臨界値を社会的事故抑止基準と一致させるためには，

判決額を増やす必要がある.

完全観測かっ企業が和解提案者のケースでは，均衡において，和解交渉ですべての

紛争が解決する.したがって，消費者に対して判決額，消費者の訴訟費用の増加は影

響しない.さらに，同様の理由によって企業の訴訟費用の増加は両当事者の事故抑止

努力に影響しない.

4.3.2 消費者が和解提案者のケース

完全観測のもとで，消費者は次のような分離和解提案をする.

補題 4.2.消費者は，自らの事故抑止努力選択に依存することなしに，シグ、ナル η を

観察したとき， 4n=tFを提案し，シグ、ナルりを観察したとき，stV = W +tFを提

案する :σ~ = (tF， W + tF， tF， W + tF). 

完全観測なので，シグ、ナルは企業の行動を完全に反映している.したがって，消費

者はシグ、ナルnを観察すると，企業は事故抑止努力をしていることを正確に推測でき，

法廷に進んでも敗訴するということを知っている.法廷に進むと企業は訴訟費用とし

てtFを負担しなければならないので，tFまでの和解提案額ならば企業は消費者の和

解提案を受諾する.ゆえに，消費者はシグ、ナルη を観察するとき，tFを提案する.他

方，シグナル U を観察するとき，消費者は勝訴するということがわかるので，少なく

とも W-tcの利得を得る.企業は敗訴し，W+tFを支払う必要があるので，W+tF 

までの和解提案額ならば受諾する.明らかに消費者は W+tFを提案することによっ

て，利得を最大にすることができる.したがって，消費者は分離和解提案をする.

次の戦略のクラスを考える:

I A if N and Sc ~ tF， or V and Sc ~ W + tF， 
σ予=N，σL={

I R if N and Sc > tF， or (N or V) and Sc > W + tF， 

σち=N， (]'~ = (tF， W + tF， tF， W + tF). 
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この戦略のクラスは次のことを意味する.企業と消費者は確実に事故抑止努力をする.

企業は事故抑止努力をし，Sc :::; tFを提案されると，あるいは事故抑止努力を怠り，

Sc三W+tFを提案されると，消費者の和解提案を受諾する.また，努力に依存せずに

Sc > W+tFは拒否する.消費者は選択した自らの事故抑止努力に依存せずに，シグナ

ル η を観察するならば sc:::;tFを提案し，シグ、ナノレりを観察するならば Sc= W +tF 

を選択する.

命題4.2はこの戦略のクラスが完全ペイジアン均衡になることを示している.

命題 4.2.両当事者の事故抑止費用が

γ三αVN(W+ tF) -αNNtF， 

8 :::; (αNVー αNN)(L-tF) 

(4.6) 

(4.7) 

を満たすとき，そしてそのときのみ戦略プロファイルδ=(δF，δc)は完全ペイジアン

均衡である.

補償的損害賠償を採用すると，企業に関してのみ社会的事故抑止基準を達成すること

ができる.

直観的にいうと，企業と消費者の事故抑止費用 γと6がそれほど大きくないときに

両当事者が事故抑止努力をすることが均衡として成立する. (4.6)と(4.7)が厳密な不

等式で満たされるとき，命題4.2の完全ペイジアン均衡は一意に成立する.また，こ

の完全ペイジアン均衡に関しても，企業が和解提案者のケースと同様に，常に和解交

渉が成立する.

消費者が和解提案者のケースでは，消費者に関して明らかに社会的事故抑止基準を

達成することができない.これは，消費者は事故抑止努力を怠っても和解額tFを提案

することによって，企業は和解提案を受諾するためである.したがって， "8に近い事

故抑止費用を持つ消費者は事故抑止努力を怠る10 企業については，判決額を調整す

ることよって社会的事故抑止基準を達成することができる.ただし，懲罰的損害賠償

10これは，言いがかり訴訟を起こす消費者が存在するということができる.告訴は裁判費用や弁護士費

用，さらに時間など様々な費用がかかることから非効率であるので，言いがかり訴訟を防止することは重要

である.しかし，本稿では各当事者に事故抑止努力をさせる損害賠償責任ルールを分析することが目的であ

るので扱わない.言いがかり訴訟に関する初期の分析として Rosenbergand Shavell (1985)， Katz (1990) 
を参照.また，制度や弁護士の評判の観点から分析した論文として， Bebchuk and Chang (1996)， Che 
and Earnhart (1997)， Farmer and Pecorino (1998)を参照.
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の採用は事故抑止努力をすることが社会的に望ましくない企業に対しても事故抑止努

力をするインセンティプを与えてしまうので，望ましくないことがわかる.

次に各パラメータが変化するときに，企業と消費者の事故抑止努力インセンティブ

がどのように変化するかを調べる.消費者が和解提案者のケースにおいても，均衡に

おいて和解で問題が解決される.判決額が大きくなると，企業は事故抑止努力を怠る

ことによる負担額が大きくなる.したがって，判決額を大きくすることによって.多

くの企業が事故抑止努力をする.しかし，懲罰的損害賠償は望ましくないので，判決

額は補償的損害賠償の範囲に収まっている必要がある.

紛争はすべて和解交渉で解決されるので，消費者の訴訟費用は両当事者の事故抑止

努力インセンティプに影響を与えない.

企業の訴訟費用が上昇すると，消費者は事故抑止努力をしなくてもより大きな和解

額を手にすることができるので，事故抑止努力インセンティブは弱まる.他方，企業

については，事故抑止努力を怠るときの費用の増加が，事故抑止努力をするときの費

用の増加よりも大きいので，より大きな事故抑止努力を持つ企業も事故抑止努力をす

るインセンテイブ、を持つ.したがって，このとき判決額を小さくする必要がある.消

費者が和解提案者のケースでは，企業の訴訟費用が高いならば，判決額を小さくする

ことによって企業の事故抑止努力のための必要十分条件と社会的事故抑止基準を一致

させることができる.

命題4.1と4.2から次のことが言える.

命題 4.3.過失責任のもとで，完全観測のケースでは企業が和解提案者になることに

よって企業と消費者の両当事者について社会的事故抑止基準を達成することができる.

企業が和解提案者のとき，事故抑止努力をすることが望ましい企業と消費者すべて

が事故抑止努力をする.消費者が和解提案者のとき，企業の訴訟費用の分だけでも獲

得し，損失を補償しようとするために，非効率な結果となる.したがって，このケー

スにおいては，企業が消費者に和解額を提案することが望ましいことが言える.

4.4 不完全観測

本節では，消費者が観察するシグ、ナルにノイズが入っている不完全観測のケースを

分析する.不完全観測のケースでは，消費者は企業の行動を正しく推測できないので，
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この事実を利用して，企業は事故抑止努力を怠るかもしれない.したがって，完全観

測よりも企業の事故抑止努力インセンティブは弱まる可能性がある.

前節と同様に，各当事者がどのような事故抑止費用のもとで事故抑止努力をするか

を分析する.最初に，企業が和解を提案するケースを分析し，次に消費者が和解提案

者であるケースを分析する.

4.4.1 企業が和解提案者のケース

不完全観測のもとで，企業は次の一括和解提案 (poolingsettlement oJJer)をする.

補題 4.3. 企業は自身の事故抑止努力行動に依存せずに和解額を提案する，つまり S~ = 

Sc =SFε [0， tj]. また，完全ペイジアン均衡において，SF = 0という和解額を提案

する.

企業は事故抑止努力の選択に依存せずに，消費者に和解額 SF= 0を提案する.過失

責任において，企業は事故抑止努力をしているならば法廷で勝訴することを知ってい

るので，提案する和解額は SF= 0である.もし企業が SF= 0以外の和解額を提案す

るならば，消費者は，企業は事故抑止努力を怠ったと予想し，企業の和解提案を拒否

する.法廷に進むと企業は訴訟費用むを負担しなければならない.したがって，企業

は消費者に追加的な情報を与えることによって，費用負担が増加する.もし SF= 0を

提案し，消費者が企業は事故抑止努力をしていると信じるならば，消費者は企業の和

解提案を受諾する.このとき，企業の費用負担額は SF= 0になる.したがって，企業

は自身の行動に依存することなしに消費者に SF= 0を提案することによって，期待費

用を最小にすることができる.

補題4.4は，企業が一括和解提案をするとき，企業が確率 1で事故抑止努力をする

という戦略を含む完全ペイジアン均衡は存在しないことを意味する.

補題 4.4. (i).企業の任意の事故抑止費用 γ>0に対して，企業が確実に事故抑止努

力をし，訴訟ステージにおけるすべての情報集合上で，企業が SF= 0を提案し，

消費者が企業の和解提案を確実に受諾するという完全ペイジアン均衡は存在し

ない.

(ii) .企業の任意の事故抑止費用 γ>0に対して，企業が確実に事故抑止努力をし，訴
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訟ステージにおけるすべての情報集合上で，企業が SF= 0を提案し，消費者が

確実に企業の和解提案を拒否する完全ベイジアン均衡は存在しない.

直観的にいうと，過失責任のもとで，もし消費者が企業の和解提案額 SF= 0を必ず

受諾するならば，企業は事故抑止努力を怠ることによって，期待支払額を減少できる.

したがって，企業は事故抑止努力をするインセンティブを持たない.また，消費者が

必ず企業の和解提案を拒否するならば，企業は事故抑止努力を怠ると期待支払額が増

加するので，企業は事故抑止努力をする.このとき，過失責任のもとで，消費者は法

廷で敗訴し，訴訟費用を負担しなければならない.他方，消費者は企業の和解提案を

受諾することにより，訴訟費用の負担を回避することができるので，消費者は企業の

和解提案を受諾する. したがって，企業が確実に事故抑止努力をすることは純粋戦略

完全ペイジアン均衡としてサポートされない.

以下では，少なくとも正の確率で企業が事故抑止努力をすることが完全ペイジアン

均衡としてサポートされるかどうかを調べる.最初に，消費者は事故抑止努力をし，シ

グ、ナルのノイズ Eが 1/2よりも小さいとき，どのシグナルを観察しても，企業の和解

提案に対して受諾と拒否に正の確率を割り当てることはないということを示す.

命題 4.4.ε<1/2のとき，消費者は事故抑止努力をし，観察されるシグ、ナル η とりの

両方で，企業の和解提案に対して正の確率で受諾をするという完全ペイジアン均衡は

存在しない.

もしノイズεの大きさが 1/2ならば，消費者は，企業の事故抑止努力の選択につい

て何も証拠を手に入れていないということと同じである.これは，証拠がシグ、ナルと

して機能していないことを意味する.命題4.4は，E < 1/2のとき，消費者はどちらか

一方のシグナルを観察するとき，企業の和解提案を確実に受諾するということを意味

している.
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次のクラスの戦略を考える:

op=入p[N]+ (1一入p)[V]，δb= (0，0)， 

A if (N or V)ヲ肌 and(s p = 0 or s p 三W -tc)， 

δる=NぅOL= R if (N or V)， (n or v)， and 0 < Sp < W -tc， 

1ー ν'j，v，o[A]+ Vj川 o[R]if (N or V)ぅ叫 andSp = O. 

ただし，入F は企業が事故抑止努力をする確率， ν'j，v，Oは，消費者は事故抑止努力 jε 

{N，V}を選択し，シグ、ナル U を観察し，企業から和解額 sp= 0を提案されたとき，

消費者が企業の和解提案を拒否する確率である.この戦略のクラスは次のことを意味

する.企業は事故抑止努力選択ステージにおいて，確率入Cで事故抑止努力をし確率

l一入cで事故抑止努力を怠る.そして，和解交渉において一括和解提案 sp= 0を

行う.消費者は事故抑止努力選択ステージで確実に事故抑止努力をする.消費者は事

故抑止努力に依存することなしに，観察したシグナルに依存して企業の和解提案を受

諾するか拒否するかを決定する.もしシグ、ナル η を観察し，和解額 sp= 0あるいは

sp ~ W -tcを企業から提案されるならば，消費者は企業の和解提案を受諾する.も

し和解額 0<Sp < W -tcを提案されるならば，事故抑止努力と観察したシグ、ナル

に依存することなく消費者は和解提案を拒否する.もしシグ、ナル U を観察し，和解額

sp = 0を提案されるならば，確率νj，v，Oで和解提案を拒否し，確率 1一竹山0で受諾す

る.また，消費者の予想μ(j，ω，sp)は次のように与えられる.ただし， μ(j，叫sp)は

消費者が事故抑止努力ステージにおいて jを選択し，シグ、ナルωを観察し，企業から

spを提案されたとき，企業が事故抑止努力をしていると予想している確率である:

p，(jぅn，sp) = 1， 

lαNjε入F

j αVj(1 -ε)(1一入p)
fi，(j，v，sp) = < 

if Sp = 0， 

I 0 otherwise. 

命題4.5はこの戦略のクラスが完全ペイジアン均衡になることを示す.
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命題 4.5.企業と消費者の事故抑止費用が

γ<αVN(1-ε)(W+tp)-αNNεtp， (4.8) 

d三入P[(1-E)(αNVVV，v，O一αNNVN，v，O)tc+ (1 -ε) (αVVVV，v，O -αVNVN川 O)(W-tC) 

+(αNV+αVN -αNN-αvv)L] (4.9) 

一(1-ε)(αVVVV，v，Oー αVNVN，v，O)(W-tc) + (αVVー αVN)L

を満たすとき，そしてそのときのみ戦略 (δ，μ)= ((o-p，O-C)，μ)は完全ペイジアン均衡

である.ただし，入F と竹山0は以下のように表される:

入F ー αVN(l-ε)(W-tc) ‘一-IαVN(1-ε)(W -tc) +αNNεtc' 
γ 

竹山0=αVj(l一ε)(W+tp)一αNjEip

この完全ペイジアン均衡において，シグナル U を観察し，企業の提案額が Sp= 0 

のとき，企業の事故抑止費用が大きいほど消費者は，企業は高確率で事故抑止努力を

怠ったと予想する.したがって，高い事故抑止費用に直面している企業の和解提案を

拒否する確率が高くなる.これは，企業の事故抑止努力をするための必要条件の臨界

値に近い企業に事故抑止努力をさせるインセンティブを与える.

完全ペイジアン均衡において，ほとんど完全観測に近い状況，すなわち εがOに近

づくとき，企業が事故抑止努力をする確率入P. 消費者が企業の和解提案を受諾する確

率はそれぞれ

lim入Ti'=1. limv・"n 一一一 I
ε→o' 'r ヲ E→o川，UαVj(W+tp)

となる.εが十分に Oに近いとしても，完全観測と結論は一致しない.つまり，完全観

測と不完全観測の間には大きな差があることを意味する.これは，次の理由のためで

ある.たとえ εが十分に Oに近いとしても，消費者は企業の事故抑止努力選択を完全

に推測できるわけではないので，企業は Sp= 0を提案する.このとき，消費者が企業

の和解提案を確実に受諾すると，企業に対するペナルティがないことを意味し，企業

は事故抑止努力インセンティブを持たない. したがって，たとえ Eが十分 Oに近くて

も，企業に事故抑止努力インセンティブを持たせるために消費者は正の確率で企業の

和解提案を拒否しなければならない.
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次に，各パラメータが変化するときに，企業と消費者の事故抑止努力インセンティ

ブ，企業が事故抑止努力をする確率，企業の和解提案に対する消費者の反応の変化を

調べる.ただし，当事者の事故抑止努力インセンティブが強まるとは，事故抑止努力を

するための必要十分条件の臨界値守と Eが大きくなることを指す.判決額W の増加に

関しては直観的である.判決額が大きくなると，企業が事故抑止努力を怠るときの期

待支払額が大きくなるので，企業は事故抑止努力をするインセンティブを強める.同

様の理由により，企業が事故抑止努力をする確率は高まる.企業の事故抑止努力イン

センティブが強まるために，消費者はシグ、ナル U を観察したときに企業の和解提案を

拒否する確率を小さくする.他方，シグ、ナル U を観察し，企業の和解提案を拒否した

ときに得られる判決額が大きくなっている.したがって，シグ、ナルりを観察するとき，

消費者の事故抑止努力インセンティプについてはパラメータの大きさに依存し，不定

である.

消費者の訴訟費用 tcが増加すると，消費者が法廷に進むときの費用が増加すること

を意味する.したがって，消費者は企業の和解提案を受諾する確率を高め，法廷に進

むことを避けたいと考える.この事実を読み込んで，企業は事故抑止努力をする確率

を減少させる.消費者は，企業が事故抑止努力をする確率を減少させるということを

予想し，和解提案を拒否する確率を上昇させる必要がある.もし消費者が和解提案を

拒否する確率を減少させるならば，企業に対するペナルティが弱くなりすぎてしまう

ためである.この効果が相殺され，結果として和解提案を拒否する確率は変化しない.

また，法廷に進むことに伴う費用が増加しているので，消費者は事故抑止努力をする

インセンティプを強める.企業に関して，事故抑止努力をするインセンティブは変化

しない.他方，より大きな事故抑止費用を持つ消費者でさえも，事故抑止努力をする

ために，企業が事故抑止努力をする確率は下げる.

企業の訴訟費用 tFが増加すると，企業が法廷に進むことに要する費用が増加する

ことを意味するので，企業は事故抑止努力をする確率を上昇させることが予想される.

このことを読み込んで，消費者は和解提案を拒否する確率を減少させる.法廷に進む

確率が減少するので，企業は事故抑止努力をする確率を減少させる.この効果が相殺

され，企業の事故抑止努力をする確率は変化しない.また，企業は期待費用が増加し

ているので，事故抑止努力をするインセンティプは強まる.消費者については，企業

は法廷に進むことを避けたいと考えているということを読み込み，企業の和解提案を
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拒否する確率を下げる.

不完全観測のケースでは， εの大きさに依存して，そのほかの戦略のクラスも完全ペ

イジアン均衡としてサポートされると予想することができる.例えば， eが十分 1/2に

近いとする.これは，消費者が観察できるシグ、ナルの精度が低いことを意味する.も

しシグ、ナルの精度が低いならば，企業はシグ、ナノレの精度の低さを利用しようとするた

めに，企業の事故抑止努力を怠るインセンティブは弱まるかもしれない.したがって，

消費者はこのことを読み込んで，企業に対するペナルティを強める必要がある.すな

わち，消費者はシグナルりを観察したとき，企業は事故抑止努力を怠ったと予想し，シ

グ、ナル η を観察しても企業は事故抑止努力をしているとは限らないと予想する.

次の戦略のクラスを考える:

bF=入F[N]+ (1一入F)[V]， o-t = (0ぅ0)，

δる=N，

A if(NorV)，(η， and SF主W -tc or， v， and SF三0)，

δ~ = { R if (N or V)，η， and 0 < S F < W ，--tc， 

1-νJ，n，o[A] +νJ，n，o[R] if (N or V)， n， and SF = O. 

また，消費者の予想、は次のように表現できる:

{αNj(l -ε)入F

jαNj(l -ε)入F 十 αVjε(1一入F)
μり川，SF)= < 

I 0 

μ(j，V，SF) = O. 

if SF = 0， 

otherwise， 

この戦略のクラスは次のことを意味する.消費者は確実に事故抑止努力をするが，企

業は入F の確率で事故抑止努力をし， 1一入F の確率で事故抑止努力を怠る.訴訟ス

テージにおいて，企業は消費者に対して一括和解提案 SF= 0をする.他方，消費者

は選択した事故抑止努力に依存することなしに企業からの和解提案に対して反応する.

観察したシグ、ナルが η ならば，消費者は企業の和解提案額 SFどW-tcを受諾し，

0< SF < W -tcを拒否する.また，観察したシグナルが Uならば，SFどOの和解提

案額を受諾する.そして， η を観察し，SF = 0ならば 1ー竹内0の確率で提案を受諾

94 



し， νj凡 0の確率で提案を拒否する.ただし，I/j，ω，0は消費者はjε{N，V}を選択し，

シグ、ナル ωを観察し，SF = 0を提案されたとき，企業の和解提案を拒否する確率を

表す.また， μ(j，ω，SF)は，消費者はjを選択し， ωを観察し，SFを提案されたとき，

企業が事故抑止努力をしているという消費者の予想を表す.この戦略のクラスは，シ

グ、ナルの精度が高く，事故抑止費用が比較的大きい企業に限定された戦略である.し

たがって，事故抑止費用が十分小さい企業については該当しない.

命題4.6は，消費者が観察するシグ、ナノレの精度が互よりも大きいとき，この戦略の

クラスが完全ペイジアン均衡となることを示す.

命題 4.6.企業と消費者の事故抑止費用が

αVN(W + tF)-αNNtF <γ<αVN(1ー ε)(W+tF)-αNNεtF， 

d三入F[(l-ε) (αNVI/V，n，O -αNNI/N凡 O)tc+ (αNV一αNN)etC

+(αNV+αVN -αNN一αvv)L

(4.10) 

+ε(αVVI/V，n，Oー αVNI/N，n，O)(W-tc) + (1 -ε)(αVV-αVN)(W -tc)] (4.11) 

+(αVV -Ctv N ) (L -W + tc) +ε[(1 -αVVI/V，n，O) -(1 -αVNI/N川 )](W-tc) 

を満たすとき，そしてそのときのみ (δ，il)= ((διδc)，Mは完全ペイジアン均衡であ

る.ただし，シグ、ナルの精度εは

αNNtF 

εく αVN(W+ tF) +αNNtF =互

を満たさなければならない.

入F とν)，nは以下のように表される:

入F 一 αVNε(W-tc) 
F 一αVNε(W-tc) +αNN(1ー ε)tcう

い一 αVj(l-ε)(W+tF)-γー αNjetF

V)，n一 αNj(l-e)tF一 αVjε(W+ tF) 

この完全ペイジアン均衡において，消費者がシグナル U を観察するときのみ，企業

の和解提案を拒否し nを観察するとき，企業の和解提案を拒否することに正の確率

を割り当てる.この消費者の戦略は企業にとって，厳しいペナルティとなっている.し

たがって，事故抑止費用が十分低い企業は，このような戦略を採用しない.事故抑止

費用が高い企業は，ほとんど事故抑止努力をしない.そのため，企業に対するベナル
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ティは大きくならなくてはならない.すなわち，シグナルの精度が非常によいので，消

費者はたとえシグ、ナル η を観察しても企業の和解提案を拒否しなくてはならない.

εを十分に Oに近づけたとき，入F とU3凡 0はそれぞれ次のようになる:

lim入Ti'=o‘
E→o 

liαVj(W + tF) -γ 
lln，1/1‘n.O ε→u --αNjLF 

したがって，このケースにおいてもほとんど完全観測の状況であっても結果に大きな

差がある.これは次の理由による.このケースにおいても同様に， εを十分に Oに近

いとしても，企業は SF= 0を提案する.もし消費者が行n=Oとすると，企業に対す

るペナルティが強すぎることを意味する.そのため，事故抑止努力をする方が期待費

用が小さくなる企業が存在する.事故抑止努力をしている企業に対して，和解提案を

拒否すると，消費者の期待利得は低くなるので，消費者はペナルティを少し緩める必

要がある.したがって， εが十分に Oに近いとしても，完全観測と同じ結論を得るこ

とができない.

次に，各ノミラメータが変化するときの企業と消費者の事故抑止努力インセンティプ，

企業の事故抑止努力をする確率，消費者の和解提案に関する反応の変化を調べる.判

決額W の増加に関しては，直観的である.Wが増加すると，企業は事故抑止努力を

怠るときの期待支払額が増加するので，事故抑止努力をする確率は増加し，より高い

事故抑止費用を持つ企業でも正の確率で事故抑止努力をする.他方，消費者の事故抑

止努力インセンティブに対する効果は不定である.これは，企業の事故抑止努力をす

る確率は上昇するので，シグ、ナル U を観察したときに企業の和解提案を拒否すると消

費者の期待利得は減少するが，判決額が上昇しているので，この意味では期待利得は

増加する.どちらの効果が大きいかはパラメータに依存する.

消費者の訴訟費用 tcが増加しても，企業の事故抑止努力をする確率と消費者の和

解提案を拒否する確率に影響しない.tcが増加することは，消費者が法廷に進んだと

きの費用が増加することを意味するため，消費者は企業の和解提案を拒否する確率を

減少させる.これを読み込んで，企業は事故抑止努力をする確率を減少させる.これ

は，消費者の企業に対するペナルティが弱まったためである.したがって，消費者は

和解提案を拒否する確率を増加し，企業は事故抑止努力をする確率を上昇させる.こ

れらの効果が互いに相殺し，結果的に消費者の訴訟費用の増加は，企業の事故抑止努

力をする確率と消費者の和解提案を拒否する確率に影響を与えない.また， tcの増加
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は消費者の期待費用を増加するので，消費者の事故抑止努力をするインセンティブを

強める.

企業の訴訟費用 tFの増加は，企業の法廷に進むための費用を増加する.したがって，

企業は事故抑止努力をする確率を増加させる.これを読み込んで、消費者は和解提案を

拒否する確率を減少し，企業に対するペナルティを弱める.企業はペナルティが弱ま

るので，再び事故抑止努力をする確率を減少させる.この効果が相殺され，結果的に

企業の事故抑止努力をする確率に影響しない.期待費用は増えているので，事故抑止

努力をするインセンティプは強まる.

命題4.5と4.6の結論は， Ordver (1978)の結論をさらに強めていると考えることが

できる. Ordver (1978)は和解交渉なしでの分析であったが，和解交渉を考慮、しても，

事故抑止努力を怠る企業が存在しなければならない.もしすべての企業が事故抑止努

力をするならば，たとえ事故が発生しでも，消費者は裁判で敗訴するので，消費者は企

業の和解提案額Oを必ず受諾する.消費者は企業の和解提案を必ず受諾するので，企

業は事故抑止努力をするインセンティブを失う.このとき，消費者は企業の和解提案

を拒否し，法廷に進むことが最適となる.企業は裁判で敗訴するので，事故抑止努力

をする.議論はこの繰り返しとなる.したがって，過失責任のもとで，事故抑止努力

を怠る企業が必ず存在する.

4.4.2 消費者が和解提案者のケース

次に，消費者が和解提案者であるケースにおいて，各当事者が少なくとも正の確率

で事故抑止努力をする均衡を調べる.

最初に，次の戦略のクラスを考える:
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。る =N， â~ = (tF， tF， tF， tF). 

企業の戦略は事故抑止努力選択ステージで事故抑止努力をし，訴訟ステージで，消費

者が o~ Sc ~ tFを提案するならば受諾し，それ以外を提案されるならば拒否する

ということ意味する.消費者の戦略は事故抑止努力選択ステージで事故抑止努力をし，
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訴訟ステージで，どの情報集合上においても tFを提案することを意味する.命題4.7

はこの戦略のクラスが完全ペイジアン均衡となることを示す.

命題 4.1.両当事者の事故抑止費用が

γ三(αVN一αNN)tFぅ

d三(αNV一αNN)(L-tF)

(4.12) 

(4.13) 

を満たすとき，そしてそのときのみ δ=(aF， (Ĵc)は完全ペイジアン均衡となる.

この完全ペイジアン均衡において，判決額をどのように調整しても社会的事故抑止

基準を満たすことができない.

( 4.12)と(4.13)が厳密な不等号で成立するとき，完全ペイジアン均衡は一意に成立

する.企業は法廷に進むと tFの費用を負担しなければならないので，tFまでの和解

額ならば受諾する.消費者はこのことを利用して，tFの提案をする.この完全ペイジ

アン均衡において，企業の事故抑止努力をするための臨界値が非常に低い.消費者は

tFを提案するとき，企業は事故抑止努力を怠ったとしても tFを受諾すればよいため

である.これは，事故抑止努力を怠るときの企業に対するペナルティが小さいことを

意味する.したがって，企業は事故抑止努力をするためのインセンティプをほとんど

持たない.

命題4.7においては，事故抑止費用が非常に小さい企業のみの特徴付けで、あった.以

下では，命題 4.7で条件付けられている事故抑止費用を持たない企業に関する完全ペ

イジアン均衡の特徴付けを行う.

補題 4.5.企業の事故抑止費用が γ>(αVN一αNN)tFとする.消費者が選択した事

故抑止努力と観察したシグナルに依存せずに Sc= tFを提案するとき，企業は事故抑

止努力をするインセンティブを持たない.

補題4.5は，消費者が常に Sc= tFを提案することは完全ペイジアン均衡としてサ

ポートされないことを意味する.もし企業が事故抑止努力をするならば，Sc ~ tFの

提案ならば受諾し，Sc > tFの提案ならば拒否する.また企業が事故抑止努力を怠る

ならば，Sc ~ W +tFの提案ならば受諾し，Sc > W +tFの提案ならば拒否する.し

たがって，消費者は企業に事故抑止努力をするためのインセンティブを与えるために，
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Sc = W +tFの和解提案をするか，tFとW+tFに対して正の確率を割り当てなけれ

ばならない.

補題4.6は，消費者が正の権率で提案する和解額を特徴づける.

補題 4.6.均衡において，選択した事故抑止努力に依存せずに和解額喝を提案する:

符 =tF，時 =W +tF. ただし sち(s'CJは消費者がシグナルωを観察するとき，企

業に対して行う和解提案額である.

過失責任のもとでは，企業の行動のみに依存して損害を誰が負担するのかが決まる

ため，消費者は自身の行動に依存することなしに和解提案額を決定する.

命題 4.8.消費者は観察したシグ、ナル η とりの両方で，%と SZに正の確率を割り当

てることはない.

命題 4.8は，少なくともどちらか片方のシグ、ナルにおいて，消費者は 5ち，もしくは

絡を確率 1で提案をする戦略を用いることが均衡になることを意味する.最初に，企

業と消費者の両方が確実に事故抑止努力をするという完全ペイジアン均衡が存在する

かどうかを調べる.まず，次の戦略のクラスを考える:

I A if N and 0 ~ Sc ~ tF， or V and 0 ~ Sc ~ W 十 tF，
δF=N，。L={

I R if N and Sc > tF， or V and Sc > W + tF， 

Oる=Nぅ o-b= (tF， W + tF， tF， W + tF). 

企業の戦略は，事故抑止努力選択ステージで事故抑止努力をし，事故抑止努力をしてい

るならば，Sc三Oの和解提案を受諾し，Sc > tFの和解提案額を拒否することを意味し

ている.企業は事故抑止努力をしているならば，裁判で勝訴するためである.企業は事

故抑止努力を怠っているならば，O~SC~W+tF の和解提案を受諾し， SC>W+tF 

の和解提案を拒否することを意味する.消費者に関しては，事故抑止努力選択ステー

ジで事故抑止努力をし，自らの事故抑止努力に依存せずに，シグ、ナル η を観察すると

きtFを提案し vを観察するとき W+tFを提案することを意味する.命題 4.9はこ

の戦略のクラスが完全ペイジアン均衡になることを示す.
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命題 4.9.企業と消費者の事故抑止費用が

γ三αVN(1-ε)W+ (αVNv-αNN )tF， (4.14) 

6三(αNV一αNN)L-(αNV一αNN)(l-ε)tF + (αNV一αNN)εtc (4.15) 

を満たすとき，そしてそのときのみ合=(δF，ac)は完全ペイジアン均衡である.

E壬αNN/αVNならば，補償的損害賠償を採用することによって，企業に関しての

社会的事故抑止基準を達成することができる.懲罰的損害賠償については，パラメー

タに依存する.消費者に関しては，企業と消費者の訴訟費用を調整することによって，

社会的事故抑止基準を達成できる.ただし， εの大きさに依存して調整しなければな

らない.

(4.14)と(4.15)が厳密な不等号で成立するとき，完全ペイジアン均衡は一意に成立

する.

この完全ペイジアン均衡では，消費者はシグナル η を観察するとき，消費者は確率

1で弔 =tFを企業に提案し，シグナル U を観察するとき，確率 1で 発 =W+tFを

提案する.この消費者の戦略において，シグナル η を観察すると，企業は事故抑止努

力をしたと予想し，低い和解額を提案する.他方，シグナルりを観察したとき，消費者

は不幸にもシグナル Uが生じたとは予想せずに，企業は事故抑止努力を怠ったと予想

する.したがって，この戦略は企業に対して厳しいペナルティを与えている.この厳

しいペナルティが企業に事故抑止努力をする強し、インセンティブを与えている.企業

の社会的事故抑止基準を達成するためにどちらの賠償形式を採用すればよいかは，シ

グナルのノイズεの大きさに依存して決定される.もし ε<αNN/αVNならば，補償

的損害賠償を採用することで社会的事故抑止基準を達成できる.他方，この不等号が

成立しないときには懲罰的損害賠償を採用することによって社会的事故抑止基準を達

成できるときがある11 消費者に関しては，企業と消費者の訴訟費用を調整すること

によって社会的事故抑止基準を達成する可能性がある.これは， (4.15)より明らかで

ある.

次にパラメータが変化することによって，企業と消費者の事故抑止努力インセンティ

プに与える影響を見る.判決額が増加するとき，企業は事故抑止努力を怠ったときの

11ただし，この状況は αNNとtFが大きいほど，あるいは αVNとLが小さいほど達成されやすい.

すなわち， αVNとαNNに差があまりない，あるいはむと Lに差があまりないケースである.しかし，

このような状況においては ε>1/2となる可能性があるので，懲罰的損害賠償を採用することによって

社会的事故抑止基準を達成できることは分析対象から除外しでも良いかもしれない.
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期待支払額が増加する.したがって，企業は事故抑止努力をするインセンティブを強

める.他方，この完全ペイジアン均衡において，企業は必ず事故抑止努力をするので，

消費者がシグ、ナル U を観察し，W+tFを企業に提案しても拒否され，裁判で敗訴す

る.したがって，判決額の増加は消費者の事故抑止努力インセンティブに影響を与え

ない.

消費者の訴訟費用の増加は，消費者が法廷に進むための費用が増加することを意味

する.したがって，消費者の事故抑止努力インセンティブを強める.企業に関しては，

和解交渉が成立しても，紛争が法廷で解決されても企業の事故抑止努力選択問題と消

費者の訴訟費用とは独立しているので，消費者の訴訟費用の増加は企業の事故抑止努

力インセンティブに影響を与えない.

企業の訴訟費用が増加すると，企業の期待支払額が増加することを意味する.した

がって，比較的大きい事故抑止費用を持つ企業も事故抑止努力をし，事故の発生を防

ごうとする.それゆえに，企業の事故抑止努力をするためのインセンティプは強まる.

他方，消費者は事故抑止努力を怠ったとしても和解交渉成立時に得られる利得が増加

する.したがって，事故抑止努力をするインセンティプが弱まる.

次に，以下の戦略のクラスが完全ペイジアン均衡となるかを調べる.

I A if N and 0 :::; Sc :::; tF， or V and 0壬sc三日r+ tF， 
OF=N，OL={ 

I R if N and Sc > tF， or V and Sc > W + tF 

時 = N，吟 =(W +tF， W +tF， W +tF， W +tF). 

企業の戦略は，事故抑止努力選択ステージで事故抑止努力をし，事故抑止努力をする

ならばO壬Sc:::; tFという和解額のみ受諾し，残りの和解提案はすべて拒否する.ま

た，企業が事故抑止努力を怠るならば，W+tF以下の和解提案は受諾するが，それ以

外の和解提案ならば拒否することを意味する.消費者の戦略は，事故抑止努力選択ス

テージで事故抑止努力をし，訴訟ステージにおけるすべての情報集合上で W+tFを

提案することを意味する.したがって，この消費者の戦略は事故抑止努力を怠る企業

に対して非常に強いペナルティーを与える戦略である.
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命題 4.10.企業と消費者の事故抑止費用が

γ三αVN(W+tF)-αNNtF，

6三(αNV一αNN)(L+ tC) 

(4.16) 

( 4.17) 

を満たすとき，そしてそのときのみδ=(δF，ac)は完全ペイジアン均衡となる.

企業が社会的事故抑止基準を達成するために，補償的損害賠償を用いなければなら

ない.

この完全ペイジアン均衡は，消費者はシグナルに依存せずに常に和解額得 =W+tF

を提案する.もし企業は事故抑止努力をするならば，企業の期待支払額は事故抑止費

用と訴訟費用の合計である.他方，事故抑止努力を怠ると，企業の期待支払額は判決

額と訴訟費用の合計である.企業の事故抑止費用がそれほど大きくないならば，事故

抑止努力を怠ることによって，企業の期待支払額が大きく増加する.したがって，企

業の事故抑止努力インセンティプは非常に高くなる.この戦略をとる消費者は企業に

非常に強いペナルティを与えている.したがって，事故が発生すると常に訴訟費用 tc

を負担することを承知の上で，企業に対して事故抑止努力をするための強いインセン

ティブを与えることによって，事故の発生を抑止し，損害額Lを被ることを防ぐ.そ

のため，社会的に事故抑止努力をすることが望ましい消費者だけではなく，社会的に

事故抑止努力をすることが望ましくない消費者も事故抑止努力をすることになる.均

衡において，企業と消費者は確実に事故抑止努力をする.しかし，この均衡は効率的

ではない.消費者は企業に事故抑止努力をする強いインセンティブを与えるために常

に符 =W+tFを提案する.これは，企業が事故抑止努力をするならば紛争は法廷に

持ち込まれることを意味するためである.

マ以下の事故抑止費用を持っすべての企業に事故抑止努力をさせるためには，補償的

損害賠償を採用しなければならない.懲罰的損害賠償を採用すると，社会的に事故抑

止を怠る方が望ましい当事者でさえも事故抑止努力をすることになる.すなわち，企

業に与えるペナルティが大きすぎることを意味する.

これまで，各当事者が確実に事故抑止努力をする完全ペイジアン均衡を分析してき

た.したがって，消費者はあるシグナルを観察すると 1つの和解提案のみを行わなけ

ればならなかった.しかし，消費者が企業の事故抑止行動に対して正確な情報を所有

していないことを利用して，企業が正の確率で事故抑止努力を怠る場合には，このよ
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うな和解提案方法では対応することができない.以下では，企業が正の確率で事故抑

止努力を怠ることに対応した完全ペイジアン均衡を考える.

まず次の戦略のクラスを考える:

作=入F[N]+ (1一入F)[V]，

I A if N and 0 ::; Sc ::; tF， or V and 0 ::; Sc ::; Wア +tF

σt = ~ 
I R if N and Sc > tFぅorV and Sc > W + tF， 

δる=Nう

4=(tFぅPN[Sち]+ (1 -PN)[時]，tFぅpv[se]+ (1 -PV)[吟]).

ただし，入Fは企業が事故抑止努力をする確率，Pjは消費者がjε{NヲV}を選択し，シ

グ、ナル U を観察したときに発 =tFを提案する確率である.企業の戦略は次のことを

意味する.企業は入F の確率で事故抑止努力をする.訴訟ステージでは，事故抑止努力

をしているならばo::; sc ::; tFの和解提案を受諾し，それ以外は拒否する.企業が事

故抑止努力を怠っているならば， 0::; sc ::; W + tFの提案は受諾するが，sc > W +tF 

は拒否する.消費者は，選択した事故抑止努力に依存することなしに，訴訟ステージ

でシグ、ナル η を観察するならば，se = tFを提案し，シグ、ナルりを観察するならば，

確率的で号 =tFを提案し，確率 1-Pjで発W+tFを提案することを意味する.

次に，企業が事故抑止努力をしたという消費者の予想μ(j，ω)を考える.消費者の予

想は消費者が選択した事故抑止努力と観察したシグナルに依存する.したがって，消

費者は，企業は次の確率で事故抑止努力をしたと予想する:

p，(N，η) = p(V，n) = 1， 

λαNNε P(N，v)= 一
入FαNNε+(1-入F)αVN(1-E)' 

λαNVε 
p，(V， v) = 一

入FαNVE+ (1一入F)αvV(1-ε)'

命題 4.11はこの戦略のクラスが完全ペイジアン均衡になることを示す.

命題 4.11.このとき，企業と消費者の事故抑止費用がそれぞれ

(αVN一αNN)tF<γ<αVN(1 -E)W + (αVN一αNN)tF， (4.18) 

6三入F[(αVN+αNV-αNN一αvv)L+ε{αNV(1-PV) -αNN(1 -PN )}(tc + tF)] 

+(αVVー αVN)(L-tF) + (αNV一αNN)tF ( 4.19) 
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を満たすとき，そしてそのときのみ (δヲp，)= ((0'トo-c)，j1)は完全ペイジアン均衡と

なる.

ただし，

である.

入H' αVN(lー ε)W
FαVN(1-ε)W+αNNc(tF + tc)' 

αVN(1-ε)W + (αVN一αNN)tF一γ
PN= αVN(1-ε)W 

αvv(1-ε)W +(αVVー αNV)tF一γ
pv = 

αvv(l -ε)W 

この完全ペイジアン均衡において，企業は非常に高い確率で事故抑止努力を実行す

る.したがって，消費者はシグナル η を観察すると，企業はほぼ事故抑止努力をして

いると予想しなければならない.他方，シグ、ナル U を観察するとき，企業は事故抑止

努力をしているにもかかわらず不幸にもシグ、ナルりを観察したと予想するが，必ずし

も事故抑止努力をしているとは限らないとも予想する.したがって，消費者はシグナ

ル Uを観察するとき sちと Sちに正の確率を割り当てる必要がある.消費者の訴訟ス

テージにおける戦略は，企業の事故抑止費用が大きいほど，ペナルティが強くなって

いることを示している.したがって，ある程度事故抑止費用が大きい企業でも事故抑

止努力を正の確率で実行する.

ε→Oのとき，企業が事故抑止努力をする確率入F と消費者がjε{N，V}を選択し，

シグ、ナルりを観察したときに 5ちを提案する確率的は次のようになる:

lim入F= 1， 
E一一歩り

αVjW +(αVj一αNj)tF-γ 
liIqPJ=J ιJ IZ7 

E→U UVjYY 

したがって，この完全ペイジアン均衡において，たとえ E がOに近づいたとしても，

完全観測のケースおける完全ペイジアン均衡に近似しない.もし消費者が常に tFを提

案すると，企業に対するペナルティがなくなることを意味し，企業に事故抑止努力を

怠るインセンティブを与えてしまう.したがって， εが十分に Oに近づいたとしても，

消費者は確実に tFを提案することはしない.

次にパラメータの変化による企業と消費者の事故抑止努力インセンティプにどのよ

うな影響を与えるかを調べる.判決額W が増加するとき，企業の期待支払額が増加す
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るので，企業の事故抑止努力インセンティプは強まる.また同様の理由により，企業

は事故抑止努力をする確率を上昇させる.企業の事故抑止努力をする確率が上昇して

いるので，消費者は企業に対するペナルティを緩める.すなわち，号 =tFを提案す

る確率を上昇させる.消費者に関しては，企業の事故抑止努力インセンティブが強ま

ると，期待費用が減少することから，高い事故抑止費用を持つ消費者は事故抑止努力

を怠りやすくなる.他方，和解額として tFを確実に得ることができるので，事故抑止

努力インセンティブは強まる.前者の効果が大きいならば，消費者の事故抑止努力イ

ンセンティプは弱まるが，後者の効果が大きいならば，事故抑止努力インセンティブ

は強まる.ただし， εが十分小さいとき，判決額の増加は消費者の事故抑止努力イン

センティプにほとんど影響しない.

消費者tcの訴訟費用の増加は，消費者の期待費用が増加することを意味するので，

より高い事故抑止費用を持つ消費者でさえも事故抑止努力をする.したがって，企業は

事故抑止努力をするインセンティプを弱める.企業が事故抑止努力をするインセンティ

プを弱めるため，消費者は事故抑止努力を怠っても，より大きな和解額を手に入れる

ことができる.したがって，事故抑止努力インセンティブを弱める.上述の2つの効果

により，消費者の事故抑止努力インセンティブへの影響は不定となる.また， SZ=tF

を提案する確率に対しては影響しない.

企業の訴訟費用 tFの増加は企業の期待支払額の増加を意味する.したがって，より

大きな事故抑止費用を持つ企業も事故抑止努力をする.しかし，消費者は 8~ = tFを

提案する確率を高くするので，企業は事故抑止努力をする確率を減少させる.

最後に次の戦略のクラスを考える:

持=入F[N]+ (1一入F)[V]， 

I A if N and 0三Sc~ tF， or V and 0 ~ Sc ~ W + tF 
σt = ~ 

I R if N and sc > tF， or V and Sc > W + tF， 

δち=N，

持=(PN[SC] + (1 -PN )[8C]， W + tFぅpv[S引+(1 -pv) [8C]， W + t F ). 

企業は入Fの確率で事故抑止努力をし，確率1一入Fで事故抑止努力を怠る.訴訟ステー

ジにおいて，事故抑止努力をしているならばO三Sc~ tFの和解提案を受諾するが，
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それ以外は拒否する.もし事故抑止努力を怠っているならば， sc:S: W + iFの提案を

受諾するが，それ以外は拒否する.消費者は常に事故抑止努力をする.訴訟ステージ

において，選択した事故抑止努力に依存することなしに，シグナルりを観察するとき，

Sち=W+iFを提案する.他方，シグ、ナル Uを観察するとき，確率的できち =iF，確

率 1-Pjでヰ =W+iFを提案する.

次に，企業が事故抑止努力をしたという消費者の予想μを考える.消費者の予想は

消費者の事故抑止努力と観察したシグ、ナルに依存し，この戦略と整合的になるために，

次のように予想を形成しなければならない:

入FαNN(1-e) 
戸(N，n)= 

入FαNN(l-ε)+ (1一入F)αVNεう

入FαNV(1-ε)
長(V，n)= 

入FαNV(1-e) + (1一入F)αVVε'

p，(N， v) = ji(V， v) = O. 

命題 4.12は，消費者の企業に対するペナルティが厳しいケースの完全ペイジアン均

衡である.

命題 4.12.企業と消費者の事故抑止費用がそれぞれ

(1 -ε)αVNW+(αVNー αNN)iF<γ<αVNW+(αVN一αNN)iF， (4.20) 

6三入F[(αVV-αVN)(W+ iF) -(1-ε)(αNVPV-αNNPN)iF 

+(αNV一αNN)iC-(1-ε)(αNVPV -αNNPN)iC 

一(αVVPV-αVNPN)εW+(αVN+αNV-αNNー αvv)L] (4.21) 

ー(αVV一αVN)(W+iF)+(αVVPV-αVNPN)εW 

一(αVV-αVN)L

を満たすとき，そしてそのときのみ (δ，ji)= ((δF，δc)，ji)は完全ベイジアン均衡であ

る.ただし，

ε>αVNW十 (αNV一αNN)iF一γ
αVNW 一

を満たしていなければならない.
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ただし，

である.

入1<' αVNεW
fαVNεW+αNN(l-ε)(tF+tC)' 

PN=αVNW+(αVN -αNN)tF一γ
αVNεW 

P αvvW+(αVV -αNV)tF一γ
V=  

αVVεw 

企業の事故抑止費用が比較的高いとき，かつシグ、ナルの精度が比較的低いときのみ

この戦略のクラスが完全ペイジアン均衡となる.企業の事故抑止費用が高いので，企

業の事故抑止努力インセンティプは弱い.これは，企業が事故抑止努力をする確率は

低いことを意味する. したがって，消費者は企業に対するペナルティを強めなければ

ならない.あるいは，シグ、ナルの精度が非常に低いために，消費者はペナルティを強

くしなければならない.ゆえに，シグ、ナルりを観察すると，消費者は，企業は事故抑

止努力を怠ったと判断し，確実に発 =W+tFを提案する.

この完全ペイジアン均衡において， εはζよりも大きくなくてはならないので， εが

十分に 0に近いときの状況を分析することができない.すなわち，この完全ペイジア

ン均衡は消費者が観察するシグ、ナルに大きな誤差があるときのみサポートされる.も

しεが十分に小さいならば，この均衡はサポートされない.

この戦略のクラスは補償的損害賠償を用いることによって排除できる可能性がある.

すなわち，企業の事故抑止費用の下限と社会的事故抑止基準が一致するならば，社会

的に事故抑止努力をすることが望ましい人すべてをこの戦略のクラスから排除できる.

そして，この戦略のクラスに当てはまる企業は社会的に事故抑止努力をすることが望

ましくない企業のみになるので，分析対象から排除できる.

次に，各パラメータの変化の影響を調べる.もし判決額が増加するならば，企業の

期待支払額が増加するので，企業の事故抑止努力インセンティブは強まる.同様の理

由で企業は事故抑止努力をする確率を上昇させる.企業の事故抑止努力インセンティ

プが上昇するので，消費者は企業に対するペナルティーを緩める.

消費者の訴訟費用が増加すると，消費者の期待費用が増加するので，消費者は企業

のペナルティを緩くし，できるだけ和解交渉を成立させたいと考える.これを読み込

んで，企業は事故抑止努力をする確率を減少させる.このとき，消費者は法廷に進む
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ときの利得が増加するので，再び企業に対するペナルティを強くするインセンティブ

が生じる.結果として，この効果が相殺され，企業に対するペナルティは変化しない.

企業の訴訟費用が増加すると，期待支払額が増加するので，企業の事故抑止努力イン

センティプは強まる.消費者は，企業は事故抑止努力をし，期待支払額を小さくすると

予想することから，企業に対するペナルティを小さくする.このことを考慮して，企

業は事故抑止努力をする確率を減少させる.

最後に，不完全観測のケースにおいて，企業が和解提案するケースと消費者が和解

提案をするケースを比較する.

命題 4.13.過失責任のもとで，不完全観測のケースにおいて，消費者が和解提案者に

なる方が望ましい.

どちらの当事者が和解提案者になっても，企業が正の確率で事故抑止努力を怠る完

全ペイジアン均衡が存在する.企業が和解提案者の場合，企業が確実に事故抑止努力

をするとしづ完全ペイジアン均衡は存在しない.これは，過失責任のもとで，企業が

和解提案者になるとき，企業の行動を規律づけることができないことを意味する.消

費者が和解提案者のケースのとき，言いがかり訴訟のようなものは生じるものの，企

業と消費者の両当事者に事故抑止努力をさせるという観点からは，消費者が和解額を

提案する方が望ましい.

4.5 おわりに

本章では，過失責任のもとで完全観測と不完全観測のケースに分けて分析した.さ

らに，企業が和解提案者のケースと消費者が和解提案者のケースを分析した.企業が

和解提案者のとき，消費者は企業の事故抑止努力行動について正確には推測すること

ができないので，企業は消費者に追加的な情報を与えないために常に SF= 0という

一括和解提案を行う.消費者が和解提案者のとき，消費者は自身の行動に依存せずに

和解提案を行う.両ケースにおいて共通することは，判決額W を調整することによっ

て企業の社会的事故抑止条件は満たすということである.消費者が和解提案をすると

き，訴訟費用を調整することによって，社会的事故抑止基準を達成することができる.

企業が和解提案者のケースでは，企業が確実に事故抑止努力をするという完全ペイ

ジアン均衡は存在せず，企業が正の確率で事故抑止努力をするという完全ペイジアン
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均衡のみが存在する.他方，消費者が和解提案者のケ}スでは，完全ペイジアン均衡が

存在し，企業に事故抑止努力をするインセンティブを強く与える均衡が存在する.完

全ペイジアン均衡においては Eが十分に Oに近い状況においては，社会的事故抑止

基準は達成可能である.しかし， εが十分に大きいとき，社会的事故抑止基準を達成

することができない可能性がある.したがって，企業のみではあるが，常に判決額の

調整によって社会的最適性を達成できる消費者が和解提案者の方が社会的に好まれる

ということができる.ゆえに，過失責任のもとでは，消費者が和解提案者になる方が

望ましい.

4.6 補論

補題 4.1の証明.過失責任のもとで，企業が事故抑止努力をするとき企業は勝訴する.

任意の和解提案額SFに対して，もし消費者が和解提案を受諾するならば，消費者の

利得は85，もし拒否するならば -Lとなる.このとき，消費者は任意の和解提案額を

受諾するので，企業は竿 =0を提案する.

企業が事故抑止努力を怠るとき，消費者は勝訴するので W-tcを受け取る.企業

が事故抑止努力を怠っていることを所与として，もし企業がヰ <W-tcを提案する

ならば，消費者は拒否することが逐次合理的である.したがって，企業は W-tc以

上の提案をしないならば，費用は W+tFとなる.ある和解提案額に対して，もし消

費者が和解提案を受諾するならば企業の費用はヰ，消費者が和解提案を拒否するなら

ばW+tFとなる.明らかに W-tc < W +tFなので，企業はsV= W -tcを提案

す る .

命題 4.1の証明.補題4.1より，企業は事故抑止努力をしているとき SlJ， = 0，事故抑

止努力を怠っているとき S~ = W -tcを提案する.また，消費者はそれぞれの和解提

案額を受諾する.消費者の戦略と企業の和解提案額を所与として，企業が事故抑止努

力をするとき，企業の費用はγである.もし企業が事故抑止努力を怠るならば，企業

の期待費用は αVN(W-tC)である.したがって， (4.4)が成立するとき，そしてその

ときのみ企業は事故抑止努力をする.

企業の戦略と消費者の訴訟ステージにおける行動を所与として，消費者が事故抑止

努力をするとき，消費者の期待利得は -8-αNNLである.他方，消費者が事故抑止
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努力を怠るならば，期待利得は一αNvLとなる.したがって， (4.5)が成立するとき，

そしてそのときのみ消費者は事故抑止努力をする.

次に，懲罰的損害賠償に関する記述を証明する.消費者に関しては明らかである.

(4.4)より， (αVN一αNN)L=αVN(W -tc)ならば，企業に関して，社会的事故抑止

基準を達成することができる.これを変形して整理すると，

αVN(L -W) =αNNL-αVNtC (4.22) 

となる.損害額Lが十分に大きいならば， (4.22)の右辺は正となるので，補償的損害

賠償を用いることで社会的事故抑止基準を達成することができる.他方，Lが小さい

ならば，懲罰的損害賠償を採用することによって，社会的事故抑止基準を達成するこ

とができる. • 
補題4.2の証明.完全観測のケースにおいて，過失責任のもとでは消費者はシグナル

η を観察すると企業が事故抑止努力をしていたと正確に推測するので，裁判で敗訴す

る.他方，もし裁判で決着がつけられるならば，企業は裁判費用 tFを負担しなければ

ならない.したがって，消費者の和解提案に対して，もし企業は事故抑止努力をして

いるならば，企業は次のように反応することが逐次合理的である.

(Rif C>tF 

A if sc ~ tF 

消費者は企業が和解提案を拒否するならば -tc，企業が和解提案を受諾するならばsc

の利得をそれぞれ得る.さらに，消費者の利得が最大となる和解提案額は sc= tFで

ある.したがって，消費者がシグナルnを観察するとき，和解額として sち=tFを提

案する.

次に，消費者がシグ、ナル Uを観察するケースを考える.このとき，このシグ、ナルは

企業が事故抑止努力を怠ったということを意味するので，企業は裁判で敗訴する.ゆ

えに，紛争が法廷に進むならば企業は W+tFの負担を強いられる.このとき，消費

者の和解提案に対して，企業は次のように反応することが逐次合理的である.

lRif C>W+t 

A if sc ~肝r +tF 
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企業の反応に対して，消費者は，企業が和解提案を拒否するならば W-tc，和解提

案を受諾するならばScの利得をそれぞれ得る.このとき，消費者は Sc= W +tFを

提案することによって利得を最大にすることができる. したがって，消費者がシグナ

ノレ U を観察するとき，消費者は sち=W+tFを提案する. • 
命題4.2の証明.補題 4.2より，消費者は分離和解提案を企業にする.企業と消費者

が事故抑止努力をし，消費者が分離和解提案をしていることを所与として，企業が消

費者の和解提案を受諾しても拒否しても，企業の費用は tFである.このとき，企業

は和解を受諾する.企業は事故抑止努力を怠り，消費者は事故抑止努力をし，分離和

解提案をしていることを所与として，企業が消費者の和解提案を受諾しても拒否して

も，企業の費用は W+tFであるので，企業は消費者の和解提案を受諾する.したがっ

て，企業が事故抑止努力をするときの期待費用はγ+αNNtFであり，企業が事故抑止

努力を怠るときの期待費用は αVN(W+tF)である.したがって， (4.6)が成立すると

き，そしてそのときのみ企業は事故抑止努力をする.

企業の戦略と消費者が分離和解提案をしていることを所与として，消費者は事故抑

止努力をするとき -8-αNN(L-tF)の期待利得を得る.企業の戦略と消費者が分離

和解提案をしていることを所与として，消費者の期待利得はーαNv(L-tF)である.

したがって， (4.7)が成立するとき，そしてそのときのみ消費者は事故抑止努力をする.

次に，企業の事故抑止努力と社会的事故抑止基準が一致することを証明する. (4.6) 

より， (αVN一αNN)L=αVN(W +tF)-αNNtFならば，企業の事故抑止努力に関す

る必要十分条件と社会的事故抑止基準は一致する.これを変形して整理すると，

αVN(L -W) =αNN(L -tF) +αVNtF (4.23) 

となる. (4.23)の右辺は，仮定より正となる.したがって，左辺も正にならなければ

ならない.そのためには，L>Wとならなければいけない.したがって，懲罰的損害

賠 償は非効率 と な る .

補題4.3の証明 SF#SFを提案することが企業にとって逐次合理的であると仮定す
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る.このとき，消費者の予想は

I 1 if s = s~ ， 
μ(N，九五)= < 

I 0 otherwise 

となる.ただし μ(N，肌 s)は，消費者が事故抑止努力をし， η を観察し，SFを提案さ

れたということを所与として，企業が事故抑止努力をしているという消費者の予想を

表す.もし企業が S= s~ を提案するならば，消費者は五を受諾することが逐次合理的

である.このとき，企業の費用はsである.もし企業が s以外の和解額を提案するな

らば，消費者は拒否することが逐次合理的である.このとき，企業の費用は W+tF

である.したがって， SFチ S~ は企業にとって逐次合理的ではない.

企業が事故抑止努力をするならば，企業が負担しなければならない費用は高々tFで

ある.したがって，SFε[0， tF]である.このとき，企業は SF= 0を提案することで，

費用を最小にすることができる.

補題4.4の証明.補題4.3より， SF=sF=sF=0.消費者が企業の和解提案を常に

受諾するとする.このとき，企業の費用は
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となる.したがって，企業は事故抑止努力をするインセンティブがない.このとき，消

費者は企業の和解提案を常に拒否すると勝訴し，W -tc > 0を得ることができるの

で，消費者は企業の和解提案を拒否することが逐次合理的である.消費者が企業の和

解提案を拒否するとき，企業の費用は

lγ +tF 

UF(Z) = < 
I W+tF 

ifσ争=N，

ifσ争=v

となる.このとき，企業は事故抑止努力をするインセンティブ、を持つ.また，消費者

は企業の和解提案を拒否すると -tc< 0を負担しなければならないので，消費者は企

業の和解提案を受諾することが逐次合理的である. • 
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命題4.4の証明.消費者は事故抑止努力をし，どのシグ、ナルを観察しても正の確率で

受諾すると仮定する.企業は消費者の予想、と消費者が事故抑止努力をするということ

を所与として，消費者の企業の和解提案に対して，受諾と拒否の選択を無差別にする

ように事故抑止努力をしなければならない:

0= -μ(Nぅn，O)tc + (1ー μ(N，肌 O))(W-tc)う (4.24)

0=-μ(N， v， O)tc + (1 -μ(N， v， O))(W -tc). (4.25) 

ただし， μ(N，ω，0)は消費者は事故抑止努力をし，シグ、ナルωを観察し，和解額 SF= 0 

を提案されたときに企業が事故抑止努力をしているという消費者の予想である. (4.24) 

の左辺は，消費者が事故抑止努力をし，シグナノレ η を観察し，和解額 SF= 0を提案

されたことを所与として，和解提案を受諾するときに得られる継続利得 (continuation 

pαyoJJ)，右辺は和解提案を拒否するときに得られる期待継続利得である. (4.25)の左

辺は，消費者が事故抑止努力をし，シグナルりを観察し，和解額 SF= 0を提案された

ことを所与として，和解提案を受諾するときに得られる継続利得，右辺は和解提案を

拒否するときに得られる継続利得である. (4.24)と(4.25)より，

を得ることができる.

れT _ t円
μ(N，n，O) =μ(N川 O)=-w二二 (4.26) 

消費者が事故抑止努力をし，シグ、ナル η を観察し，SF = 0を提案されているとき，

企業が事故抑止努力をしている確率は

入FαNN(1-ε)
μ(N，肌 0)= 

入FαNN(lー ε)+ (1一入F)αVNε
(4.27) 

である.また，消費者が事故抑止努力をし，シグ、ナルりを観察し，SF = 0を提案され

ているとき，企業が事故抑止努力をしている確率は

λαNNC 
μ(N，v，O) = 一

入FαNNε+(1一入F)αVN(1-ε)
(4.28) 

である.企業が事故抑止努力をする確率が消費者の予想と整合的になるかどうかを調

べるために， (4.27)と(4.28)に(4.26)を代入する.このとき，

入F ー αVNε(W-tc) 
- -
IαNN(1-ε)tc +αVNε(W -tc) 

αVN(1-c)(W -tc) 

αNNctC +αVN(l-ε)(W -tc) 
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が満たされなければならない. (4.29)が満たされるための条件は ε=1/2である.仮

定より， ε<1/2なので，消費者はどのシグ、ナルをみても正の確率で受諾するという

完全ペイジアン均衡は存在しない. • 
命題 4.5の証明.補題4.3より，企業の和解提案額は企業自身の行動と独立で、，SF = 0 

を提案する.消費者はシグ、ナル η を観察するときに受諾し，シグ、ナル U を観察すると

き，正の確率で企業の提案を拒否すると仮定する.このとき，消費者の予想は以下の

ようになる.

μ (N，n，O) =μ (V，ヲ九 0)= 1， 

i 入FαNNε

l入FαN Nε+(1一入F)αVN(1-ε)
μ(N，v，O) = < 

I 0 

i 入FαNVε

l入FαNVε+(1一入F)αvv(1-ε) 
μ(V，叫 0)= < 

I 0 

if SF = 0う

otherwise， 

if SF = 0， 

otherwise. 

まず，消費者がシグナル U を観察するとき，消費者が企業の和解提案を拒否する確率

を導出する.消費者は企業の事故抑止努力の選択に関して無差別になるように和解提

案の拒否確率竹山0を選択しなければならない.ただし，竹山0は消費者の事故抑止努

力が jε{N，V}，シグ、ナルりを観察し，SF = 0を提案されるときに企業の和解提案

を拒否する確率である.消費者の戦略を所与として，企業が事故抑止努力をするとき

の期待費用は

γ+αNNενN，v，otF 

である.消費者の戦略を所与として，企業が事故抑止努力を怠るときの期待費用は

αvNUNAO(1-ε)(W+tF) 

である.消費者は企業が無差別になるように和解提案の受諾と拒否を決定しなければ

ならないので，

γ 

仰向。 =αVN(1-E)(W + tF)一αNNctF
(4.30) 
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を導出できる. (4.30)より，企業が正の確率で事故抑止努力をする事故抑止費用の範

囲は

γ三αVN(l-ε)(W+tF)-αNNaF 

とならなければならない.同様に消費者が事故抑止努力を怠ることを所与とすると，

γ 

VV.向。 =αvv(l-ε)(W+ tF)一αNvaF

を導出することができる.

次に，企業が事故抑止努力をする確率入F を考える.企業は消費者が Uを観察する

ときに受諾と拒否が無差別になるように確率入Fを決定しなければならない.つまり，

消費者の予想μ(N，叫 0)を所与として，

0=-μ (N， v， O)tc + (1ー μ(N川 O))(W-tC) (4.31) 

が成立しなければならない.(4.31)の左辺は消費者が企業の和解提案を受諾するときに

得られる期待利得，右辺は拒否するときに得られる期待利得である.これをμ(N，叫 0)

について整理すると，

協T- t円
μ(N川 0)= ----wよ

となる.これは，消費者の予想と整合的にならなければならないので，

入FαNNε

入FαNNε+(1一入F)αVN(l-ε)

が成立しなければならない.したがって，

W-tc 

W 

).'" =αVN(lー ε)(W-tc) -
O:VN(1-ε)(W -tc) +αNNεtc 

となる.

最後に消費者が確実に事故抑止努力をする範囲を導出する.消費者は事故抑止努力

をしないときよりも少なくとも利得が大きいときに事故抑止努力をするので，

-15一入FαNN[(l-ε)VN，v，Otc + L] + (1 -).F)αVN[(l -e)νN，v，O(W -tc) -L] 

三一入FαNv[(l-ε)Vv川 otc+ L] + (1 -).F)αvv[(l -e)νV，v，O(W -tc) -L] 

が成立しなければならない. 15について整理すると，命題の必要十分条件を導出でき

る. • 
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命題 4.6の証明.補題4.3より，企業の和解提案額は Sp= 0である.消費者はシグナ

ル η を観察するとき正の確率で企業の和解提案を拒否し，シグナルりを観察するとき

常に拒否すると仮定する.このとき，消費者の予想は以下のようになる.

I 入FαNN(1ー ε)

j入FαNv(1-ε)+ (1一入p)αVNε
μ(N，肌 0)= < 

I 0 

{ 入FαNV(1-ε)

J ApαNV(1-ε) + (1一入p)αVVε
μ(V， n， 0) = < 

I 0 

μ(N，叫 0)=μ (V，叫 0)= O. 

if Sp = 0， 

otherwise， 

if Sp = 0， 

otherwise， 

まず，消費者がシグナルη を観察するときに企業の和解提案を拒否をする確率を考え

る.消費者は企業の事故抑止努力行動に関する選択が無差別になるように竹川0を決

めなければならない.ただし，竹内0は消費者の事故抑止努力が jE {N， V}で，シグ

ナル η を観察し，企業が Sp= 0を提案するとき，消費者が企業の和解提案を拒否す

る確率を表す.消費者の戦略を所与として，企業が事故抑止努力をするとき，企業の

期待費用は

γ+αNN[(1 -ε)νN，n，otp +εtp] 

である.消費者の戦略を所与として，企業が事故抑止努力を怠るとき，企業の期待費

用は

αVN[ε町内o(W+tp) + (1-ε)(W + tF)] 

である.したがって，

11M 一 αVN(1-ε)(W+tp)-γー αNNεtp

M 一 αNN(1-ε)tp一 αVNC(W+tp) 

を導出できる.このことから，

αVN(W + tp)-αNNtp <γ<αVN(1ー ε)(W+tp)-αNNεtp，

ただし，シグ、ナルの精度は

αNNtp 
ε< 

αVN(W + tp) +αNNtp 
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とならなければならない.同様に

を導出できる.

ναvv(l-ε)tF一γ-αNVE:tF

V，n，O αNV(1-ε)tF一αVVε(W+ tF) 

次に企業が事故抑止努力をする確率入F を示す.企業は消費者がシグ、ナル η を観察

するときに，企業の和解提案に対して受諾と拒否が無差別になるように入F を決定し

なければならない.つまり，消費者の予想μ(N，n， 0)を所与として，

0=一μ(N，n， O)tc + (1 -μ (N， n， O))(W -tC) 

が成立しなければならない. (4.32)の左辺は消費者が企業の和解提案を受諾するとき

に得られる期待利得であり，右辺は拒否するときに得られる期待利得である.これを

μ(Nぅ肌 0)について整理すると，

日T_tρ

μ(N，n，O) =一τFよ

となる.これは消費者の予想、と整合的にならなければならないので，

入FαNN(l-ε)

入FαNN(1-ε)+ (1一入F)αVNE

W-tc 

W 

となる必要がある.したがって，

入H' αVNε(W-tc) 
IαNN(1-ε)tc +αVNc(W -tC) 

となる.

最後に，消費者が事故抑止努力をする事故抑止費用の範囲を示す.消費者は少なく

とも事故抑止努力をする方が利得が高いならば事故抑止努力をするので，

-0一入FαNN[(l-E)νN，nic +εtc+L] 

+(1-AF)αVN[WN，n(W -tc) + (1 -E)(W -tc) -L] 

三一入FαNv[(l-ε)l/v.ぷc+εtc+L]

+(1-AF)αVV[WV，n(W -tc) + (1 -ε)(W -tcト L]

のとき，そしてそのときにのみ事故抑止努力をする.これを 6について整理すると，

(4.11)は消費者が事故抑止努力をするための必要十分条件となることがわかる.
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命題 4.7の証明.訴訟ステージlこおける最適反応から考える.企業は，消費者の和解

提案額が Sc:S tFならば，選択した事故抑止努力に依存せずに，消費者の和解提案を

受諾する.企業が事故抑止努力をしているとすると，消費者は企業が事故抑止努力を

確率1で選択していると予想する.このとき，消費者は裁判で敗訴するので，Sc = tF 

を提案する.

各当事者の訴訟ステージにおける戦略を所与として，事故抑止努力について調べる.

企業はどのような行動を選択しても tFの費用を負担しなければならない.もし企業が

事故抑止努力をするならば，企業の期待支払額はγ+αNNtF，事故抑止努力を怠るな

らば，企業の期待支払額はαVNtFとなる.したがって， (4.12)が成立するとき，そし

てそのときのみ企業は事故抑止努力をする.

他方，消費者は和解提案額 Sc= tFを企業が受諾するので，事故抑止努力をすると

-8+αNNtF一αNNLの期待利得を得ることができ，事故抑止努力を怠ると αNVtF一

αNvLの期待利得を得ることができる. したがって， (4.13)が成立するとき，そして

そのときのみ消費者は事故抑止努力をする.

補題4.5の証明.訴訟ステージにおける戦略が命題 4.7と同じとする.このとき，も

し企業の事故抑止費用が

γ> (αVj一αNj)tF

ならば，企業は事故抑止努力をするときの方が期待費用は大きくなる.したがって，企

業は事故抑止努力をするインセンティブがない. • 
補題4.6の証明.過失責任のもとで，企業は事故抑止努力をすれば裁判で勝訴する.し

たがって，企業が事故抑止努力をするとき，消費者の観察したシグナルと独立にSc> tF 

ならば，企業はこの提案を拒否する.補題4.5より，消費者はSc= tFを提案すると企

業は事故抑止努力をするインセンティブを持たず，均衡としてサポートされない.今，

企業が確率入F で事故抑止努力をし， 1一入F で事故抑止努力を怠るとする.また，消

費者は事故抑止努力をしていることを所与として，確率PNでO主将壬 tFを提案し，

1-PNでW-tc三得三 W+tFを提案すると仮定する.

企業の戦略を所与として，消費者が事故抑止努力をし， 55を提案するときと与を
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提案するとき，消費者の期待利得はそれぞれ

入FαNN(S'C-L) + (1一入F)αVN(SC-L)， 

入FαNN(-tc-L) + (1一入F)αVN(特 -L) 

(4.32) 

(4.33) 

となる.他方，企業の戦略を所与として，消費者が事故抑止努力を怠り，轄を提案す

るときと符を提案するとき，消費者の期待利得はそれぞれ

入FαNV(Sちω-L) + (1一入F)αVV(Sちω-L)， 

入FαNV(-tc-L) + (1一入F)αVV(待ω-L) 

(4.34) 

(4.35) 

となる. (4.32)から(4.35)より，消費者は期待利得を最大にするために，選択した事

故抑止努力に依存することなしに，以下の和解額を提案する:

Sc = tF， and sc =肝r+ tF 

• 
命題4.8の証明.消費者は事故抑止努力をし，どのシグナルを観察しても正の確率で

喝を提案すると仮定する.消費者の予想と消費者が事故抑止努力をするということを

所与として， 55と時の和解提案について，消費者が無差別になるように企業は事故

抑止努力を選択しなければならない:

tF =一μ(N，n)tc + (1 -μ(N，η))(W + tF)， 

tF =-μ(N， v)tc + (1 -μ(N，v))(W + tF). 

(4.36) 

(4.37) 

ただし， μ(N，ω)は，消費者は事故抑止努力をし，シグ、ナルωを観察したときに企業が

事故抑止努力をしているという予想である. (4.36)の左辺は，消費者が事故抑止努力

をし，シグ、ナル η を観察したとき，和解額55，nを提案したときに得られる継続利得，

右辺は85，n を提案したときに得られる期待継続利得である. (4.37)の左辺は，シグナ

ノレりを観察したとき，和解額五ちを提案したときに得られる継続利得，右辺は Sちを提

案したときに得られる継続利得である. (4.36)と(4.37)より，

μ(N，n) =μ(N，u)=W  
W +tF +tc 

(4.38) 

を得Zることができる.
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消費者が事故抑止努力をし，シグ、ナルη を観察するとき，企業が事故抑止努力をし

ている確率は

入FαNN(l ε)
μ(N，η)= 

入FαNN(1-ε)+ (1一入F)αVNε
( 4.39) 

である.また，消費者が事故抑止努力をし，シグ、ナノレ U を観察するとき，企業が事故

抑止努力をしている確率は

である.

λαNNε (N， v) = 一
入FαNNe+ (1一入F)αVN(1-ε)

(4.40) 

企業が事故抑止努力をする確率と消費者の予想が整合的になるかを調べるために，

(4.38)を(4.39)と(4.40)に代入する.このとき，

AH' = αVNε(W -tC) 
~ -
rαNN(1-ε)tc +αVNc(W -tC) 

一
αVN(l-ε)(W-tc) 

αNNctC +αVN(l-ε)(W -tc) 

(4.41 ) 

が満たされなければならない. (4.41)が満たされるための条件はε=1/2である.し

たがって， e < 1/2のとき，消費者はどのシグ、ナルをみても正の確率で企業の和解提

案を受諾するという完全ペイジアン均衡は存在しない. • 
命題4.9の証明.消費者の戦略と企業が事故抑止努力をしていることを所与とすると，

号 =tFのときに企業はこの和解提案額を受諾し，発 =W+tFを拒否する.企業は

消費者の観察するシグ、ナルを知ることができないが， 1-ε の確率で消費者が η を観察

し eの確率で Uを観察していることを知っている.したがって， 1-ε の確率で tFを

提案され， εの確率で W+tFを提案されると予想する.このとき，企業の期待費用は

γ+αNN(l-ε)tF+αNNctFである.他方，消費者の戦略と企業が事故抑止努力を怠っ

ていることを所与として，企業は裁判で敗訴するので sち<W+tFのすべての和解

提案額を受諾する.企業は，消費者が εの確率で η を観察し， 1-ε の確率で U を観察

していることを知っているので， eの確率で tFを提案され， 1-eの確率で W+tFを

提案される.したがって，企業の期待費用は αVNctF十 αVN(1-ε)(W+ tF)となる.

以上より，企業は (4.14)が成立するとき，そしてそのときのみ事故抑止努力をする.

企業の戦略を所与とすると，消費者の事故抑止努力の選択に関係なく tFの提案は受

諾され，W+tFの提案は拒否される.このとき，消費者が事故抑止努力をするときと
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事故抑止努力を怠るときの期待利得はそれぞれ

-15+αNN(1-ε)tFー αNNεtc-αNNLう

αNV(1-ε)tF一αNVεtc-αNvL 

となる.したがって，消費者は (4.15)が成立するとき，そしてそのときのみ事故抑止

努力をする.

判決額を調整することによって企業が事故抑止努力をするための事故抑止費用の上

限守と社会的事故抑止基準が一致することを示す.すなわち，

(1 -ε)αVNW+(αVN一αNN)tF= (αVN一αNN)L (4.42) 

が満たされていればよい. (4.42)を変形し，整理すると

(1 -ε)αVN(L -W) =αNNL-αVNeL + (αVN一αNN)tF (4.43) 

となる.もし αNNL-αVNεLさ0，すなわち， ε三αNN/αVNならば， (4.43)の右辺

は正なので，補償的損害賠償を用いることによって，企業に関して社会的事故抑止基

準を達成することができる.もし ε<αNN/αVNならば， εとtFの大きさに依存して

懲罰的損害賠償を用いることで社会的事故抑止基準を達成できる可能性がある.

命題 4.10の証明.消費者の戦略を所与とすると，企業は事故抑止努力をしているなら

ば，消費者の和解提案を拒否する.他方，事故抑止努力を怠っているならば受諾する.

企業が事故抑止努力を怠っているとき，消費者の和解提案を受諾すると，企業の期待費

用はγ+αNNtFであり，拒否するならば， αVN(W+tF)である.したがって， (4.16) 

が成立するとき，そしてそのときのみ企業は事故抑止努力をする.

企業の戦略を所与とすると，消費者の観察するシグ、ナルに依存することなしにた=

W+tFを提案すると，和解提案は常に拒否されるので，消費者が事故抑止努力をする

ときと怠るときの期待利得はそれぞれ -15ー αNN(L+tc)，-αNv(L+tc)である.し

たがって， (4.17)が成立するとき，そしてそのときのみ消費者は事故抑止努力をする.

判決額を調整することによって企業が事故抑止努力をするための事故抑止費用の上

限守と社会的事故抑止基準が一致することを示す.すなわち，

αVN(W+tF)一αNNtF= (αVN一αNN)L (4.44) 
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が満たされていればよい. (4.44)を変形し，整理すると

αVN(L -W) =αNN(L -tF) +αVNtF (4.45 ) 

となる.仮定より. (4.46)の右辺は常に正となる.したがって，補償的損害賠償を採

用しなければならない. • 
命題 4.11の証明.最初に，企業の訴訟ステ}ジにおける行動から考える.補題4.6よ

り sち=tFと吟 =W+tFを提案する.企業は事故抑止努力をするとき，裁判で勝

訴するのでtFを提案されるならば受諾し.W+tFを提案されるならば拒否する.消費

者の戦略を所与とすると.1-ε の確率で tFを提案され， ε'PNの確率でtF.ε(1-PN) 

の確率で W+tFを提案される.したがって，企業が事故抑止努力をするとき，企業

は消費者の提案を (1-ε)+εPNの確率で受諾し， ε(1-PN)の確率で拒否する.

次に，消費者の訴訟ステージにおける行動を考える.企業は，消費者の和解提案額

tFとW+tFの選択について，消費者が無差別になるように事故抑止努力に関する選

択を行わなければならない.もし企業が事故抑止努力をするならば，企業の期待支払

額はγ+αNNtFとなる.他方，企業が事故抑止努力を怠るならば企業の期待支払額は

αVNEtF +αVN(l -E)(l -PN)W +αVN(1-ε)tFとなる.したがって.PNについて

解くと，

αVN(1-E)W + (αVN一αNN)tF一γ
PN = αVN(lー ε)W

を得ることができる.得られた PNより，企業の事故抑止費用は (4.18)を満たさなけ

ればならない.同様に，消費者が事故抑止努力を怠るときのケースも求めることがで

きる:

pv =αvv(1-ε)W +(αVV -αNV)tF一γ

αvv(l-ε)W 

次に，企業の事故抑止努力選択ステージを考える.消費者は訴訟ステージでシグナ

ル U を観察するとき，均衡において消費者は企業の和解提案額の受諾と拒否に関して

無差別になっている:

tF =-μ (N，v)tc + (1-μ(N，v))(W + tF) 

ただし， μ(N，v)は消費者が事故抑止努力をし，シグ、ナルりを観察するときに企業が

事故抑止努力をしていると消費者が予想している確率を表す.これを μ(N，り)につい
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て解くと，

μ (Nうり)= W 
W +tF +tc 

となる.均衡において，消費者の予想μ(N，v)と消費者が事故抑止努力をし，シグナ

ルりを観察しているときに企業が事故抑止努力をしているという確率が一致しなけれ

ばならない.このことから，企業が事故抑止努力をする確率

入1<' αVN(1ー ε)W
ιαVN(l-E)W +αNNε(tF十 tc)

が求まる.

最後に消費者が事故抑止努力をする条件を導出する.企業の戦略と消費者の訴訟ス

テージにおける行動を所与として，消費者が事故抑止努力をするならば，

-8+入F[αNN(l-ε)tF+αNNEPNtF αNNε(1 -PN)tc] 

+(1一入F)[αVNctF+αVN(1-ε)(1 -PN)W +αVN(1-ε)tF] 

を得ることができる.他方，消費者が事故抑止努力を怠ると，

入F[αNV(1ー ε)tF+αNVEpvtF -αNVε(1 -PV)tc] 

+(1 -AF)[αVVctF +αvv(1-ε)(1 -PV)W +αvv(1-ε)tF] 

を得ることができる.したがって. (4.19)を満たすとき，そしてそのときのみ消費者

は事故抑止努力をする.

命題 4.12の証明.最初に訴訟ステージにおける企業の行動から考える.補題4.6より，

消費者は号 =tF. 持 =W+tFをそれぞれ提案する.企業は事故抑止努力をしたと

き，裁判で勝訴するので.tFを提案されるならば受諾し.W+tFを提案されるならば

拒否する.消費者の戦略を所与とすると.(1-ε)PNの確率でtF.(1-ε)(l-PN)の確率

でtF.そして εの確率で W+tFを提案される.したがって，企業が事故抑止努力を選

択するとき，企業は消費者の和解提案を (1-ε)PN+εの確率で受諾し.(1 -E) (1 -pv ) 

の確率で拒否する.

次に，消費者が tFを提案する確率PNを考える.消費者の戦略を所与として，もし企

業が事故抑止努力をするならば，企業の期待支払額はγ+αNN(1-ε)PNtF+αNN(l-

E)(l -PN )tF +αNNctFとなる.もし企業が事故抑止努力を怠るならば，企業の期待
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支払額は αVNEPNtF+αVNε(1 -PN)(W + tF) +αVN(1-ε)(W+tF)となる.企業

は事故抑止努力の選択に関して無差別にならなければならない:

一γ-αNN(1-E)PNtF一αNN(1-ε)(1-PN)tF一αNNεtF

αVNEPNtFー αvNE(1-PN)(W + tF) -αVN(1-ε)(W+tF). 

PNについて解くと，

PN= 
αVNW+(αNV一αNN)tF-γ 

αVNεW 
(4.46) 

を得る.PVも同様にして求めることができる:

αvvW+(αVV -αNV)tF一γ
pv = 口ァ ・

αVVεvv 

また， (4.46)より， (4.20)を導出できる.さらに，PNが正になるためには εが次の値

を満たさなければならないことは明らかである:

ε>αVNW+(αNV一αNN)tF一γ

'αVNW 

次に，企業が事故抑止努力をする確率入F を考える.消費者がシグ、ナル η を観察す

るとき，提案する和解額tFとW+tFの選択に関して無差別になるように企業は事故

抑止努力の選択を行わなければならない:

tF =一μ(N，n)tc + (1 -μ (N， n))(W + tF). (4.47) 

(4.47)の左辺は，tFを提案するときに得られる利得，右辺は W+tFを提案するときに

得られる期待利得を表す.また， μ(N，n)は消費者が事故抑止努力をし，シグ、ナルη を

観察するときに企業が事故抑止努力をしているという消費者の予想を意味する. (4.47) 

をμ(N，n)について解くと，

μ(N，η 

W +tF +tc 

を得ることができる.均衡において，消費者の予想μ(N，n)と消費者が事故抑止努力

をし，シグ、ナル η を観察しているとき， μ(N，n)は整合的でなければならない:

W 入FαNN(1-ε)

W +tF +tc AFαNN(1 -E) + (1 -AFαVNE) 
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したがって，均衡において企業の事故抑止努力確率は

入Ti' αVNCW

rαVNCW+αNN(1-ε)(tF + tc) 

とならなければならない.

最後に，消費者が事故抑止努力をする条件を考える.消費者は事故抑止努力をする

ときに得られる期待利得が事故抑止努力を怠るときに得られる期待利得を上回るとき，

事故抑止努力をする.したがって，企業の戦略を所与とすると，

-15+入F[αNN(1-ε)PNtF一αNN(1-ε)(1-PN)tC-αNNεtc -αNNL] 

+(1一入F)[αVNεPNtF+αVNc(1-PN)(W + tF) +αVN(1-ε)(W + tF)一αVNL]

三入F[αNv(1-ε)PvtF一αNV(1-ε)(1-PV)tc-αNVεtc -αNvL] 

(1-AF)[αVVεPVtF+αvvc(1 -PV)(W + tF) +αvv(1-ε)(W + tF) -αvvL]， 

したがって， (4.21)が成立するとき，そしてそのときのみ消費者は事故抑止努力をす

る. • 
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第5章 訴訟を伴う事故抑止努力インセン

ティブ:寄与過失を伴う厳格責任

5.1 はじめに

本章では，寄与過失を伴う厳格責任のもとでの事故抑止努力問題を考察する.扱う

モデ、ルは第4章と同じである.このモデルにおいては，以下で説明するように企業の

事故抑止努力を示すシグ、ナルは意味をなさない.したがって，本章では補償的損害賠

償のケースと懲罰的損害賠償のケースに分けて分析を進める.また，寄与過失を伴う

厳格責任に関する説明については，第 1章2節を参照してほしい.

5.2 寄与過失を伴う厳格責任におけるシグナルと補償制度の役割

不完全観測のもとで，消費者は事故発生後に観察される証拠から企業の行動を完全

には推測できない.寄与過失を伴う厳格責任のもとでは，消費者が事故抑止努力をす

るならば，たとえ企業が事故抑止努力をし，事故が発生しても企業が損害を賠償しな

くてはならない.すなわち，寄与過失を伴う厳格責任のもとで，消費者は事故抑止努

力をしているならば，消費者は法廷で勝訴する.法廷で判決が下される前に，企業は

消費者に和解提案をすることができる.消費者が事故抑止努力をしているならば，企

業は法廷で敗訴するので，法廷で下される判決額から消費者の訴訟費用を引いた額を

提案すれば，和解が成立することになる.他方，上記の和解額よりも低い和解額を提

案するならば，消費者は法廷で勝訴することから得られる利得が大きいので，法廷に

進む.もし消費者が事故抑止努力を怠るならば，法廷で消費者は敗訴する.このとき，

消費者は企業の任意の和解提案を受諾するだろう.また，消費者が和解提案をすると

き，消費者は消費者自身の行動と観察したシグ、ナルに依存することなしに企業に和解

提案をするだろう.これは，消費者が企業に対して，追加的な情報を与えるインセン

ティプがないためである.
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上述のことは，寄与過失を伴う厳格責任のもとではシグ、ナルは分析に影響しないこ

とを意味する.つまり，消費者の行動を基準として，どの当事者が損害賠償責任を負

うのかが決められるので，企業の行動に関する消費者の観測可能性は分析に影響しな

い.したがって，各当事者が事故抑止をする問題を分析するとき，証拠の完全観測性

と不完全観測性を区別して分析しでも結論は同じになり，区別する意味を失う.これ

は，企業と消費者の情報の非対称性が解消されることを意味する.したがって，寄与

過失を伴う厳格責任では，消費者の証拠の観測性は明示的には現れない.

消費者が和解提案者のケースでは，消費者は企業が消費者の行動に関して情報を持っ

ていないことを利用することが予想される.裁判で消費者が勝訴することを所与とし

て，判決額が消費者の被った損害額よりも小さいならば，消費者は事故抑止努力をす

るインセンティブ、を持っと考えられる.他方，判決額が損害額よりも大きいならば，企

業よりも情報上，あるいは損害賠償責任ルールに関して優位な立場にある消費者は事

故抑止努力を怠り，企業と和解をするインセンティブ、を持つことになると考えられる.

したがって，判決額と損害額の関係が消費者の事故抑止努力インセンティブを変化さ

せるかもしれない.以下の分析では，補償的損害賠償と懲罰的損害賠償を区別して分

析をする.

5.3 戦略と均衡

前節で述べたように，寄与過失を伴う厳格責任のケースにおいて，シグ、ナルがないと

しても分析に何ら影響はない.したがって，本章で用いられる戦略を再定義する必要が

ある.最初に，企業が和解提案者のケースを考える.事故抑止努力選択ステージにおけ

る企業の行動戦略はσ予εムApである.ただし，Ap ε{N，V}であり ，Nは事故抑止

努力をする，Vは事故抑止努力を怠ることを意味する.ムApは企業の混合行動 (mixed

behavior)の集合を意味し，Ap上の確率分布である.訴訟ステージにおける企業の行

動戦略はσL:AF→ムSである.ただし， 8ε[0，∞)は企業の和解提案額の集合，ムS

はS上の確率分布である.すなわち，企業は事故抑止努力選択ステージで決定した行

動に依存して，消費者に提案する和解額を決定することを意味する.企業の行動戦略

プロファイルはσp = (σトσt)と表される.例えば， σF=N，σt= (0， W -tc)とい

う行動戦略プロファイノレσp=(σトσT)を考える. (1)企業は事故抑止行動選択ステー
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ジで事故抑止努力をすることを選択し (σyの第 1要素)， (2)企業は事故抑止努力をす

るとき，訴訟ステージでOを提案し (σFの第2要素)， (3)企業は事故抑止努力を怠る

ことを選択したとき，W-tcを選択する (σFの第 3要素)ことを意味する.

事故抑止努力選択ステ}ジにおける消費者の行動戦略はσるεムAcである.ただし，

Ac ε{NヲV}である.ムAcは消費者の混合行動の集合を意味し，ムAcはAc上の確

率分布である.訴訟ステージにおける消費者の行動戦略は σ~: Ac x S →ム ({A，R}) 

である.ム ({A，R})は和解ステ}ジにおける消費者の混合行動を意味する.訴訟ステー

ジにおいて，消費者は事故抑止努力選択ステージにおける行動，そして企業から提案さ

れた和解額に依存して，和解提案を受諾するか拒否するかを決定する.消費者の行動戦

略プロファイルはσc= (σふ O"~) と表される.例えば， σち =N， σ~ = (α5，w-tc ， α~?) 

という行動戦略プロファイノレσc= (σふ σ~) を考える.ただし， αち;F は，消費者は事

故抑止努力選択ステージでjε {N，V}を選択し，SF以上の和解提案をされたとき，企

業の和解提案を受諾することを意味する.この消費者の行動戦略プロファイルは次の

ことを意味する. (1)消費者は事故抑止行動選択ステージで事故抑止努力をすることを

選択し (σcの第 1要素)， (2)消費者が事故抑止努力をするとき，企業の和解提案額が

SFどW-tcならば受諾し，それ以外ならば拒否する (σcの第2要素)， (3)消費者が

事故抑止努力を怠るとき，企業の任意の和解提案額押さ Oを諾する (σcの第 3要素)

ことを意味する.

次に，消費者が和解提案者のケースを考える.このとき，事故抑止努力選択ステー

ジにおける企業の行動戦略はσ予ε{N，V}であり，訴訟ステージにおける企業の行動

戦略はσL:AF×S →ム ({A，R})によって表される.企業は事故抑止努力選択ステー

ジで選択した行動と，消費者から提案された和解額に依存して，消費者からの和解提

案を受諾するか拒否するかを決定する.ただし，ム ({A，R})は訴訟ステ}ジにおける

企業の混合行動である.例えば， σ予=N， o"t = (αえhr+tF)という行動戦略プロ

ファイノレσF= (σトσT)を考える.ただし， αZCは，企業は事故抑止努力選択ステー

ジでiE {N， V}を選択し，Scの和解提案をされたとき，消費者の和解提案を受諾する

ことを意味する.この戦略は (1)企業は事故抑止努力ステージで事故抑止努力をする

ことを選択し (σFの第 1要素)， (2)企業が事故抑止努力を選択したとき，消費者の任

意の和解提案額を拒否し (σFの第2要素)， (3)企業が事故抑止努力を怠ることを選択

したとき消費者の和解提案額 S::;W +tFWならば受諾し，それ以外は拒否する (σF
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の第3要素)ということを意味する.

事故抑止努力選択ステージにおける消費者の行動戦略はσるεムAcで，訴訟ステー

ジにおける消費者の行動戦略はσL:Ac→ムSによって表される.例えば， σる=N，

σ~ = (W +tF，O)という行動戦略プロファイルσc= (σふ σ~) を考える.この戦略プ

ロファイルは， (1)消費者は事故抑止努力ステージにおいて，事故抑止努力をし (σc

の第 l要素)， (2)消費者が事故抑止努力をするとき，W-tcを提案し (σcの第 2要

素)， (3)消費者が事故抑止努力を怠るとき，W+tFを提案する (σcの第3要素)とい

うことを意味する.

解概念は，本章においても完全ペイジアン均衡を採用し，第4章と同様の表記をする.

5.4 補償的損害賠償

5.4.1 企業が和解提案者のケース

まず，次の戦略のクラスが完全ペイジアン均衡としてサポートされるかどうかを考

える:

持 =N，件 =(W -tc， W -tc)， 

I A if N and SF 三日r-tcぅorV and SF三0，
OF=N，δL={ 

I R if N and S F < W -tc. 

企業は事故抑止努力をし，企業の事故抑止努力に関係なく W-tcを提案することを

意味する.消費者は事故抑止努力をする.消費者が事故抑止努力をしているときに，

W-tc以上の提案ならば受諾し，それ以外は拒否する.他方，消費者が事故抑止努

力を怠っているならば任意の和解額を受諾することを意味する.直観的にいうと，上

述の戦略のクラスは企業と消費者の事故抑止費用 γと6がそれほど大きくないときに，

かつ W -tc < Lのとき，そしてそのときのみ完全ペイジアン均衡となる.

命題 5.1.企業と消費者の事故抑止費用が

γ三(αVN-αNN)(W -tc)， 

6三(αNV一αNN)[L-(W -tc)] 

(5.1) 

(5.2) 

を満たすとき，そしてそのときのみ戦略δ=(δF，O-C)は完全ペイジアン均衡となる.
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寄与過失を伴う厳格責任のもとで，消費者が努力をしていることを所与として，企

業は裁判で敗訴するのでW+tFを支払う必要がある.他方，消費者は事故抑止努力を

するならば勝訴するので，W-tCを得ることができる.明らかに W+tF > W -tc 

なので，企業は和解額 W-tcを提案する.消費者は企業の和解提案を受諾すること

と拒否することに関して無差別であるので，企業の和解提案を受諾する 1 企業は事

故抑止努力を怠るときの期待費用と事故抑止努力をするときの期待支払額の差よりも

事故抑止費用が小さいとき，事故抑止努力をする.消費者はたとえ和解交渉において

W ーたを提案されても，利得は負となる.すなわち，消費者は勝訴しても損害額より

も小さな額しか補償されないので，事故抑止努力をすることによって，期待損害額を

引き下げるインセンティブ、を持つ.したがって，企業が事故抑止をしていることを所

与として，事故抑止努力をしていないときに得られる利得と事故抑止努力をしている

ときの利得の差よりも事故抑止費用が小さいならば，消費者は事故抑止努力をする.

W -tc < Lより，企業の事故抑止努力をするための事故抑止費用の上限は社会的事

故抑止基準の上限守よりも小さくなる.消費者に関しては，明らかにEを下回る.こ

れは，寄与過失を伴う厳格責任のもとで，企業が和解提案者のケースでは過小抑止と

なることを意味する.

次に，各パラメータの変化が企業と消費者の事故抑止努力インセンティプにどのよ

うな影響を与えるかを調べる.判決額の増加は消費者の訴訟費用と反対の効果を与え

ている.つまり，判決額の増加は企業の期待費用と消費者の期待利得の増加を意味す

る.したがって，判決額を増加することによって，企業の事故抑止努力インセンティブ

は強まり，消費者の事故抑止努力インセンティブは弱まる.判決額と消費者の訴訟費

用にはトレードオフがある.もし消費者の訴訟費用が大きいならば，企業の事故抑止

努力インセンティブが小さいので，判決額を大きくしなければならない.逆に，消費

者の訴訟費用が小さいならば，消費者の事故抑止努力インセンティブが弱いので，判

決額は小さくならなければならない.

命題 5.1における完全ペイジアン均衡において，消費者は企業の和解提案を受諾す

るので，法廷に進む当事者は存在しない.したがって，企業の訴訟費用の増加は各当

事者の事故抑止努力インセンティブに影響を与えない.

1消費者は法廷に進むことと企業の和解を受諾することで無差別になるならば，和解提案を受諾する

と仮定する.この仮定は，訴訟と和解の分析において，伝統的に用いられている仮定である.
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消費者の訴訟費用は和解額に影響する.もし消費者の訴訟費用が増加するならば，企

業の期待費用と消費者の期待利得は減少する.したがって，企業の事故抑止努力イン

センティプは弱まり，消費者のそれは強まる.

5.4.2 消費者が和解提案者のケース

次に，消費者が和解提案者のケ}スを考える.補題 5.1は消費者が和解提案者のと

き，消費者は一括和解提案を行うことを示唆する.

補題 5.1.消費者は均衡上で Sc= W +tFを提案する.

消費者は，事故抑止努力をするときと怠るときで異なる和解額を企業に提案すると

仮定する.消費者の異なる和解額の提案は企業に対して追加的な情報を与えることに

なる，すなわち消費者は自身の選択した行動を企業に伝えていることと同じになる.

このとき，寄与過失を伴う厳格責任のもとで，消費者は事故抑止努力を怠るとき，せ

いぜい企業の訴訟費用と同じ額しか得ることができない.したがって，消費者はたと

え事故抑止努力を怠っていたとしても，事故抑止努力をしたときと同じ和解額を提案

する.

次の戦略のクラスが完全ペイジアン均衡となるかどうかを調べる:

I A if (N or V) and sc三W+tF，
δ予=N， at = { 

I R if (N or V) and Sc > W + tF， 

ae = N， â~ = (W + tFぅW+tF).

企業は事故抑止努力をし，消費者の和解提案が W+tF以下ならば，消費者の和解提案

を受諾し，それ以外なら拒否することを意味する.消費者は事故抑止努力をし，W+tF 

を事故抑止努力に依存することなしに常に提案することを意味する.

次の命題 5.2はこの戦略のクラスが完全ペイジアン均衡となることを示している.

命題 5.2.企業と消費者の事故抑止費用について

γ三(αVN一αNN)(W+ tF)， 

6三(αNV一αNN)(L-W -tF) 
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が成立するとき，そしてそのときにのみ戦略 δ=(δF，δc)は完全ペイジアン均衡と

なる.

ただし，L > W +tFとならなければならない.

消費者が事故抑止努力をしていることを所与として，企業は消費者の一括和解提案

を受諾しても拒否しても W+tFを負担しなければならない.したがって，企業は消費

者の一括和解提案の受諾に関して無差別になる.もし L=Wならば，消費者は事故

抑止努力をするインセンティブを持たない.したがって，補償的損害賠償のケースで

あっても注意が必要である.また，補償的損害賠償のもとで，消費者は被った損害額

に関して，全額保証されないので，消費者は事故が発生しないことを望む.したがっ

て，たとえ企業が消費者の提案する一括和解提案を常に受諾しても，消費者は事故抑

止努力をするインセンテイブ、を持つ.したがって，企業は消費者の一括和解提案を受

諾する.

次に，この完全ペイジアン均衡のもとで，各ノfラメータの変化が企業と消費者の事

故抑止努力インセンティブにどのような影響を与えるのかを調べる.判決額の増加は

企業の期待支払額を増加するので，企業の事故抑止努力インセンティプは強まる.他

方，消費者に関しては事故抑止努力を怠ったとしても，得られる金額が増えるので，事

故抑止努力インセンティプは弱まる.

この完全ペイジアン均衡において紛争は法廷で解決されないので，消費者の訴訟費

用は両当事者の事故抑止努力インセンティプに影響を与えない.

企業の訴訟費用の増加は企業にとっては期待費用の増加を意味するが，消費者にとっ

ては事故抑止努力の有無に関わらず得られる額が増加することを意味する.したがっ

て，企業の事故抑止努力インセンティブは強まり，消費者の事故抑止努力インセンティ

ブは弱まることになる.

補償的損害賠償のケースでは，消費者が和解提案者になるとき，企業に関しては社

会的事故抑止基準を達成することができる.他方消費者に関しては，誰が和解提案者

になっても，あるいは判決額をどのように調整しても社会的事故抑止基準を達成する

ことができない.消費者が和解提案者になるとき，W = L -tFとすることによって，

確かに企業については社会的事故抑止基準を達成することができる.しかし，このとき

消費者は事故抑止努力インセンティブを持たないことは明かである.したがって，消費

者が和解提案者になるケースが望ましいという結論を安易に出すことはできない.ど
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ちらの当事者が和解提案者になることが望ましいのかを議論するとき，誰により事故

抑止努力をさせたいのかということに依存して結論は変わる.さらに，裁判所は判決

額を決定する際に，判決額を増加することによって企業の事故抑止努力インセンティ

ブを強めることはできるが，消費者のそれは弱まるというトレードオフを考慮しなが

ら決定する必要がある.

5.5 懲罰的損害賠償

5.5.1 企業が和解提案者のケース

次に，懲罰的損害賠償のケースを分析する.懲罰的損害賠償が採用されると，補償的

損害賠償のケースと状況は変わる.企業の期待費用が非常に大きくなることから，企

業はできるだけ法廷に進むことを避けたいと考える.したがって，消費者はこのこと

を利用して，事故抑止努力を怠るかもしれなし、からである.

補題5.2は企業が常にむ =W-tcを提案すると，消費者が事故抑止努力を怠るこ

とを示している.

補題 5.2.企業がすべての情報集合において命 =W-tcを提案し，消費者が確実に

事故抑止努力をするという完全ペイジアン均衡は存在しない.

企業が常にむ =W-tcを提案すると仮定する.このとき，企業が事故抑止努力

をしていることを所与とすると，消費者は事故抑止努力をしていても，怠っていても

被った損害額よりも大きい利得を得ることができる.したがって，企業が常に SFを提

案するとき，消費者は事故抑止努力をするインセンティブを持たない.

補題5.3は企業の和解額の提案方法を示している.

補題 5.3.企業は選択した事故抑止努力に依存することなしに，和解額 SF 0と

SF = W -tcを確率的に提案する.

補題5.2より，企業は常にむ = Wーたという和解提案をすることは完全ペイジア

ン均衡としてサポートされない.もし消費者が事故抑止努力をするならば，寄与過失

を伴う厳格責任のもとで法廷に進むと，企業は敗訴し W+tFを支払わなければなら

ない.他方，消費者は勝訴するので，W-tCを得ることができる.したがって，企業

の和解提案額の上限は W ーたとなる.もし消費者が事故抑止努力を怠るならば，企
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業は勝訴するのでむ =0を提案すればよい.そして，消費者はこの和解提案を受諾す

る.これは，消費者が事故抑止努力を怠っているとき，企業は O以外の提案をするイ

ンセンティブがないことを意味する.したがって，企業は和解提案額 W-tcとOを

確率的に提案する.

次の戦略のクラスが完全ペイジアン均衡においてサポートされるかどうかを調べる.

δち=Nぅo-t= ((1 -PN )[SF] + PN[SF]， (1 -PV)[SF] + PV[SF]) ， 

持=入C[N]+ (1一入F)[V]，

I A if N and SF三日r-tc， or V and S F 三Oヲ

σち=~ 
I R if N and S F < W -tc・

企業は事故抑止努力をする.事故抑止努力をしているとき，確率 (1-PN)でむ =0

を提案し，確率PNで む =W-tcを提案する.事故抑止努力を怠っているとき，確

率 (1-PV)で む =0を提案し，確率pvでむ =W-tcを提案することを意味する.

消費者は確率入Cで事故抑止努力をし，確率 1一入Cで事故抑止努力を怠る.事故抑止

努力をしているならば，むさ W-tcの提案を受諾し，それ以外は拒否する.事故抑

止努力を怠っているならば任意の和解提案額を受諾することを意味する.この戦略の

クラスにおいて，企業の予想は次のように形成される:

Ct(N) = 入cαNN
cαNN + (1一入c)αNV

T(N)は企業が事故抑止努力をしたことを所与として，消費者が事故抑止努力をして

いる確率を表す.

補題5.2と5.3を使ってこの戦略のクラスが完全ペイジアン均衡であることを示すこ

とができる.

命題 5.3.W ーたど Lとする.企業と消費者の事故抑止費用が

γ三入C[{(1-PV)αVN一(1-PN)αNN }(tF + tc)十 (αVN+αNV-αNN-αvv)L]

+(αVN一αNN)(W-tC-L)+(αVV-αVN)L，

15<αNN(W -tc) + (αNV一αNN)L

を満たすとき，そしてそのときのみ (δ，t，)= ((O-F，δc)，t，)は完全ペイジアン均衡で

ある.
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ただし，

である.

ル=αNV(W-tc) 
し αNN(tc+ tp) +αNV(W + tp)ヲ

-15+αNN(W -tc -L) +αNvL 
PN = 

αNV(W -tC) 

-15+αVN(W -tc -L) +αvvL 
pv = o:vv(W -tc) 

補題 5.2と補題5.3より，企業は sp= 0とむ =W-tcを確率的に提案する.消費

者は事故抑止努力をしているならばむさ W-tcを受諾し，それ以外は拒否する.も

し消費者が事故抑止努力を怠るならば，任意の和解額 Sp> 0を受諾する.すなわち，

消費者は和解ステージにおいては確率的に和解額を受諾しないことを意味する.した

がって，消費者は確率的に事故抑止努力をすることになる.これは，たとえ消費者が

事故抑止努力を怠ったとしても W-tcを得る可能性があるためである.

懲罰的損害賠償のケースでも L< W < L+tcの聞の判決額ならば，命題 5.1と同

様の結論を得ることができる.すなわち，両当事者は確実に事故抑止努力をする.し

かし，懲罰的損害賠償は一般的に被った損害額よりもかなり大きな金額であることが

多い.また，通常訴訟費用の負担に関しては，別途裁判を起こすことが通例である2

したがって，本稿においては，L < W < L+tcは懲罰的損害賠償と見なさないこと

にする.

次に，各パラメータの変化が企業と消費者の事故抑止努力インセンティブにどのよ

うな影響を与えるかを調べる.判決額 W が増加すると，より多くの補償額を手にす

ることができるので，事故抑止費用が高い消費者でも事故抑止努力をするようになる.

他方，企業はむ =W+tpを提案する確率を下げると，消費者に対するペナルティ

が弱くなりすぎ，消費者は事故抑止努力をする確率を下げる3 したがって，企業は消

2訴訟費用の負担に関しては，日本では民事訴訟法第 61条により定められている.第 61条によると，

『訴訟費用は，敗訴の当事者の負担とするJとある.ただし，民事訴訟法第 67条 1項において， w裁判所

は，事件を完結する裁判jにおいて，職権で，その審級における訴訟費用の全部についてその負担の裁判

をしなければならない.ただし，事情により，事件の一部または中聞の争いに関する裁判において，そ

の費用についての負担の裁判をすることができるJとある.すなわち，裁判所が職権でどの当事者が訴

訟費用を負担しなければならないかを決定できる.訴訟費用の負担については，片方の当事者が全額負

担するケース，あるいは両者の訴訟費用を 3分し，その 1を原告が負担しなければならないというケー

スもある.本稿では，単純化のために訴訟費用に関する裁判以前の分析をしているので，各自訴訟費用

を負担するという仮定をしている.

3本稿では，事故抑止費用が 6壬(αNVーαNN)Lとなる消費者に焦点を当てているので，この消費者
に対する効果のみを分析する.
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費者に事故抑止努力をさせるために W+tFを提案する確率を下げなければならない.

判決額が増加すると，企業の期待支払額が増加するので，事故抑止費用が高い企業で

あっても，事故抑止努力をする.

企業の訴訟費用 tFが増加するとき，企業は法廷に進むことによって，負担しなけれ

ばならない費用が増加ので，企業の事故抑止努力インセンティブを強める働きがある.

他方，企業の訴訟費用が増加することによって，企業に対する罰則が強まることも意

味する.寄与過失を伴う厳格責任のもとでは，企業は事故抑止努力をしても法廷に進

むとき，負担しなければならない費用が増加するので，企業が事故抑止努力をする確

率を下げる.すなわち，企業に対するペナルティが強すぎる.この両方の効果を考慮す

ると，企業の事故抑止努力インセンティブはパラメータに依存することになる.消費

者の事故抑止努力インセンティブや企業の和解提案に関する確率には影響を与えない.

消費者の訴訟費用 tcが増加するとき，消費者は事故抑止努力をするときと怠るとき

に，得ることができる利得の差が小さくなるので，より高い事故抑止費用がかかる消

費者は事故抑止努力を怠りやすくなる.すなわち，消費者の事故抑止努力をするイン

センティブは弱まる.同様の理由で企業は事故抑止努力をする確率は減少させる.こ

の事実を所与とすると，企業は消費者に対して罰則を強くしなければならない.した

がって，W-tCを提案する確率が減少する.

5.5.2 消費者が和解提案者のケース

懲罰的損害賠償を採用しているとき，消費者が和解提案者ならば，消費者の事故抑

止努力インセンティプは弱くなる.補題 5.4はこのことを特徴づけている.

補題 5.4.懲罰的損害賠償を採用しているとき，企業は確率 1で消費者の一括和解提

案た =W+tFを受諾し，消費者が確率 1で事故抑止努力をするという完全ペイジア

ン均衡は存在しない.

もし企業が消費者の一括和解提案W+tFを受諾するならば，消費者は事故抑止努力

をするインセンティブを持たない.直観的には次のように説明できる.企業が消費者

の一括和解提案を確率 1で受諾するとする.企業が事故抑止努力をしていることを所

与として，消費者が事故抑止努力をしているならば，消費者は -d+αNN(W+tF-L)

の利得を得ることができ，事故抑止努力を怠っているならばαVN(W+ tF -L)の利
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得を得ることができる.仮定より αVN>αNN.また懲罰的損害賠償のケースなので

W 十tF> Lである.明らかに消費者は事故抑止努力をするインセンティブを持たな

い.消費者が一括和解提案Sc= W +tFをしていることを所与として，企業が事故抑

止努力をし，一括和解提案を受諾するならば，消費者は事故抑止努力を怠るので，企

業の期待費用はγ+αNV(W+tF)となる.他方，消費者が W+tFを提案しているこ

とを所与として，企業が事故抑止努力をし，一括和解提案を拒否するならば，消費者

は事故抑止努力をするので，企業の期待費用は γ+αNN(W+ tF)となる.企業の事

故抑止努力がそれほど大きくないならば，企業は事故抑止努力をし，消費者の和解提

案を(ある確率で)拒否することが最適となる.したがって，企業は消費者の一括和解

提案を受諾するということは(ある確率で)拒否するという行動戦略に弱く支配されて

いる.

もし消費者がs= W +tF一ψという一括和解提案をするならば，企業は消費者の一

指和解提案を拒否することは受諾することを弱く支配しているかどうかを調べる.た

だし， ψ>0は十分小さい値とする.もし消費者が事故抑止努力をするならば，企業

の費用は

I W+tF一ψifαら=A，
u(z) = < 

I W +tF ifαみ=R

となる.他方，消費者が事故抑止努力を怠るならば，企業の費用は

I W+tF一ψifαみ=A，
u(z) = < 

I tF ifαみ=R

となる.したがって，消費者が行う一括和解提案が吟 =W+tF-ψのとき，企業はこの

提案を拒否することは弱支配戦略とはならない.したがって，消費者は台 =W+tF一ψ

を提案することが均衡となるかもしれない.

しかし，幸いなことに，消費者がこのような一括和解提案sc= W +tF一ψをする

ことは完全ペイジアン均衡としてサポートされない.これは，消費者の和解提案額が

連続であることに大きく依存している.消費者は企業が拒否する和解額よりも ψだけ

小さい和解額を提案するならば，企業は消費者の一括和解提案を受諾する可能性があ
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る.和解額は連続なので，いくらでも小さな ψ>0を選ぶことができる.したがって，

企業と消費者が事故抑止努力をし，消費者はs= W + tF一ψを提案し，企業は正の

確率でこの和解提案を受諾するという完全ペイジアン均衡経路は存在しない4

最後に，懲罰的損害賠償のケースにおいて，上で議論した戦略が完全ペイジアン均

衡としてサポートされることを示す.次の戦略のクラスを考える.

。予 =N，

(1 -Vi，sc )[A] +町内[R]if (N or V) and Sc = W +tFぅ

δt = ~ A if (N or V) and 0三Sc三tF，

R if (N or V) and (tF < SC < W + tF or SC三W + tF)， 

持 =N，吟 =(W + tF， W + tF). 

企業は選択した事故抑止努力に依存することなしに Sc= W +tFを提案されるとき，

l一円，W+tFの確率で消費者の和解提案を受諾し.Vi，W+tFの確率で和解提案を拒否す

る.企業は和解額O三Sc三tFを提案されるならば，消費者の和解提案を受諾し，和

解額 Sc> W +tF. あるいは和解額tF< Sc < W +tFを提案されるならば，拒否す

るという戦略である.消費者は事故抑止努力をし，事故抑止努力の選択に依存せずに

和解額 Sc= W +tFを提案するという戦略である.

次の命題は，上述の戦略のクラスが完全ペイジアン均衡としてサポートされること

を示す.

命題 5.4.企業と消費者の事故抑止費用が

γ三(αVN一αNN)(W+ tF)， 

d<αNNW+(αNV-αNN )(L + tc) 

を満たすとき，そしてそのときのみδ=(δF，a-c)は完全ペイジアン均衡である.

ただし， νi，W+tFε[ι1)を満たさなければならない:

(αNV-αNN)(W + tF -L)十 6

L αNV(W +tF +tc)-αNN(tF + tC)" 

(5.5) 

(5.6) 

4もし和解に関する提案額が連続ではなく離散ならば，Sc < W +tFという一括和解提案が均衡とな

る可能性がある.本稿では，和解額が離散のケースについては取り扱っていない.
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補題 5.4より，消費者は一括和解提案sc= W +tpを提案する.もし企業が消費者

の一括和解提案を常に受諾するならば，消費者は事故抑止努力をするインセンティブ

を持たない.したがって，企業は正の確率で消費者の一括和解提案を拒否する必要が

ある.どは，企業が消費者に事故抑止努力をさせるために必要な一括和解提案を拒否

する確率である.消費者が和解を提案するケースでは，企業と消費者は確実に事故抑

止努力をするが，消費者に事故抑止努力をするインセンティブを与えるために，企業

はペナルティーとして正の確率で，消費者の和解提案を拒否し，法廷に進まなければ

ならない.

次に，各パラメータの変化が企業と消費者の訴訟費用にどのような影響を与えるか

を調べる.均衡において，判決額が増加すると，企業の期待支払額は増加し，消費者

の期待利得は増える.したがって，企業と消費者の事故抑止努力インセンティブは強

まる.また，判決額が増加することによって，消費者は事故抑止努力インセンティブ

を強めるので，企業が消費者の和解提案を拒否する確率の下限立は下がる.

消費者は訴訟費用の増加により，法廷に進むことの費用が増加することを意味する

ので，事故抑止努力インセンティブを強める.そのため，消費者の和解提案を拒否す

る確率の下限は下がる.他方，企業は消費者の訴訟費用に影響されない.

企業の訴訟費用が増加すると，企業が消費者の和解提案を拒否するときの期待費用

が増加するので，事故抑止努力インセンティブは強まる.他方，消費者の事故抑止努

力インセンティブは変化しない.これは，tpが増加することによって，より多くの利

得を手にすることができるが，的，W+tFの低下により，事故抑止努力を怠ると利得が低

下するとし、う効果が相殺するためである.

懲罰的損害賠償のケースにおいて，企業が和解提案をするとき，事故抑止努力を怠

る消費者が存在した.他方，消費者が和解提案者のケースでは，法廷に進むケースは

あるものの，事故抑止努力を怠る消費者は存在しない.したがって，寄与過失を伴う

厳格責任のもとで，懲罰的損害賠償のケースでは，社会的事故抑止基準を達成できな

いものの消費者が和解を提案する方が望ましい.
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5.6 おわりに

本章では，寄与過失を伴う厳格責任のケースを分析した.寄与過失を伴う厳格責任

は消費者の事故抑止努力に応じて誰が損害を負担しなければならないのかということ

が決まるので，消費者が観察するシグナルは分析に影響しない. したがって，補償的

損害賠償のケースと懲罰的損害賠償のケースの 2つのケースに分け，第4章と同様に

企業が和解提案者のケースと消費者が和解提案者のケ}スを分析した.賠償形式が補

償的損害賠償ケースにおいて，企業が和解提案者でも消費者が和解提案者でも，企業

と消費者は事故抑止努力をする.消費者はたとえ損害を補償されたとしても，損害額

の一部しか補償されない.したがって，消費者は事故が発生しないことを望む.その

結果，消費者は確実に事故抑止努力をする.他方，消費者は確実に事故抑止努力をす

るので，企業は事故が発生すると損害賠償を消費者に支払わなければならない.結果

として，企業は期待費用を低くするために，事故抑止努力をする.

賠償形式が懲罰的損害賠償のケースでは，消費者は損害額以上の賠償金を得ること

ができる.企業が和解提案者のとき，もし和解交渉で企業が常に判決額と同じくらい

の提案をするならば，消費者は事故抑止努力をするインセンティブを持たない.した

がって，企業は事前には和解額Oを提案するという脅しをする必要がある.このため

に，消費者は事故抑止努力をするならば， 1よりも小さい正の確率のみである.消費者

が和解提案者のケースでは，消費者は常に判決額と同じくらいの提案をする.企業が

この和解提案を常に受諾するならば，同様に消費者は事故抑止努力をするインセンティ

ブを持たない.したがって，企業は正の確率で和解提案を拒否する必要がある.その

ため，法廷で紛争が解決する可能性がある.以上の理由により，懲罰的損害賠償を採

用すると，企業が和解提案者のケースでも消費者が和解提案者のケースでも，非効率

性が発生する.このために，懲罰的損害賠償は決して望ましい賠償形式とは言えない.

5.7 補論

命題 5.1の証明.各当事者が事故抑止努力をしていると仮定する.寄与過失を伴う厳

格責任のもとで，消費者が事故抑止努力をしているとき，法廷において消費者が勝訴

する.このとき，消費者は法廷で W-tcを得ることができるので，W-tc以上の和

解提案を受誇し，W -tc未満の和解提案額を拒否する.企業の和解提案が拒否され
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ると，企業は一(W+ tF)の費用を負担する必要がある.しかし，SF = W -tcを提

案することにより，消費者に受諾される.明らかに W -tc < W +tFなので，企業

の均衡和解提案は SF= W -tcとなる.企業が SF= W -tcを提案し，消費者が受

諾することを所与として，消費者が事故抑止努力をするとき，消費者が獲得できる最

大の期待利得は -6+αNN(W -tc -L)である.他方，消費者が事故抑止努力をし，

和解提案を受諾することを所与として，企業が事故抑止努力をするとき，企業の期待

費用はγ+αNN(L-W +tC)である.

企業が事故抑止努力をし，消費者が事故抑止努力を怠ることを所与として，消費者

は敗訴するので，企業の任意の和解提案額を受諾する.このとき，消費者が獲得でき

る最大の期待利得は一αNv(L-W +tC)である.したがって，消費者は (5.2)が成立

するとき，そしてそのときのみ事故抑止努力をする.

企業が事故抑止努力を怠り，消費者が事故抑止努力をし，SF = W -tcを所与とし

て，企業は一αVN(W-tC)の期待利得を得る.したがって，企業は (5.1)が成立する

とき，そしてそのときのみ事故抑止努力をする.

補題 5.1 の証明 S~ 手 S~ を提案することが消費者にとって逐次合理的であるとする.

このとき，企業の予想は次のようになる.

11 if sc = s~ 
μ(N，sc) = < 

I 0 otherwise. 

ただし， μ(N，sc)は企業が事故抑止努力をしていることを所与として，消費者がたを

提案したとき，消費者が事故抑止努力をしている確率を表す.もし消費者がた =sg
を提案するならば，企業は受諾することが逐次合理的である.このとき，消費者の利

得はた >0となる.もし消費者がた手々を提案するならば，企業は拒否すること

が逐次合理的である.なぜならば，消費者は事故抑止努力をしていないと企業は予想

するからである.このとき，消費者の利得は -tcとなる.したがって，ScヂScは消

費者にとって明らかに逐次合理的ではないことになる.ゆえに完全ペイジアン均衡に

おいて， 85=SEとならなければならない.

消費者は事故抑止努力をすると，確実に勝訴し，W -tcを得ることから， sc > 

W-tc・また，消費者が事故抑止努力をすることを所与として，企業は裁判で確実に
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敗訴するので，W+tFを負担しなければならない.すなわち，企業は sc::; W + tF 

までならば受諾する.もし消費者がた > W+tFを提案するならば，企業は消費者

の和解提案を拒否し，法廷に進むことによって，期待費用を減少させることができる.

したがって，消費者はた =SfJ = S~ = W + tFを提案する. • 
命題 5.2の証明補題 5.1より，消費者は Sc= Wーたという一括和解提案をする.

企業は事故抑止努力をし，消費者の一括和解提案を受諾することを所与として，消費

者が事故抑止努力をするならば -15+αNN(W+tF -L)の利得を得る.消費者が事故

抑止努力を怠るならば，消費者は αNV(W+tF-L)の期待利得を得ることができる.

補償的損害賠償のケースなので，消費者の事故抑止費用が (5.4)を満たすとき，そして

そのときのみ消費者は事故抑止努力をする.

消費者が事故抑止努力をし，一括和解額 Sc= W + tFを提案することを所与とし

て，消費者の一括和解提案を受諾しても拒否しても W+tFを負担しなければならな

い.したがって，企業は消費者の一括和解提案を受諾する.もし企業が事故抑止努力

をするならば，企業の期待費用は γ十 αNN(W+ tF)である.また企業が事故抑止努

力を怠るならば企業の期待費用は αVN(W+ tF)である.したがって，企業の事故抑

止費用が (5.4)を満たすとき，そしてそのときのみ企業は事故抑止努力をする.

補題 5.2の置明.両当事者が事故抑止努力を行うと仮定する.寄与過失を伴う厳格責

任の性質から，企業は裁判で敗訴する.このとき，企業は W 十 tFを支払い，消費者

はW-tcを受け取る.もし企業が消費者に W ーたで和解することを提案するな

らば，消費者は企業の提案を受諾する.したがって，企業は和解を提案し，W -tc 

を支払う.企業の戦略を所与として，消費者は事故抑止努力をするならば，期待利得

-15+αNN(W -tc-L)を得る.他方，事故抑止努力を怠るならば， αNV(W-tc -L) 

を得る.W -tc -L > 0より，消費者は明らかに事故抑止努力をするインセンティブ

を持たない.したがって，企業が常に SF= W -tcを提案することを所与として，両

当事者が確実に事故抑止努力をするという完全ペイジアン均衡は存在しない. 圃

補題 5.3の証明.寄与過失を伴う厳格責任のもとで，消費者は事故抑止努力をすれば

勝訴し，確実に W-tcを手に入れることができる.したがって，企業の和解提案が

押さ W-tcならば受諾し，SF < W ーたならば拒否する.他方，消費者は事故抑止

努力を怠るならば敗訴するので企業の任意の和解提案額 SF三Oを受諾する.補題 5.2
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より，企業は Sp= W -tcを常に提案することは均衡にならない.企業は事故抑止努

力をしているとき，確率 1-PNで Sp< W -tcを提案し，W 十 tp三五F 三W-tc

を確率PNで提案するとする.消費者が事故抑止努力をする確率を入。事故抑止努力

を怠る確率を 1一入C とする.消費者の戦略を所与として，企業が事故抑止努力をする

とき， 83<W-tcを提案すると企業の期待費用は

入cαNN(W+ tp) + (1一入c)αNVSP (5.7) 

となる.83三W-tcを提案すると企業の期待費用は

入cαlvMF十 (1一入c)αNVSP (5.8) 

となる.また，消費者の戦略を所与として，企業が事故抑止努力を怠るとき，むと Sp

の提案をすることによって，企業の期待費用はそれぞれ次のようになる.

入cαVN(W+ tp) + (1一入c)αVVSp，

入cαVNSP+ (1一入c)αVVSp

(5.9) 

(5.10) 

したがって， (5.7)と(5.9)より ，sp = 0を提案することによって，企業は期待費用を

最小にすることができる.また， (5.8)と(5.10)より，む =W-tcを提案すること

によって，企業は期待費用を最小にすることができる.

次に，企業が Sp= 0とむ =W-tcにそれぞれ正の確率を割り当てることを証明

する.消費者は事故抑止努力をすることと事故抑止努力を怠ることについて無差別に

ならなければならない.つまり，企業が事故抑止努力をしていることを所与として，

または，

今，

-8+αNNPN(SP -L) +αNN(1 -PN)(W -tc -L) 

=αNVPN(SP -L) -αNV(1-PN)L， 

-8+αNN(1-PN)(W -tc -L) +αNv(1 -PN)L 
Sp = 、 +L.

PN(αNV-αNN) 

K=-8+αNN(1-PN)(W -tc -L) +αNV(1-PN)L 

PN(αNV-αNN) 
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と定義する.W-tc三五FS W +tFと(5.11)より，

W -tc -L S K S W + tF -L (5.12) 

が成り立つ. (5.12)をそれぞれの不等式に関して，PNについて解き，整理すると，

-8+αNN(W -tc -L) +αNvL _ _ -8 +αNN(W -tc -L) +αNvL <η町 <
αNV(W + tF)一 αNN(tF十 tc) -' r日一 αNV(W -tc) 

となる.これは， αNV(W+tF)-αNN(tF + tc) >αNV(W -tc)から明らかである.

したがって， -8+αNN(W-tC-L)+αNvL > 0が成立するならば， 0 < PN < 1が

存在する.

企業が事故抑止努力を怠っているときの和解額五F を提案する確率pvはPNと同様

に求めることができる.

命題 5.3の置明.補題 5.3より，企業は確率的に一括和解提案をする.まず，企業が

む =W-tCを提案する確率PNを導出する. (5.11)にむ =W-tCを代入し，PN 

について解くと，

となる.

PN =-8+αNN(W -tc -L) +αNvL 

αNV(W -tc) 

補題 5.3より，消費者は確率的に事故抑止努力をする.消費者が事故抑止努力をす

る確率を入C とする.企業が事故抑止努力をしていることを所与とすると，企業はむ

の提案とむの提案に関して，無差別にならなくてはならない，つまり

入cαNN(W+ tF) + (1一入c)αNVSF=入cαNNSF+ (1ーた)αNVSF (5.13) 

が成立していなければならない.(5.13)を入Cについて整理し，SF = 0とSF= W -tc 

を代入すると，

ルー αNV(W -tc) 
一一
U αNN(tC + tF) +αNV(W + tF) 

を得=ることがで、きる.

最後に，企業が確率 1で事故抑止努力をし，消費者が確率入Cで事故抑止努力をす

るための必要十分条件を導出する.消費者の戦略を所与として，企業は事故抑止努力

をすると，

一γ一入c[αNNP(W-tc) +αNN(1 -p)(W + tF)]-(1一入c)αNVP(W-tc) 
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の利得を得る.企業は事故抑止努力を怠ると，

一入c[αVNP(W-tc) +αVN(1 -p)(W + tF)] -(1一入c)αVVp(W-tC) 

の利得を得る.企業は事故抑止努力をすることの期待費用が小さいとき，そしてその

ときのみ事故抑止努力をする.すなわち， (5.5)が成立するとき，そしてそのときのみ

企業は事故抑止努力をする.

補題5.3より， (5.5)が成立するとき，そしてそのときのみ消費者は事故抑止努力を

す る.

補題 5.4の証明補題 5.1より，消費者は和解額として sc= W + tFを提案する.最

初に企業は消費者の一括和解提案 W+tFを確率 lで受諾しないことを示す.

企業が W+tFを確率 1で受諾しているとする.企業は事故抑止努力をし，事故が

発生し，消費者が =W+tFを提案していることを所与として，消費者が事故抑止努

力をするならば，消費者は -8+αNN(W+tF-L)の利得を得る.企業は事故抑止努

力をし，事故が発生し，消費者が W+tFを提案していることを所与として，消費者

は事故抑止努力を怠るならば，消費者は αNV(W+ tF -L)の利得を得ることができ

る.W十 tF> L，αNN <αNVより，明らカ斗こ

-8十 αNN(W+ tF -L) <αNV(W + tF -L) 

となる.したがって，企業が事故抑止努力をし，事故が発生し，消費者が W+tFを

提案しているとき，企業が消費者の和解提案を常に受諾するならば，消費者は事故抑

止努力をするインセンティブを持たない.このとき，寄与過失責任のもとでは企業が

勝訴する.したがって，企業は消費者の一括和解提案を拒否する.

次に，消費者は一括和解提案 W +tF一ψをするときに，正の確率で事故抑止努

力を怠り，企業は消費者の一括和解提案を正の確率で拒否することを示す.企業は消

費者の一括和解提案を確率 1で受諾すると仮定する.企業が事故抑止努力をしている

ことを所与として，消費者は事故抑止努力をすると -8+αNN(W+ tF一ψ-L)の

利得を得る.ただし， ψ>0は十分小さいとする.消費者は事故抑止努力を怠ると

αNV(W + tF一ψ-L)を得る.明らかに，消費者は事故抑止努力を怠ることによっ

て，利得を最大にできる.したがって，消費者は事故抑止努力をしない.消費者が事

故抑止努力を怠ることを所与として，寄与過失を伴う厳格責任のもとで企業は勝訴す
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る.企業が事故抑止努力をしていることを所与として，もし企業が消費者の一括和解

提案を受諾するならば，企業の期待費用はγ+αNN(W+tF-ψ)である.企業が消費

者の一括和解提案を拒否するならば，企業の期待費用はγ+αNNtFである.したがっ

て，企業は消費者の一括和解提案を正の確率で拒否する.

最後に，消費者の一括和解提案 W+tF一ψは最適な提案ではないことを示す.消

費者が確率入C で事故抑止努力をし，確率 1一入Cで事故抑止努力を怠るという戦略を

採ると仮定する.もし企業が消費者の一括和解提案を受諾するならば，企業の費用は

W+tF一ψである.もし企業が消費者の一括和解提案を拒否するならば，企業の期待

費用は入c(W + tF) + (1一入C)tFである.もし

W+tF-ψ=入c(W + tF) + (1一入C)tF

ならば，すなわち

山一
W

C
 

ならば，企業は消費者の一括和解提案を受諾することに正の確率を割り当てる.もし

企業の予想が入c三(W-ψ)/Wならば，企業は消費者の一括和解提案を拒否すること

が逐次合理的である.このとき，消費者は入c~ (W-ψ)となるように W +tF -2ψ 

を提案すると，企業は一括和解提案を受諾する.したがって，W+tF一ψを提案す

ることは最適反応とならない.もし入C 三(W-ψ)/Wならば，企業は消費者の一

括和解提案を受諾する.このとき，消費者は入c~ (W-ψ)を満たすように和解額

Sc = W +tF一(1/2)ψ を提案すると，企業は消費者の和解提案を受諾する.したがっ

て，W +tF-ψを提案することは最適反応ではない.以上より ，Sc = W +tF-ψは

完全ペイジアン均衡でサポートされない. • 
命題 5.4の証明.消費者の行動戦略から考える.補題 5.4より，消費者は一括和解提

案 W+tFをする.企業が事故抑止努力をし，事故が発生することを所与として，企

業が消費者の一括和解提案を拒否する確率を νとすると，消費者は次の条件が成立し

ているならば，事故抑止努力をする.

-8+αNN(1-lIi，W+tp)(W + tF) +αNN内，W+tp(W-tc) -αNNL 

三αNV(1-11:仰 +tp)(W+ tF) -αNVIノ
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(5.14)より，消費者に少なくとも事故抑止努力をさせるために必要な一括和解提案を

拒否する確率立を導出できる:

¥(αNV一αNN)(W+tF-L)+d

L ーαNV(W+tF+tC)-αNN(tF+ tc) 
(5.15) 

さらに， (5.15)より， (5.6)が成立するとき，そしてそのときのみ消費者は事故抑止努

力をする.

次に企業の行動戦略を考える.消費者が事故抑止努力をし，事故が発生することを

所与とすると，企業は裁判で敗訴するので，消費者の一括和解提案を受諾しても拒否

しても期待費用は同じになる.したがって， (5.5)が成立するとき，そしてそのときの

み企業は事故抑止努力をする. • 
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結び:結論と今後の課題

本稿では，望ましい損害賠償責任ルールと法廷前和解交渉の遅延の要因に関する分析

を行った.第 1章後半から第5章までは独自の研究である.

第 1章後半では，加害者が事故抑止費用に関する私的情報を持つケースと被害者が

事故抑止費用に関して私的情報を持つケースを分析した.どちらの当事者が私的情報

を持っていても，事故抑止努力をするための必要十分条件は同じであり，結果として

過失責任が望ましいことがわかった.しかし，現実の不法行為に関して，誰が損害を

負担しなければならないのか，あるいは誰に証明責任があるのかということに関して，

日本では寄与過失を伴う厳格責任が多く適用されている.また，アメリカやヨーロツ

パ諸国を考慮しても，特に製品欠陥による事故については寄与過失を伴う厳格責任が

採用されている5 したがって，従来の伝統的なモデ、ルでは，寄与過失を伴う厳格責任

が採用される理由を説明することができない.これは，訴訟プロセスを考慮に入れず

に分析を進めているためである.このことは，第2章以降で明らかとなる.

第2章では，消費者は不完全ながら企業の事故抑止努力行動の選択を事後的に推測

できるモデルを分析した.ベンチマークとして完全観測のケースを分析した.完全観測

のケースにおいては，過去の研究と同様に，結果として過失責任が望ましい損害賠償

責任ルールであるという結論を得た. しかしながら，消費者は企業の事故抑止努力行

動の選択を不完全にしか推測できないという不完全観測のケースでは，完全観測と異

なる結論を得ることができる.不完全観測のケースでは，寄与過失を伴う厳格責任が

望ましい損害賠償責任ルールとなる.企業にとり，消費者が企業の事故抑止努力行動

を事後的に正確には推測できないということが企業の事故抑止努力インセンティブを

弱めるため.したがって，過失責任のような企業の行動を基準とした損害賠償責任ルー

ルを採用しても，企業の行動を規律付けることは困難であると考えることができる.

5もっとも，アメリカの場合は，寄与過失を伴う厳格責任よりも強い厳格責任が採用されているケース

も見られる.
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第3章では，企業と消費者が対称情報のケースで、あったとしても和解交渉の成立が

遅延か否かを分析した.従来の議論では，相手が所有する私的情報を，和解交渉を通

じて引き出そうとするために和解交渉の成立に遅延が生じるというものであった.こ

の議論にしたがうと，完備情報のケースならば，和解交渉の成立に遅延が生じないと

いうことになる.和解交渉において，当事者が得ることのできるパイは訴訟費用であ

る.すなわち，当事者自身の訴訟費用と相手の訴訟費用の合計が和解交渉から得られ

る利益となる.和解交渉に費用がかかるならば，この費用の大きさと各当事者が得ょ

うとするパイの大きさが重要となる.もし和解成立時に負担しなければならない費用

が大きいならば，交渉の成立を先延ばしにすることによって，この費用が割り引かれ

ることになる.これは結果として，当事者は交渉成立を先延ばしするインセンティブ

を強める.つまり，得ることができるパイの大きさは，交渉成立が遅延することによっ

て大きくなることを意味する.したがって，交渉成立時に生じる費用を低くすること

によって，交渉成立の遅延から得られるパイの大きさは小さくなるために，和解交渉

は早期に成立する可能性が高くなる.

第4章と第5章は第2章の拡張である.第2章とのモデルを以下のように拡張した:

・和解額の内生化

-企業と消費者がそれぞれ和解提案者となるケースを分析

-消費者が観察するシグ、ナルの構造が複雑になっている

これらの拡張により，より現実に近い状況を考えることができる反面，モデルそのも

のが非常に複雑化した.そこで，第4章と第 5章ではまず最初に，企業と消費者が少

なくとも正の確率で事故抑止努力をする均衡のすべてを導出し，その特徴付けを行う

ことから始める.

第4章においては，過失責任のもとで，完全観測と不完全観測の状況を区別し，企

業が和解提案者のケースと消費者が和解提案者のケースを分析した.完全観測のケー

スにおいて，消費者は企業の行動を事後的に正確に推測することができる.企業が事

故抑止努力をするならば，法廷で必ず勝訴するので，企業が和解提案者のとき，和解

交渉時に正の和解額を提案するインセンティブを持たない.しかし，企業が事故抑止

努力を怠ると，消費者は企業が事故抑止努力を怠ったという証拠を入手し，法廷で得

られる額を下回る和解額を提案されるならば，和解提案を拒否し，法廷に進む.そし
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て，企業は判決額に加えて，訴訟費用も負担しなければならない. したがって，企業

が事故抑止努力を怠るとき，判決額から消費者の訴訟費用を引いた額を提案しなけれ

ばならない.これは，企業に対して事故抑止努力をする強いインセンティブを与える.

このケースにおいて，両当事者とも社会的事故抑止基準を達成できる.

消費者が和解提案者のとき，企業が事故抑止努力をしたならば，法廷に進んで、も消

費者は敗訴する.しかし，消費者は，企業は法廷に進むことによって訴訟費用を負担

しなければならないことを知っている.企業は事故抑止努力をしていることを所与と

して，訴訟費用よりも大きい和解額を提案されるならば，消費者の和解提案を拒否す

る.他方，訴訟費用以下の和解額を提案されるならば，法廷に進むよりも安価に紛争

を解決できるので，企業はこの和解提案を受諾する.したがって，消費者が和解提案者

のとき，消費者はちょうど企業の訴訟費用と等しい和解額を提案する.これは，消費

者が和解提案者になっていることから，本来ならば企業は負担しなくても良い費用を

負担していることを意味する.すなわち，消費者の言いがかり訴訟が生じている.消

費者は事故が発生すると，少なくとも企業の訴訟費用分だけ確実に得ることができる.

このため，消費者の事故抑止努力インセンティブは弱まり，消費者については社会的

事故抑止基準を達成することができない.以上より，過失責任のもとで，完全観測の

ケースにおいて，企業が和解提案者の方が望ましくなる.

他方，不完全観測のケースで，企業が和解提案者のとき，完全観測のケースと状況

は一変する.不完全観測のケースでは，シグ、ナルにノイズが入り，消費者は企業が選

択した事故抑止努力行動を事後的に正確には推測することができない.過失責任のも

とで，企業は事故抑止努力をするならば，法廷で勝訴する.消費者は敗訴することを

おそれる.たとえシグ、ナル U が発生しても，企業は事故抑止努力をしたにもかかわら

ず，不幸にもシグ、ナル Uが生じたと消費者は推測する.企業は消費者の予測を利用し

て，常に和解額Oを提案する.もし消費者がこの和解提案を常に受諾するならば，企

業は事故抑止努力インセンティプを持たない.なぜならば，企業は事故抑止努力をす

るならば費用は γ，事故抑止努力を怠るならば費用は Oとなるからである.したがっ

て，消費者はペナルティを与え，企業に事故抑止努力をするインセンティブを与えな

ければならない.ここで，消費者は企業に対して，:iEの確率で企業の和解提案を拒否

するという方法でペナルティを与える.消費者のペナルティの与え方は，観察したシ

グ、ナルに依存し，以下の方法で行われる.
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1.シグ、ナルりを観察したとき，正の確率で和解額Oを正の確率で拒否する.シグナ

ル η を観察したとき，和解額Oを確実に受諾する.

2.シグナノレ η を観察したとき，正の確率で和解額Oを正の確率で拒否する.シグ

ナルりを観察したとき，和解額Oを確実に拒否する.

3. どちらのシグナルを観察しても，正の確率で和解額Oを拒否する.

1のペナルティのもとで，消費者はシグナルりを観察したとき，かなりの割合で企業

は事故抑止努力を怠っていると予想している.消費者がシグナル U を観察すると，消

費者は和解提案を拒否するので，企業は強い事故抑止努力インセンティブを持つ.こ

のケースにおいて，シグ、ナルのノイズ Eが十分に小さくても，完全観測のケースと結

論は一致しない.これは次の理由のためである.たとえ，ノイズが十分に小さくても，

企業は消費者に対して，事故抑止努力選択に関する情報を与えるような和解提案をせ

ず，結果として和解額Oを提案する.したがって，たとえノイズが十分小さくても，消

費者は企業の事故抑止努力インセンティブを引き出すために，ペナルティを与え続け

なくてはならない.

企業の事故抑止費用が高いことを所与として，消費者はシグ、ナル U を観察するとき，

企業は事故抑止努力を怠ったという予想をし， 2のケースが均衡となる.この消費者

の予想に対して，実際にかなりの企業が事故抑止努力を怠っている.したがって，消

費者の企業に対するペナルティの与え方は予想と整合的である.すなわち，より大き

な事故抑止費用を持つ企業は事故抑止努力を怠りがちになるので，消費者はそのよう

企業が事故抑止努力をするインセンティブを持たなくなることを防ぐために，非常に

強いペナルティを課す.このケースにおいても，シグ、ナルのノイズが十分小さくとも

完全観測のケースと同じ結果を得ることはできない.これは，上述の 1のケースと同

じ理由である.

3のペナルティは特殊である.シグ、ナルのノイズが ε=1/2のときのみこのペナル

ティを選択する.ε=1/2のとき，消費者は何も情報を持っていないことを意味する.

これは，どのシグナルを得ても，企業が事故抑止努力をしている確率は半分であると

推測しなければならないためである.事実上，消費者はシグ、ナルから企業が選択した

事故抑止努力行動に関する情報を得ていないことと同じである.このため，消費者は

どのシグ、ナノレを観察しても正の確率で企業の和解提案額Oを拒否しなければならない.
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上述のいずれのケースにおいても，正の確率で事故抑止努力を怠る企業が存在する.

この結論は Ordver(1978)と同様であり，訴訟プロセスをより詳細に分析し，ペナル

ティを与えても，このような企業を排除することはできない.これは，消費者が企業

の行動を事後的に完全に推測できず，企業が和解額を提案していることが主な要因で

ある.

他方，消費者が和解提案者のとき，企業に確実に事故抑止努力をさせるようにうま

くペナルティを与えることができる.このようなペナルティの与え方として共通して

いることは，シグナルりを観察したとき，消費者は和解額として W+tFを提案する

ということである.企業は事故抑止努力を怠るとき，消費者がシグナルりを観察する

と，消費者に対して多額の支払義務が発生する.このため，このペナルティは，企業

に事故抑止努力をする強いインセンティブを与える.しかしながら，ペナルティが強

いため，消費者は法廷で訴訟費用を負担するだけという可能性がある.このため，消

費者はペナルティを少し弱めるかもしれない.ペナルティを弱めると，企業も同時に

事故抑止努力をするインセンティブを弱めるため，結果として，企業は正の確率で事

故抑止努力を怠る.

とはいえ，消費者が和解提案者のケースにおいて，両当事者が確実に事故抑止努力

をする均衡が存在する.したがって，過失責任のもとで，不完全観測のケースにおい

て，消費者が和解提案者になることが望ましいと言える.ただし，このケースにおい

て，消費者に関する社会的事故抑止基準を満たすことはできない.

第5章では，寄与過失を伴う厳格責任のもとでの分析を行っている.過失責任とは異

なり，寄与過失を伴う厳格責任は消費者の事故抑止努力行動を基準として誰が損害を

負担しなければならないのかということを決めているので，観測性の問題を排除でき

る.すなわち，消費者は観察するシグナルに依存せずに，企業の和解提案を受諾する

か拒否するかを決める，あるいは企業にどのような和解額を提案するかを決める.し

かし，寄与過失を伴う厳格責任のもとでは，補償形態をどのようにするのかがポイン

トとなる.消費者は事故抑止をすると常に損害額よりも大きな賠償金を得ることがで

きるとする.このとき，消費者への企業の期待支払額は非常に大きいので，企業に対

して強い事故抑止努力インセンティプを与えることができる一方で，消費者の事故抑

止努力インセンティブは弱まる.したがって，第5章では，補償的損害賠償と懲罰的

損害賠償のケースに分けて分析を進める.
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まず，上述のように懲罰的損害賠償を採用することによって，消費者の事故抑止努

力インセンティブが弱まるということを詳しく議論する.企業は消費者の事故抑止努

力行動に関する情報を一切所有していない.このため，常に消費者に受諾される和解

額 W-tcを提案したと仮定する.このとき，消費者は明らかに事故抑止努力を怠っ

た方が高い利得を得ることができる.したがって，企業は消費者に事故抑止努力をさ

せるためにペナルティを与えなければならない.このペナルティは，正の確率で，和

解額Oを提案するという方法である.また，消費者が和解提案者のケースでも状況は

変わらない.企業が消費者の和解提案を常に受諾することで，消費者は事故抑止努力

をするインセンティブを完全に持たない.したがって，消費者に対するペナルティと

して，企業は正の確率で消費者の和解提案を拒否しなければならない.

以下では，補償的損害賠償の議論をする.補償的損害賠償のケースでは，消費者は

少なくとも被った損害額を下回る額しか企業によって賠償されない.したがって，た

とえどちらの当事者が和解提案者のケースでも消費者は事故抑止努力をするインセン

ティプを失わない.なぜならば，消費者は正の和解額，あるいは法廷で出された判決

額を受け取ったとしても，利得は負となるためである.したがって，消費者は負の利

得を減らすために事故抑止努力をし，事故の発生確率を減らすように努力をする.ど

ちらの当事者が和解提案者になることが望ましいかは，どちらの当事者に対してより

事故抑止努力をさせたいのかに依存する.まず，企業が和解提案者のケースを考える.

企業が和解提案者のとき，W-tcを提案する.これは，消費者が事故抑止努力をし，

紛争が法廷に進んだことを所与とすると，消費者は法廷でW-tcを得ることができる

ためである.他方，消費者が和解提案者のとき，W+tFを提案する.これは，消費者

が事故抑止努力をし，紛争が法廷に進んだことを所与とすると，企業は法廷でW十tF

を負担しなければならないためである.すなわち，消費者はどちらの当事者が和解提

案者になっても，少なくとも W-tcを得ることができる.

もし消費者により強い事故抑止努力インセンティブを与えたいならば，企業が和解

提案者になればよい.これは，事故が発生しても， (消費者が和解提案者のケ}スと比

べて)補償額が小さいので，損害の発生を防ぐことによって，消費者は期待利得を高め

ようとするためである.他方，企業に対してより強い事故抑止努力インセンティブを

与えたいならば，消費者が和解提案者になればよい.これは，消費者が和解提案者に

なることによって， (企業が和解提案者のケースと比べて)企業が消費者に支払わなく
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てはならない額が大きいためである.どちらのケースにおいても，社会的事故抑止基

準を達成することができない.消費者が和解提案者のケースにおいては，企業に関し

て社会的事故抑止基準を達成できるが，消費者は事故抑止努力インセンティプを完全

に持たなくなることに注意しなくてはならない.とはいえ，寄与過失を伴う厳格責任

において，補償的損害賠償を採用し，裁判所が判決額をうまく設定することによって，

両当事者が確実に努力する均衡が存在する.

最後に，過失責任と寄与過失を伴う厳格責任のどちらが各当事者により強い事故抑

止努力インセンティブを与えることができるかを調べる.過失責任のもとでは，消費

者が和解提案者になることによって，両当事者が確実に事故抑止努力をする均衡が存

在する.しかし，紛争のいくつかは，法廷で解決する.また，両当事者が確実に事故

抑止努力をする均衡のみが存在するわけで、はない.消費者が法廷に進むことを避ける

ために，企業に対するペナルティを弱めると，企業の事故抑止努力インセンティブも

弱まる.したがって，過失責任のもとで，たとえ消費者が和解提案者になったとして

も特に，必ずしも企業に確実に事故抑止努力をさせることができない.他方，寄与過

失を伴う厳格責任のもとで，どちらの当事者が和解提案者で、あっても，両当事者が確

実に事故抑止努力をする均衡が存在する.社会的事故抑止基準を達成することはでき

ないが，どの均衡においても，紛争は和解で解決する.本稿では，両当事者が事故抑

止努力をすることが望ましいという基準を採用してきた.このことから，本稿では寄

与過失を伴う厳格責任が望ましいと結論づけることができる.

本稿で、扱った訴訟プロセスは非常に単純なものであった.また，どちらの当事者が

損害を負担するかは損害賠償責任ルールで決められていた.実際には，当事者が証拠

を集め，その証拠にしたがって裁判官が判決を下すと考えることができる.このとき，

各当事者は証拠収集にどのくらいの努力を投入するのかということが問題となる.証

拠収集にまったく努力を投入しないならば，裁判官を説得することができず，勝訴す

ることができないだろう. したがって，証拠収集にどのくらい努力を投入するのかと

いう問題は，言い換えれば勝訴確率を内生化していることに他ならない.事実，実際

の裁判ではこのようなことが観察されているだろう.さらに，証拠収集の問題は情報

開示問題と深く関わりがある.すなわち，証拠収集に努力を投じ，自分にとって好ま

しくない証拠を手にする可能性はたぶんにあり得る.裁判官は各当事者によって収集

され，提出された証拠をもとにしてどちらの当事者に責任があるのかを決定しなけれ
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ばならない.また，もし被告に責任があるならば，被告は原告に対して，いくら支払

わなければならないのかということを決定しなければならない. したがって，各当事

者がどのように収集した証拠を提示するのかということは非常に重要である.

司法制度改革推進本部で議論されているいくつかの間題(例えば，証拠収集手続き

や情報開示制度，法廷外紛争処理制度など)を分析するためには，本稿のモデルでは不

十分である.また，これらの問題は，日本では完全に確立された制度ではなく，現在

検討中の制度である.これらの制度は裁判の迅速な処理を目的としているが，経済学

的な観点からいうと，これらの制度を設計することによって，各当事者の事前行動に

どのような影響を与えるのかを考えることは非常に興味深い問題である.このような

制度や問題を考慮することを将来の研究課題としたい.
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